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　私たち全日本仏教青年会と、南都二六会、全国曹洞宗青年会は、「青年仏教徒の日・仏教興隆花まつり千僧法要20周年
記念法要」を営む今日・ 4 月26日に、日本でのオリンピック聖火リレーが催されることに、大いなる仏縁を感じており
ます。この 4 月26日は20年前、中国からの文化伝来の道であるシルクロードの博覧会が開催されたことを機縁に、千僧
法要として我々の先輩方が奈良の地に集まり、仏教の伝来と興隆を祝われた日であります。

　私たちは、静寂の中で仏様のご加護の下、読経三昧に座せることに悦びと感謝を感じております。しかしながら日
本国内では人心の荒廃による悲惨な事件が続出し、世界では民族や宗教の違いによる思想の対立と暴力が止まず、多
くの人々が傷つき犠牲となっていることに深く心を痛めています。

　今年は、国や人種、民族や宗教、文化の違いを越えた平和の祭典であるオリンピックが、中国北京において開催さ
れます。本来、平和の祭典であるべきオリンピックの開催は、対立や暴力が少しでも解決するよう世界中で努力され
るべきでありますが、開催国である中国でのチベットの騒乱と、それによって犠牲者が出たことには、深く悲しみを
覚えるものであります。そして、チベットの仏教徒が置かれている深刻な状況に対して、私たちは同じ仏教徒として
深く傷つき、一日も早い、平和的な解決を希求するものであります。

　オリンピックの開催は、オリンピック憲章を遵守し、人種、民族、宗教、文化の違いをのりこえて、それぞれの国
や個人が互いの歴史や文化を認め合わなければなりません。また、開催国にはその責任を期待するものであります。

　本日、私たちは世界平和と仏教興隆のシンボルであるアショカピラー宝前にて、暴力によって犠牲となった世界中
の人々の慰霊と、中国・チベット双方の平安に祈りを捧げます。

　日本の寺院では、日々、お釈迦様の智慧と慈悲の教えによる「天下泰平、萬民安楽」が祈られています。私たちは
今日のこの日を縁として、更に平和と世界人民の平安を祈ることを広く全国の青年僧侶・仏教徒に呼びかけたいと思
います。そしてこの祈りを通じ、全ての人々に平和と寛容の心が広がり、各地での騒乱や対立が暴力ではなく、人々
の「良心」により解決されることを強く求めます。

　あわせて、北京オリンピックが平和の祭典にふさわしく開催され、成功をおさめられますことを祈念して、「青年
仏教徒の願い」といたします。

大無量寿経にいわく
 「仏の遊履したまうところの国邑丘聚、化を蒙らざるはなし。天下和順し日月清明にして、風雨時をもってし、災厲
起こらず。国豊かにして民安し。兵戈用いることなし。徳を崇め仁を興し、務めて礼譲を修す。」と

 合　掌

注）大無量寿経に次のように述べられています
仏の行き給うところ、国、町、村の人々、仏の教化を蒙らざる者はない。世界はともども和順し、日月は清らかであり、
風雨は適切であり、災厄も起こらない。国は富み、民は安心を享受している。もちろん武力を使う必要もない。
良心を尊び、支えあいを広げている。そして、互いに尊重しあい与え合うことを実践している。

　　平成20年 4 月26日
南都二六会
　　会　長　橋本　純信

全国曹洞宗青年会
　　会　長　芳村　元悟

全日本仏教青年会
　　理事長　五條　良知

（この声明文は、 4 月26日に行われた千僧法要の際、大仏殿において発表されました）

日 本 の 青 年 仏 教 徒 の 願 い

　平成20年6月14日に発生いたしました、岩手・宮城内陸地震による被災者の方がたに対して、
衷心よりお見舞い申し上げます。
　また、去る5月2日に発生いたしましたミャンマー・サイクロン災害、並びに5月12日に発生�
いたしました中国・四川大地震の被災者の方がたに対しても、謹んでお見舞い申し上げます。
　このたび被災された方がたの生活の窮状、そのご心痛を察するに痛恨の極みに堪えません。
　この上は被害が最小限に留まり、被災者の方がたのご健康の回復と一日も早い日常生活の復旧
が実現されますことを心より祈念申し上げます。
� 全国曹洞宗青年会
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参加者によって法堂が埋め尽くされ、応じるように緊張感もはしった

各曹青会の活発な活動に刺激を受けることができた

　

初
め
て
の
地
方
開
催
と
な
っ
た
本
年

度
定
期
総
会
は
、
午
前
十
時
よ
り
始
ま

り
、
円
滑
な
議
事
進
行
の
結
果
、
す
べ
て

の
議
題
が
そ
れ
ぞ
れ
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
三
号
議
案
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
経

緯
と
共
に
、
第
十
八
期
会
長
と
し
て
久

間
泰
弘
師
（
曹
洞
宗
福
島
県
青
年
会
）

の
選
考
が
、
副
会
長
と
し
て
河
村
康
仁

師
（
千
葉
県
曹
洞
宗
青
年
会
）、
高
木

一
晃
師（
四
国
地
区
曹
洞
宗
青
年
会
）、

宮
下
俊
哉
師
（
曹
洞
宗
長
野
県
第
一
青

年
会
）
の
選
考
が
発
表
さ
れ
、
満
場
一

致
で
承
認
の
拍
手
を
受
け
ま
し
た
。

　

ま
た
関
連
事
項
と
し
て
、
芳
村
会
長

よ
り
、
奈
良
県
で
開
催
さ
れ
る
平
成

二
十
年
度
禅
文
化
学
林
を
、
全
日
本
仏

教
青
年
会
三
十
周
年
慶
讃
千
僧
法
要
と

併
催
す
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
、
千
人
の

僧
侶
が
集
ま
る
よ
う
、
全
曹
青
と
し
て

も
二
百
人
以
上
の
参
加
を
呼
び
か
け
ま

し
た
。
続
い
て
全
日
本
仏
教
青
年
会
副

理
事
長
・
松
原
俊
幸
師
か
ら
も
千
僧
法

要
の
趣
旨
説
明
と
協
力
依
頼
の
挨
拶
を

頂
戴
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
約
二
時
間
に
亘
る
総
会

は
、
無
事
に
閉
会
し
ま
し
た
。

　

総
会
終
了
後
に
は
、
三
重
県
曹
洞
宗

青
年
会
「
鼓
司
（
く
す
）」
に
よ
る
演

奏
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
演
舞
は
一
挙

手
一
投
足
が
一
糸
乱
れ
ず
、
合
計
十
張

の
太
鼓
か
ら
連
打
さ
れ
る
音
の
迫
力
に

は
、
参
加
者
一
同
が
圧
倒
さ
れ
、
固
唾

を
飲
ん
で
見
守
り
、
最
後
に
は
大
喝
采

を
送
り
ま
し
た
。

日　　程
●平成20年 5 月14日（金）
　•午後 3 時～ 5 時　評議委員会
 （出席者34名、欠席者17名）
　•午後 5 時～ 6 時　中央研修会
 「蝦夷錦（えぞにしき）～アイヌ文化の継承と発展」
　•午後 7 時　　　　懇親会
●平成20年 5 月15日（木）
　•午前10時～12時　定期総会（参加者約230名）
開 催 地
　北海道札幌市　中央寺専門僧堂
総会次第
　開会の辞：中村嘉秀副会長
　本尊上供・宗歌斉唱：導師 芳村元悟会長
　会長挨拶：芳村元悟会長
　御 挨 拶：大本山永平寺副貫主
　　　　　　中央寺住職南澤道人老師
　議長選出：橋本真英師
　議事録作成人及び署名人の指名
　　議事録作成人：早船素英師
　　議事録署名人：中澤宏哉師・荒井徹成師
　議事 
　　第一号　 平成十九年度事業及び決算報告、監査報告 

の承認について
　　第二号　 平成二十年度事業及び活動計画（案）及び予算

（案）の承認について
　　第三号　第十八期会長選考の経過報告
　　　　　　第十八期会長選考委員会委員長　吉川道隆師 
　閉会の辞：長井峰宗副会長 

三重県曹洞宗青年会和太鼓僧伽
 「鼓司（くす）」の演奏
「悟りの岸へ」 
―雲の行くまま 水の流るるままに―
和太鼓奏者・服部博之氏と九名の 
太鼓奏者、他七名の演者

全
国
曹
洞
宗
青
年
会

定
期
総
会 

開
催

出展青年会・委員会 活動展示内容

三 重 県 曹 青 会 三重県曹洞宗青年会の
HP紹介

茨 城 県 曹 青 会 茨城曹青50周年

山 口 県 曹 青 会 タイ山岳民族教育支援

愛知県第三曹青会 法式関連の冊子と用品の
紹介

石 川 県 青 年 会 能登半島沖地震震災復興
ボランティアについて

札幌禅林青年会 創立40周年記念中国禅宗
史講義録

愛知県第一曹青会 愛知第一曹青30周年記念事業報告
DVD放映、冊子『愛語のヒント』頒布

Ｉ Ｔ 委 員 会 全曹青HP、新コンテン
ツの紹介

総 務 委 員 会 ほとけさまの知恵袋

ボランティア委員会 一月の富田先生のボラン
ティア研修会のビデオ放映

広 報 委 員 会 『そうせい』の展示

法堂の床を震えさせるかのように熱演する鼓司のメンバー

平
成
二
十
年
度

全
曹
青
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

�	 	№142	 2008.	7



人型の民族楽器に触れてみる

再会の喜びを分ち合う歌の踊り

　

初
の
地
方
開
催
と
な
っ
た
今
年
度
の

全
曹
青
総
会
。
併
催
さ
れ
る
中
央
研
修

会
も
、
そ
の
開
催
地
で
あ
る
北
海
道
地

方
の
地
域
性
を
踏
ま
え
て
、「
蝦
夷
錦

―

ア
イ
ヌ
文
化
の
継
承
と
発
展―

」
と

題
し
て
開
催
さ
れ
た
。

　

ま
ず
、「
ア
イ
ヌ
の
女
の
会
」
の
島

崎
直
美
氏
に
依
る
基
調
講
演
が
行
わ
れ

た
。
氏
が
自
身
の
民
俗
性
の
芽
生
え
を

回
顧
さ
れ
る
こ
と
に
始
ま
り
、「
自
分

が
食
べ
る
以
外
に
多
く
を
採
り
過
ぎ
な

い
」「
採
っ
た
も
の
は
余
す
こ
と
な
く
利

用
す
る
」
と
い
っ
た
自
然
と
共
生
す
る

ア
イ
ヌ
文
化
の
一
端
、
そ
し
て
日
本
政

府
の
同
化
政
策
に
よ
っ
て
言
葉
や
習
俗

を
奪
わ
れ
た
歴
史
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ

た
。

　

ま
た
、
ア
イ
ヌ
人
口
は
四
万
四
千
人

と
国
は
発
表
し
て
い
る
が
、
実
際
は
十

倍
く
ら
い
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
や
、
ア

イ
ヌ
文
化
の
相
承
と
維
持
に
は
当
事
者

ば
か
り
で
な
く
周
辺
の
理
解
や
サ
ポ
ー

ト
が
不
可
欠
で
あ
る
と
訴
え
ら
れ
、
そ

の
き
っ
か
け
と
し
て
、
今
月
開
催
さ
れ
る

「
Ｇ
８　

北
海
道
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
」

に
先
立
っ
て
、
全
世
界
の
先
住
民
族
の

代
表
者
が
一
同
に
集
い
、
環
境
問
題
、

先
住
民
族
の
権
利
回
復
や
教
育
、
エ
ン

パ
ワ
ー
メ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
う

「
先
住
民
族
サ
ミ
ッ
ト　

ア
イ
ヌ
モ
シ

リ
２
０
０
８
」
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
、

紹
介
さ
れ
た
。

　

基
調
講
演
の
後
、「
ア
イ
ヌ
の
女
の

会
」
の
小
松
田
初
美
氏
に
よ
る
口
琴
の

演
奏
、
島
崎
氏
と
小
松
田
氏
に
よ
る
童

歌
と
そ
の
踊
り
（
振
り
付
け
）
が
披
露

さ
れ
た
。

　

道
外
の
参
加
者
に
は
普
段
は
触
れ
る

こ
と
の
少
な
い
ア
イ
ヌ
文
化
だ
が
、「
ラ

ッ
コ
」
や
「
ト
ナ
カ
イ
」
と
い
っ
た
言
葉

が
実
は
ア
イ
ヌ
語
で
あ
る
、
と
い
っ
た

事
実
を
手
が
か
り
に
徐
々
に
共
感
を
深

め
、
研
修
後
に
は
講
師
が
持
参
し
た
蝦

夷
錦
な
ど
の
ア
イ
ヌ
産
品
を
手
に
取
る

な
ど
、
た
い
へ
ん
貴
重
な
体
験
を
し
た
。

　

講
師
の
身
な
り
や
童
歌
で
発
す
る
ア

イ
ヌ
語
を
聴
く
と
一
瞬
異
国
情
緒
を
思

わ
せ
る
が
、
こ
れ
は
紛
れ
も
な
く
現
実

の
日
本
に
あ
る
文
化
で
あ
る
。
現
実
に

あ
る
ア
イ
ヌ
の
生
活
文
化
と
そ
の
置
か

れ
た
状
況
に
、
目
と
耳
を
向
け
る
こ
と

は
、
今
後
参
加
者
が
、
こ
の
よ
う
な
人

間
に
ま
つ
わ
る
深
い
テ
ー
マ
を
有
し
な

が
ら
も
少
数
・
限
定
的
な
事
象
に
対
す

る
態
度
に
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ

ろ
う
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
に
限
ら
ず
同
様

の
民
俗
問
題
が
全
世
界
で
現
存
し
て
い

る
こ
と
に
、
宗
教
者
と
し
て
ど
の
よ
う

に
向
き
合
っ
て
い
く
か
。
大
き
な
命
題

も
投
げ
か
け
ら
れ
た
気
が
す
る
。

蝦
夷
錦
（
え
ぞ
に
し
き
）�

～
ア
イ
ヌ
文
化

の
継
承
と
発
展

中
央
研
修
会

オールハンドメイドの伝統工芸品について説明を受ける

�



超宗派の僧侶が一堂に会した。どの衣が何宗かわかるかな？

導師をつとめる芳村会長

大仏殿に向かう参加者たち

　

四
月
二
十
六
日
、「
仏
法
興
隆
花
ま

つ
り
千
僧
法
要
二
十
周
年
記
念
法
要
」

が
、
東
大
寺
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
法
要
に
参
加
し
た
僧
侶
は
、
各

宗
派
合
わ
せ
て
百
三
十
一
人
。
色
と
り

ど
り
の
法
衣
に
身
を
包
ん
だ
僧
侶
が
一

堂
に
会
し
た
様
子
は
、
毘
盧
遮
那
仏
の

荘
厳
国
土
も
か
く
や
と
思
わ
せ
る
壮
麗

さ
で
し
た
。

　

東
大
寺
本
坊
前
の
参
道
に
僧
侶
が
整

列
す
る
と
、
い
っ
た
い
何
事
が
始
ま
る

の
か
と
、
居
合
わ
せ
た
多
く
の
参
拝
者

も
興
味
深
げ
で
す
。

　

十
二
時
四
十
五
分
、
承
仕
と
い
う
お

役
の
方
の
「
ご
出
仕
ー
っ
‼
」
と
い
う

大
音
声
に
続
き
、
修
験
行
者
の
装
束
を

纏
っ
た
法
螺
衆
が
高
ら
か
に
法
螺
貝
を

吹
き
上
げ
、
一
同
、
大
仏
殿
に
向
か
っ

て
粛
々
と
進
み
始
め
ま
し
た
。

　

大
仏
前
の
壇
上
に
大
衆
が
上
り
、
最

後
に
登
壇
し
た
の
は
、
全
曹
青
会
長
芳

村
元
悟
師
。
本
日
の
導
師
で
す
。

　

大
仏
殿
に
お
け
る
法
要
は
、
午
後
一

時
に
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

折
し
も
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
が
世
界
中

か
ら
憂
慮
さ
れ
て
い
た
時
期
で
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
日
は
、
日
本
で
聖
火
リ

レ
ー
が
行
わ
れ
る
日
で
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
時
宜
を
得
て
、
法
要

前
に
「
日
本
の
青
年
仏
教
徒
の
願
い
」

（
二
ペ
ー
ジ
参
照
）が
読
み
上
げ
ら
れ
、

こ
こ
に
改
め
て
、
青
年
僧
侶
の
世
界
平

和
を
願
う
姿
勢
が
表
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

毘
盧
遮
那
仏
の
膝
下
、
蓮
台
前
に
並

ん
だ
僧
衆
の
手
に
よ
り
、
衆
生
済
度
の

願
い
を
乗
せ
て
、
大
般
若
経
六
百
巻
が

宙
に
弧
を
描
き
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、

当
日
使
用
さ
れ
た
大
般
若
経
は
、
在
家

の
方
が
書
写
を
発
願
し
、
長
い
年
月
を

か
け
て
完
成
さ
せ
た
後
、
東
大
寺
に
寄

進
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

大
仏
殿
で
の
法
要
を
終
え
、
引
き
続

き
、
ア
シ
ョ
カ
ピ
ラ
ー
前
に
移
動
し
て

の
法
要
が
営
ま
れ
、
す
べ
て
の
僧
侶
の

手
に
よ
り
、
誕
生
仏
に
甘
茶
が
灌
が
れ

ま
し
た
。

　

午
後
二
時
半
、
す
べ
て
の
法
要
が
終

了
し
、
控
室
へ
の
帰
途
に
は
花
の
種
が

配
ら
れ
ま
し
た
。
青
年
僧
侶
の
願
い
が

種
子
と
な
っ
て
、
全
世
界
の
人
び
と
の

心
に
花
開
い
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
な

の
で
し
ょ
う
。

　　

十
一
月
に
は
、
再
び
千
僧
法
要
が
企

画
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
禅
文
化
学
林
も

併
せ
て
開
催
さ
れ
る
の
で
、
よ
り
多
く

の
宗
侶
が
参
集
さ
れ
、
大
和
路
の
紅
葉

の
ご
と
く
、
木
蘭
色
が
東
大
寺
の
秋
空

を
彩
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

仏
法
興
隆

花
ま
つ
り

千
僧
法
要
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謹啓
　いつも全国曹洞宗青年会にご賛助並びにご協力賜りまし
て、誠にありがとうございます。
　この度、『そうせい』誌に掲載いたします、記事・画像に
つきまして、弊会ではクリエイティヴ・コモンズ（以下、
CC）による著作権管理と転載の運用をいたしたく存じます。
CCは、法的手段を利用して出版物の創造、流通、検索の便
宜をはかることを目的とした制度です。CCライセンスは著
作権保持と完全な著作権放棄の中間領域を規定し、素材に対
して著作権を保持しながら、一定の自由を事前に許諾するも
のです。（参考 http://www.creativecommons.jp/）
　弊会では、平成20年 7 月 5 日より、先ずは142号の記事と
画像を全国曹洞宗青年会ホームページ『般若』のCC専用ペー
ジに収録し、アクセスを許諾されたユーザーが、非営利で転
用し複製・頒布・展示できるようにいたしました。過去の『そ

うせい』につきましても、順次更新いたします。
　但し、原著作者からのご許諾が得られない場合は、当該素 
材のCC適用を見送らせていただきます。
　また、当該素材の営利目的による使用が発覚した場合は、
使用者に相応の違約金を求め、原著作者に支払うものとしま
す。

クリエイティブ・コモンズの適用についてのお願い
� 全国曹洞宗青年会�会長　芳村　元悟

　この度の、クリエイティブ・コモンズの適用について、皆
さまのご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。
 謹白

※記事（文字情報）の転用には、レイアウトの改変は認めますが、
本文自体の改変はこれを認めず、原著作者名のクレジットを義
務づけます。 
※画像の転用には一切の改変を認めず、原著作者のクレジットを
義務づけます。

02	 	 災害お見舞文／声明文

	 	 特集	《全曹青インフォメーション》

03	 	 平成２０年度定期総会報告／仏法興隆花まつり千僧法要報告
	 	 中央研修会	『蝦夷錦（えぞにしき）～アイヌ文化の継承と発展』

	 	 三重県曹洞宗青年会　和太鼓僧伽「鼓司」LIVE
07	 	 訃報「第７期副会長我妻耕道師を偲んで」

	 	 平成19・20年度歳入歳出予算決算／全曹青会則

	 	 賛助会員御芳名
	 	 曹洞ユース　―	三重県曹洞宗青年会	―

	 	 曹洞宗北海道青年会帯広大会報告

	 	 委員会紹介　―	IT委員会	―

18	 	 そうとう衆列伝　―	黒
くろ

崎
さき

禅
ぜん

翁
おう

	―
19	 	 寺族のテラス　―	仏教讃歌女声コーラス「マーヤの会」　三重県大蓮寺寺族	太田紀子	―
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24	 	 あなたも選ばれる!?　「裁判員制度」のシステムをやさしく紹介　―	後編	―
25	 	 菜食健美　―	菜食生活を続けて得られるこんな事	―

26	 	 そうせいサロン

27	 	 ネットで愉しむ禅籍サーフィン　―	『やまたづの～』	良寛和尚	―

28	 	 あまんずのダイアローグ④　―	遺族外来のある病院	後編	―
30	 	 曹洞宗の袈裟に学ぶ	第６回　―	高台寺の木像の掛絡（一）	―
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本
年
一
月
五
日
、
第
七
期
副
会
長
我
妻

耕
道
師
が
逝
去
さ
れ
た
。
本
堂
落
慶
を
控

え
充
実
し
た
日
々
を
写
し
た
年
賀
状
を
受

け
取
っ
て
わ
ず
か
四
日
後
、
奇
し
く
も
宮

崎
奕
保
禅
師
の
ご
遷
化
と
同
日
で
あ
っ

た
。

　

我
妻
師
、
敢
え
て
我
妻
さ
ん
と
呼
ば
せ

て
い
た
だ
く
。

　

私
の
第
七
期
は
我
妻
さ
ん
へ
の
副
会
長

就
任
依
頼
か
ら
始
ま
る
。
第
六
期
で
広
報

委
員
長
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ご
縁

で
、
人
望
の
厚
き
こ
と
を
承
知
し
て
い
た

こ
と
と
、
最
大
勢
力
東
北
曹
青
は
何
と
し

て
も
協
力
を
い
た
だ
く
必
要
が
あ
っ
た
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。後
で
知
っ
た
の
だ
か
、

こ
の
人
事
を
最
も
喜
ん
で
く
れ
た
の
は
意

外
に
も
私
の
地
元
愛
知
県
で
、
そ
れ
は
、

我
妻
さ
ん
が
大
本
山
永
平
寺
安
居
中
に
名

古
屋
別
院
用
僧
を
勤
め
ら
れ
、
期
間
は
わ

ず
か
だ
っ
た
が
、
真
摯
な
印
象
が
二
十

年
近
く
経
過
し
て
も
知
る
人
が
い
た
こ
と

だ
っ
た
。

　

昭
和
六
十
年
、
私
は
広
報
と
し
て
東
北

大
会
の
報
告
原
稿
を
我
妻
さ
ん
か
ら
い
た

だ
い
た
。
そ
の
確
認
電
話
が
初
め
て
の
会

話
で
あ
る
。
色
白
で
笑
え
ば
楽
し
そ
う
な

我
妻
さ
ん
だ
が
、
今
も
内
容
を
覚
え
て
い

る
ほ
ど
だ
か
ら
、
そ
の
時
は
緊
張
し
、
丁

重
に
掛
け
た
と
思
う
。
そ
れ
で
も
、
我
妻

さ
ん
に
は
失
礼
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
、
電
話
口
の
独
特
の
東
北
弁
は
慣

れ
る
ま
で
感
覚
が
わ
か
ら
ず
、
私
も
幾
度

も
確
認
し
、
特
に
「
人
口
に
膾
炙
す
る
」

と
い
う
言
葉
だ
っ
た
と
思
う
が
、
私
の
浅

学
も
加
わ
り
延
々
と
続
け
、
今
さ
ら
な
が

ら「
よ
く
怒
ら
れ
な
か
っ
た
な
」と
思
う
。

脱
線
す
る
が
、そ
の
時
、「
わ
が
つ
ま
さ
ん
」

と
発
す
る
と「
あ
が
づ
ま
だ
」と
い
わ
れ
、

以
来
、
私
は
、
奥
様
に
訂
正
さ
れ
る
ま
で

の
二
十
年
間
、「
我
妻
」
と
書
い
て
「
あ

が
つ
ま
」
と
発
音
す
る
と
信
じ
て
い
た
く

ら
い
だ
。

　

思
え
ば
、
第
七
期
は
東
北
の
皆
さ
ん
に

と
て
も
お
世
話
に
な
っ
た
。奈
良
で
の「
花

ま
つ
り　

千
僧
法
要
」
の
企
画
発
案
は
我

妻
さ
ん
の
懐
刀
川
村
さ
ん
だ
っ
た
。
こ
の

行
事
は
今
も
歴
代
の
青
年
会
諸
兄
に
継
承

し
て
い
た
だ
き
感
謝
し
て
い
る
。
た
だ
、

奈
良
で
の
企
画
は
「
千
僧
法
要
」
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。「
な
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
博
」

参
加
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
「
ブ
ッ
ダ
シ
ャ
カ

ム
ニ
の
誕
生
」
は
三
日
間
だ
が
準
備
期

間
は
長
か
っ
た
。
国
宝
「
元
興
寺
」
を
借

用
し
た
「
精
進
料
理
」
は
半
年
近
く
連
日

開
催
し
た
。
日
常
の
全
曹
青
の
活
動
は
副

会
長
に
託
さ
れ
、
全
国
各
地
の
大
会
に
赴

い
て
い
た
だ
い
た
の
は
我
妻
さ
ん
で
あ
っ

た
。
第
七
期
の
大
目
標
は
、
第
六
期
で
吉

岡
会
長
が
敷
い
た
団
体
加
入
と
全
国
組
織

の
確
立
だ
が
、
お
そ
ら
く
各
地
で
質
問
あ

る
い
は
混
乱
も
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
で

も
、あ
る
会
場
で「
神
野
会
長
は
よ
く
や
っ

て
い
る
」
と
話
さ
れ
た
と
聞
い
た
と
き
は

う
れ
し
か
っ
た
。
全
曹
青
を
終
え
る
時
、

「
最
高
の
業
績
を
残
し
た
」
と
肩
を
た
た

い
て
く
れ
た
の
も
我
妻
さ
ん
で
あ
る
。
本

当
の
縁
の
下
の
力
持
ち
に
は
感
謝
の
言
葉

も
な
い
。

　

青
年
会
が
終
っ
て
も
曹
洞
宗
国
際
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
会
で
お
世
話
に
な
っ
た
。
第
六

期
会
長
の
吉
岡
棟
憲
師
と
我
妻
師
と
も
ど

も
私
も
理
事
と
し
て
有
馬
実
成
専
務
理
事

を
中
心
に
「
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
会
」
へ
の
組
織
改
編
に
携
わ
っ
た

が
、
改
称
後
に
我
妻
さ
ん
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
会
副
会
長
と
し
て
推
さ
れ
た
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

皆
さ
ん
は
、
女
人
を
抱
い
た
雲
水
の
話

は
ご
存
知
だ
ろ
う
。
大
水
で
困
窮
し
て
い

る
娘
を
抱
い
て
渡
川
し
た
雲
水
の
話
で
あ

る
。
渡
っ
た
後
、
追
い
つ
い
た
同
僚
雲
水

が
「
貴
公
、
女
人
を
抱
い
た
な
」
と
詰
問

す
る
と
「
何
だ
、
貴
公
は
ま
だ
抱
い
て
い

た
の
か
」
と
返
答
し
た
話
で
あ
る
。
こ
の

話
を
拙
寺
報
に
、
雲
水
を
「
良
寛
さ
ん
」

と
し
て
掲
載
し
た
が
、
実
は
原
坦
山
老
師

だ
っ
た
。
誤
り
指
摘
の
電
話
は
我
妻
さ
ん

か
ら
来
た
。
そ
の
電
話
は
快
か
っ
た
。
私

は
我
妻
さ
ん
を
原
坦
山
師
に
重
ね
、「
我

妻
さ
ん
は
き
っ
と
こ
の
話
が
好
き
な
ん
だ

ろ
う
な
」
と
思
い
な
が
ら
そ
の
小
言
を
聞

い
た
。
そ
れ
が
最
後
の
会
話
と
な
っ
た
。

　

大
寂
静
中
、
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り

す
る
。
そ
し
て
、
再
会
で
き
る
も
の
と
信

じ
て
い
る
。

我
妻
耕
道
師
を
偲
ん
で

�

第
七
期
会
長　

神　

野　

哲　

州
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歳入の部 △印は減（単位：円）

款 項 目 本年度予算額 本年度決算額 比 較 増 減 備　　考

1．会　費 1．会　費 13,467,500 12,723,000 △744,500

1．会　　　費 1,467,500 1,510,000 42,500
500円×3,018名
1,000円× 1 名

2．賛 助 会 費 12,000,000 11,213,000 △787,000 2,336件

2．助成金 1．助成金 15,550,000 15,540,000 △10,000

1．事業助成金 15,000,000 15,000,000 0 宗務庁より

2．協　賛　金 550,000 540,000 △10,000 「そうせい」広告料等

3．諸収入 1．諸収入 2,602,734 2,673,521 70,787

1．事 業 収 入 2,500,000 2,661,200 161,200 花まつり事業収入等

2．雑　収　入 102,734 12,321 △90,413 寄付金・預金利息等

4．繰戻金 1．繰戻金 1,116,666 1,116,666

1．委員会費繰戻金 1,116,666 1,116,666

5．繰越金 1．繰越金 4,379,766 4,379,766 0

1．前年度繰越金 4,379,766 4,379,766 0

合　　　　　　　計 36,000,000 36,432,953 432,953

歳出の部 △印は減（単位：円）

款 項 目 本年度予算額 本年度決算額 比 較 増 減 備　　考

1．事業費 23,960,000 23,820,364 △139,636

1．委員会費 9,600,000 9,600,000 0

1．総務委員会費 1,000,000 1,000,000 0

2．広報委員会費 4,600,000 4,600,000 0

3． 青少年教化
委員会費

1,000,000 1,000,000 0

4． ボランティ
ア委員会費

1,000,000 1,000,000 0

5．法式委員会費 1,000,000 1,000,000 0

6．ＩＴ委員会費 1,000,000 1,000,000 0

2．広報費 10,360,000 10,044,560 △315,440

1．印　刷　費 5,100,000 5,050,500 △49,500 「そうせい」印刷費

2．封筒印刷費 1,260,000 1,260,000 0
「そうせい」発送
用封筒代 2 年分

3．発　送　費 4,000,000 3,734,060 △265,940 「そうせい」郵送代

3．本部事業費 3,500,000 4,001,250 501,250

1．本部事業費 2,000,000 2,501,250 501,250 花まつり事業等

2． 禅文化学林開催費 1,500,000 1,500,000 0 禅文化学林開催助成費

4．研修費 500,000 174,554 △325,446

1．研　修　費 500,000 174,554 △325,446 禅の集い中央研修会等

2．運営費 11,550,000 10,497,004 △1,052,996

1．会議費 8,700,000 8,446,089 △253,911

1．役 員 会 費 4,500,000 4,240,265 △259,735 執行部会・理事会

2．総　会　費 4,200,000 4,205,824 5,824
総会・評議員会・
委員会総会

2．事務費 500,000 490,615 △9,385

1．印刷消耗品費 150,000 147,642 △2,358

2．通　信　費 300,000 295,076 △4,924

3．備　品　費 50,000 47,897 △2,103

3．渉外費 2,250,000 1,560,300 △689,700

1．助　成　金 600,000 300,000 △300,000
管区大会
10万× 3 管区

2．慶　弔　費 400,000 180,900 △219,100
禅師慶弔費・管区大
会祝賀 3 万× 4 管区

3．負　担　金 250,000 250,000 0
全日仏青加盟負
担金等

4．交　通　費 1,000,000 829,400 △170,600
管区大会・全日
仏青等出向助成

4．雑　費 1．雑　　　費 100,000 0 △100,000

3．積立金 1．積立金 100,000 100,000 0

1．積　立　金 100,000 100,000 0
ボランティア基
金積立て

4．予備費 1．予備費 390,000 100,000 △290,000

1．予　備　費 390,000 100,000 △290,000
全日仏青IBYE
大会講師謝礼

合　　　　　　　計 36,000,000 34,517,368 △1,482,632

平成19年度 全国曹洞宗青年会 歳入歳出決算書 
期間  平成19年 4 月 1 日～平成20年 3 月31日 

歳入合計金額 36,432,953円
歳出合計金額 34,517,368円

差 引 残 額 1,915,585円

※尚、各 項・目 間の流用を認めるものとします。
差引残高 1,915,585円を次年度に繰越しいたします。
 平成20年 5 月15日

 全国曹洞宗青年会 会長　芳村　元悟
 会計　神谷　俊英

歳入の部 △印は減（単位：円）

款 項 目 前年度予算額 本年度予算額 比 較 増 減 備　　考

1．会　費 1．会　費 13,467,500 13,510,000 42,500

1．会　　　費 1,467,500 1,510,000 42,500
500円×3,018名
1,000円× 1 名

2．賛 助 会 費 12,000,000 12,000,000 0

2．助成金 1．助成金 15,550,000 15,550,000 0

1．事業助成金 15,000,000 15,000,000 0 宗務庁より

2．協　賛　金 550,000 550,000 0 「そうせい」広告料等

3．諸収入 1．諸収入 2,602,734 4,074,415 1,471,681

1．事 業 収 入 2,500,000 4,000,000 1,500,000 花まつり事業収入等

2．雑　収　入 102,734 74,415 △28,319 寄付金・預金利息等

4．繰戻金 1．繰戻金 0 0

1．委員会費繰戻金 0 0

5．繰越金 1．繰越金 4,379,766 1,915,585 △2,464,181

1．前年度繰越金 4,379,766 1,915,585 △2,464,181

合　　　　　　　計 36,000,000 35,050,000 △950,000

歳出の部 △印は減（単位：円）

款 項 目 前年度予算額 本年度予算額 比 較 増 減 備　　考

1．事業費 23,960,000 24,000,000 40,000

1．委員会費 9,600,000 10,100,000 500,000

1．総務委員会費 1,000,000 1,000,000 0

2．広報委員会費 4,600,000 4,600,000 0

3． 青少年教化
委員会費

1,000,000 1,000,000 0

4． ボランティ
ア委員会費

1,000,000 1,000,000 0

5．法式委員会費 1,000,000 1,300,000 300,000

6．ＩＴ委員会費 1,000,000 1,200,000 200,000

2．広報費 10,360,000 9,100,000 △1,260,000

1．印　刷　費 5,100,000 5,100,000 0 「そうせい」印刷費

2．封筒印刷費 1,260,000 0 △1,260,000

3．発　送　費 4,000,000 4,000,000 0 「そうせい」郵送代

3．本部事業費 3,500,000 4,500,000 1,000,000

1．本部事業費 2,000,000 3,000,000 1,000,000 花まつり事業等

2． 禅文化学林開催費 1,500,000 1,500,000 0 禅文化学林開催費

4．研修費 500,000 300,000 △200,000

1．研　修　費 500,000 300,000 △200,000 禅の集い中央研修会等

2．運営費 11,550,000 10,600,000 △950,000

1．会議費 8,700,000 8,200,000 △500,000

1．役 員 会 費 4,500,000 4,000,000 △500,000 執行部会・理事会

2．総　会　費 4,200,000 4,200,000 0 総会・評議員会

2．事務費 500,000 500,000 0

1．印刷消耗品費 150,000 150,000 0

2．通　信　費 300,000 300,000 0

3．備　品　費 50,000 50,000 0

3．渉外費 2,250,000 1,850,000 △400,000

1．助　成　金 600,000 500,000 △100,000
管区大会
10万× 5 管区

2．慶　弔　費 400,000 300,000 △100,000
管区大会祝賀
 3 万× 5 管区等

3．負　担　金 250,000 250,000 0
全日仏青加盟負
担金等

4．交　通　費 1,000,000 800,000 △200,000
管区大会・全日
仏青等出向助成

4．雑　費 1．雑　　　費 100,000 50,000 △50,000

3．積立金 1．積立金 100,000 100,000 0

1．積　立　金 100,000 100,000 0
ボランティア基
金積立て

4．予備費 1．予備費 390,000 350,000 △40,000

1．予　備　費 390,000 350,000 △40,000

合　　　　　　　計 36,000,000 35,050,000 △950,000

平成20年度 全国曹洞宗青年会 歳入歳出予算書
期間  平成20年 4 月 1 日～平成21年 3 月31日 

歳入合計金額 35,050,000円
歳出合計金額 35,050,000円

差 引 残 額 0円

※尚、各 項・目 間の流用を認めるものとします。
以上のとおり、予算を提案いたします。
 平成20年 5 月15日

 全国曹洞宗青年会 会長　芳村　元悟
 会計　神谷　俊英



監　査　報　告

　平成19年度全国曹洞宗青年会、一般会計及び特別会計について、平成
20年 4 月10日に東京都愛宕、青松寺にて、会長、副会長立ち合いのもと、
諸帳簿・証書・関係書類を監査したところ、収入・支出・残金ともそれ
ぞれ合致し、適正かつ正確に処理されていたことを報告いたします。
 平成20年 5 月15日

 全国曹洞宗青年会 監事　高橋　英寛　㊞
 監事　香村　一孝　㊞

全国曹洞宗青年会　平成19年度特別会計（ボランティア基金）報告
期間  平成19年 4 月 1 日～平成20年 3 月31日 

歳 入 総 額 3,100,000円
歳 出 総 額 439,061円

差 引 残 額 2,660,939円

歳入の部 （単位：円）

項　　　目 金　　　　　額 備　　　　　　　考

前 年 度 繰 越 金 3,000,000

積 立 金 100,000

合　　　計 3,100,00

項　　　目 金　　　額 備　　　考　　

中越沖地震義援金 100,000

復興活動助成金 339,061 中越沖地震　滞在費・交通費等

合　　　計 439,061

全国曹洞宗青年会　平成19年度特別会計（周年事業基金）報告
期間  平成19年 4 月 1 日～平成20年 3 月31日 

歳 入 総 額 2,000,000円
歳 出 総 額 0円

差 引 残 額  2,000,000円

歳入の部 （単位：円）

項　　　目 金　　　　額 備　　　　　　　考

前 年 度 繰 越 金 2,000,000

合　　　計 2,000,000

項　　　　目 金　　　額 備　　　　　　　考

0

合　　　計 0

以上の通り報告いたします。
 平成20年 5 月15日

 全国曹洞宗青年会 会長　芳村　元悟　㊞
 会計　神谷　俊英　㊞

（全国曹洞宗法衣同業会会員）
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第
一
章　

総
則

第
一
条
（
会
の
名
称
）

本
会
は
、
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
と
称
す
る
。

第
二
条
（
事
務
所
の
所
在
地
）

本
会
は
、
事
務
所
を
東
京
都
港
区
芝
二
丁
目
五
番
二
号
曹
洞

宗
宗
務
庁
内
に
置
く
。

第
三
条
（
会
の
目
的
）

本
会
は
、
古
教
照
心
の
示
訓
を
旨
に
自
己
の
研
鑽
に
努
め
、

互
い
に
乳
水
和
合
し
、
自
由
で
創
造
的
な
活
動
を
通
じ
、
心

豊
か
な
社
会
の
形
成
を
目
的
と
す
る
。

第
四
条
（
会
の
組
織
）

本
会
は
、
前
条
の
目
的
に
賛
同
す
る
曹
洞
宗
青
年
宗
侶
を

も
っ
て
組
織
す
る
。

第
五
条
（
会
の
事
業
）

本
会
は
、
第
三
条
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
、
青
年
宗
侶
及

び
会
員
の
智
と
力
を
結
集
し
て
、
以
下
の
事
業
を
行
う
。

①　

現
代
の
諸
問
題
に
関
す
る
研
究
及
び
そ
の
対
応
活

動
。

②　

各
曹
洞
宗
青
年
会
活
動
と
の
連
携
及
び
支
援
、
並

び
に
親
睦
を
図
る
。

③　

教
化
活
動
並
び
に
文
化
事
業
推
進
の
研
究
開
発
及

び
そ
の
方
策
の
実
施
。

④　

情
報
誌
の
発
刊
並
び
に
図
書
・
資
料
の
刊
行
及
び

紹
介
。

⑤　

そ
の
他
本
会
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業
。

第
六
条
（
事
業
年
度
）

本
会
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三

月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

第
七
条
（
規
程
又
は
規
則
の
制
定
）

一
、
本
会
は
、
こ
の
会
則
を
実
施
す
る
た
め
、
規
程
又
は
規

則
を
定
め
る
。

二
、
規
程
は
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
、
規
則
は
理
事
会
の

議
を
経
て
こ
れ
を
定
め
、
又
は
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章　

会
員

第
八
条
（
会
員
の
種
類
）

本
会
の
会
員
は
、
次
の
三
種
類
と
す
る
。

①　

正
会
員

満
年
齢
十
八
歳
以
上
四
十
歳
以
下
の
宗
侶
。
た
だ

し
、事
業
年
度
内
に
四
十
一
歳
に
達
し
た
場
合
は
、

当
該
事
業
年
度
内
は
正
会
員
と
す
る
。

な
お
、
団
体
に
て
加
盟
す
る
場
合
は
、
そ
の
規
定

に
準
ず
る
。

②　

賛
助
会
員

本
会
の
目
的
に
賛
同
す
る
者
。

③　

特
別
会
員

本
会
が
推
薦
す
る
者
。

第
九
条
（
入
会
）

一
、
本
会
に
入
会
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
会
が
定
め
る
入

会
申
込
書
を
本
会
に
提
出
し
て
入
会
の
申
込
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

二
、
本
会
に
入
会
の
申
込
を
し
た
者
は
、
理
事
会
に
お
い
て

入
会
の
承
認
を
受
け
た
後
、
当
該
年
度
の
会
費
を
支
払
っ

た
と
き
、
本
会
の
会
員
に
な
っ
た
も
の
と
す
る
。

第
十
条
（
退
会
）

一
、
本
会
を
退
会
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
会
が
定
め
る
退

会
申
込
書
を
本
会
に
提
出
し
て
退
会
の
申
込
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

二
、
本
会
に
退
会
の
申
込
を
し
た
者
は
、
理
事
会
に
お
い
て

退
会
の
承
認
を
受
け
た
と
き
、
本
会
を
退
会
し
た
も
の
と

す
る
。

第
十
一
条
（
会
員
の
権
利
及
び
義
務
）

本
会
の
会
員
は
、
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業
に
参
加

す
る
権
利
を
有
し
、
会
則
そ
の
他
の
規
定
を
遵
守
す
る
義
務

を
負
い
、
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業
に
協
力
す
る
も

の
と
す
る
。

第
三
章　

総
会

第
十
二
条
（
総
会
の
種
類
）

一
、
総
会
は
定
期
総
会
と
臨
時
総
会
と
す
る
。

二
、
定
期
総
会
は
毎
年
五
月
に
開
き
、
臨
時
総
会
は
必
要
あ

る
場
合
に
随
時
こ
れ
を
開
く
。

第
十
三
条
（
総
会
の
組
織
）

総
会
は
、
本
会
正
会
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

第
十
四
条
（
総
会
の
審
議
事
項
）

総
会
に
お
い
て
は
次
の
事
項
を
審
議
す
る
。

①　

評
議
員
会
に
お
い
て
総
会
に
付
す
る
こ
と
を
相
当

と
認
め
た
事
項
。

②　

事
業
計
画
及
び
事
業
報
告
に
関
す
る
事
項
。

③　

予
算
の
議
決
及
び
決
算
の
承
認
に
関
す
る
事
項
。

④　

会
則
の
制
定
、
変
更
に
関
す
る
事
項
。

⑤　

重
要
な
資
産
の
処
分
に
関
す
る
事
項
。

第
十
五
条
（
総
会
の
招
集
手
続
）

一
、
総
会
は
会
長
が
招
集
す
る
。

二
、
総
会
を
招
集
す
る
に
は
、
会
日
よ
り
三
十
日
以
前
に
そ

の
通
知
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
を
短

縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
前
項
の
通
知
に
は
、
会
議
の
日
時
、
場
所
及
び
会
議
の

目
的
た
る
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
（
正
会
員
に
よ
る
招
集
請
求
手
続
）

一
、
正
会
員
は
、
会
議
の
目
的
た
る
事
項
及
び
招
集
を
必
要

と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
会
長
に
提
出
し
て
、
臨

時
総
会
の
招
集
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
の
場
合
、

正
会
員
総
数
の
半
数
以
上
の
同
意
を
要
す
る
。

二
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
会
長
が
そ
の
請
求
を
受
け
た

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
招
集
の
手
続
を
し
な
い
と
き
は
、

請
求
者
自
ら
そ
の
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
（
議
長
）

一
、
総
会
の
議
長
は
、
会
長
又
は
会
長
の
指
名
し
た
者
が
こ

れ
に
あ
た
る
。

二
、	

議
長
は
、総
会
の
秩
序
を
保
持
し
、議
事
を
整
理
す
る
。

三
、
総
会
に
お
い
て
、
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
副
会
長

が
議
長
の
職
務
を
行
う
。

四
、
会
長
及
び
副
会
長
と
も
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
そ
の
総

会
に
お
い
て
議
長
を
定
め
る
。

第
十
八
条
（
議
決
権
）

一
、
総
会
に
お
け
る
正
会
員
の
議
決
権
は
、
一
人
に
つ
き
一

個
と
す
る
。

二
、
正
会
員
は
、
別
に
定
め
る
規
程
に
よ
っ
て
、
そ
の
議
決

権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
条
（
議
決
の
方
法
）

一
、
総
会
に
お
け
る
議
決
は
、
こ
の
会
則
に
別
段
の
定
め
が

あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
出
席
し
た
正
会
員
の
過
半
数
で

決
す
る
。

　
　

な
お
、
代
理
人
を
も
っ
て
、
そ
の
議
決
権
を
行
使
す
る

正
会
員
は
、
総
会
に
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

二
、
議
長
は
正
会
員
と
し
て
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
可
否
同
数
の
と
き
は
議
長
が
決
す
る
。

第
二
十
条
（
議
事
録
）

一
、
総
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
議
事
録
を
作
り
、
議
長
及

び
出
席
し
た
正
会
員
二
人
以
上
が
、
こ
れ
に
署
名
押
印
し

て
本
会
に
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
正
会
員
は
、
い
つ
で
も
議
事
録
を
閲
覧
し
、
謄
写
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章　

評
議
員
会

第
二
十
一
条
（
評
議
員
会
の
組
織
）

一
、
本
会
に
評
議
員
会
を
置
く
。

二
、	

評
議
員
会
は
、評
議
員
、管
区
理
事
及
び
執
行
部
を
も
っ

て
構
成
す
る
。

三
、
評
議
員
は
、
各
曹
洞
宗
青
年
会
が
一
名
を
選
出
す
る
。

四
、
評
議
員
会
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
評
議
員
以
外
の
者
を

出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条
（
評
議
員
の
職
務
）

評
議
員
は
、
評
議
員
会
に
お
け
る
審
議
内
容
及
び
結
果
を
、

そ
の
所
属
す
る
各
曹
洞
宗
青
年
会
に
報
告
す
る
。

第
二
十
三
条
（
審
議
事
項
）

一
、
評
議
員
会
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
を
審
議
す
る
。

①　

本
会
の
規
程
の
制
定
、
変
更
に
関
す
る
事
項
。

②　

総
会
又
は
理
事
会
か
ら
委
託
さ
れ
た
事
項
。

③　

総
会
に
提
出
す
る
議
案
に
関
す
る
事
項
。

二
、
前
項
の
審
議
事
項
に
関
し
、
評
議
員
会
に
お
い
て
、
総

会
に
お
け
る
審
議
が
必
要
と
議
決
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て

は
、
そ
の
審
議
を
総
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条
（
評
議
員
会
の
種
類
）

一
、	

評
議
員
会
は
定
期
評
議
員
会
と
臨
時
評
議
員
会
と
す

る
。

二
、
定
期
評
議
員
会
は
毎
年
五
月
に
開
き
、
臨
時
評
議
員
会

は
必
要
あ
る
場
合
に
随
時
こ
れ
を
開
く
。

第
二
十
五
条
（
評
議
員
会
の
招
集
手
続
）

一
、
評
議
員
会
は
会
長
が
招
集
す
る
。

二
、
評
議
員
会
を
招
集
す
る
に
は
、
会
日
よ
り
三
十
日
以
前

に
そ
の
通
知
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊

急
を
要
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

三
、
前
項
の
通
知
に
は
、
会
議
の
日
時
、
場
所
及
び
会
議
の

目
的
た
る
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条
（
評
議
員
に
よ
る
招
集
請
求
手
続
）

一
、
評
議
員
総
数
の
二
分
の
一
以
上
の
評
議
員
は
、
会
議
の

目
的
た
る
事
項
及
び
招
集
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し

た
書
面
を
会
長
に
提
出
し
て
、
臨
時
評
議
員
会
の
招
集
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
会
長
が
そ
の
請
求
を
受
け
た

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
招
集
の
手
続
を
し
な
い
と
き
は
、

請
求
者
自
ら
そ
の
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
七
条
（
議
決
権
及
び
定
足
数
）

一
、
評
議
員
会
に
お
け
る
評
議
員
の
議
決
権
は
、
一
人
に
つ

き
一
個
と
す
る
。

二
、
評
議
員
は
、
代
理
人
を
も
っ
て
、
そ
の
議
決
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
前
項
の
場
合
、
代
理
人
は
、
正
会
員
に
限
り
、
そ
の
代

理
権
を
証
す
る
書
面
を
本
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

四
、
第
二
項
の
代
理
人
は
、
正
会
員
に
限
り
、
ま
た
一
名
で

一
名
を
超
え
る
評
議
員
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

五
、
評
議
員
会
は
、
全
評
議
員
の
三
分
の
二
以
上
出
席
し
な

け
れ
ば
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
代
理
人

に
よ
っ
て
出
席
す
る
評
議
員
も
評
議
員
会
に
出
席
し
た
も

の
と
み
な
す
。

第
二
十
八
条
（
準
用
事
項
）

第
十
七
条
（
議
長
）、
第
十
八
条
一
項
（
議
決
権
）、
第
十
九

条
（
議
決
の
方
法
）
及
び
第
二
十
条
（
議
事
録
）
の
規
定
は
、

評
議
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
章　

理
事
会

第
二
十
九
条
（
理
事
会
の
組
織
）

一
、
本
会
に
理
事
会
を
置
く
。

二
、
理
事
会
は
、
管
区
理
事
及
び
執
行
理
事
を
も
っ
て
組
織

す
る
。

三
、
管
区
理
事
は
、
各
管
区
に
お
い
て
一
名
選
出
す
る
。

四
、
執
行
理
事
は
、
会
長
及
び
副
会
長
と
す
る
。

五
、
理
事
会
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
管
区
理
事
及
び
執
行
理

事
以
外
の
者
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条
（
理
事
の
職
務
）

理
事
は
、
理
事
会
を
構
成
し
、
各
管
区
曹
洞
宗
青
年
会
の
相

互
連
絡
を
図
る
。

第
三
十
一
条
（
審
議
事
項
）

理
事
会
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
を
審
議
す
る
。

①　

本
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
。

②　

総
会
及
び
委
員
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
。

③　

本
会
の
規
則
の
制
定
、
変
更
に
関
す
る
事
項
。

④　

評
議
員
会
に
付
す
る
議
案
に
関
す
る
事
項
。

⑤　

総
会
又
は
評
議
員
会
か
ら
委
託
さ
れ
た
事
項
。

⑥　

そ
の
他
本
会
の
運
営
に
必
要
と
思
わ
れ
る
事
項
。

第
三
十
二
条
（
定
足
数
）

理
事
会
は
、
全
理
事
の
過
半
数
出
席
し
な
け
れ
ば
開
会
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
十
三
条
（
準
用
事
項
）

第
十
五
条
一
項
（
招
集
）、
第
十
八
条
一
項
（
議
決
権
）、
第

十
九
条
（
議
決
の
方
法
）
及
び
第
二
十
条
（
議
事
録
）
の
規

定
は
、
理
事
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
章　

名
誉
総
裁
、
名
誉
会
長
、
顧
問

第
三
十
四
条
（
名
誉
総
裁
、
名
誉
会
長
、
顧
問
の
設
置
）

一
、
本
会
は
、
両
大
本
山
貫
首
を
名
誉
総
裁
と
す
る
。

二
、
本
会
は
、
宗
務
総
長
を
名
誉
会
長
と
す
る
。

三
、
本
会
は
、
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
顧
問
は
理
事

会
の
議
を
経
て
選
任
す
る
。

第
七
章　

執
行
部

第
三
十
五
条
（
執
行
部
の
組
織
）

一
、
本
会
に
執
行
部
を
置
く
。

二
、
執
行
部
は
、
会
長
一
名
、
副
会
長
三
名
、
各
委
員
会
委

員
長
一
名
、
事
務
局
長
一
名
、
事
務
局
員
若
干
名
、
会
計

一
名
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

第
三
十
六
条
（
執
行
部
の
職
務
）

一
、
会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統
理
す
る
。

二
、
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
が
欠
け
た
と
き
又

は
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
会
長
の
職
務
を
行
う
。

三
、
副
会
長
が
会
長
の
職
務
を
行
う
順
位
は
、
副
会
長
の
協

議
に
よ
る
。

四
、
執
行
部
は
、
総
会
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
決
議
を

尊
重
し
て
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
七
条
（
執
行
部
の
選
任
）

一
、
会
長
、
副
会
長
及
び
執
行
部
は
、
正
会
員
の
中
か
ら
総

会
で
選
任
す
る
。

二
、
前
項
に
関
す
る
ほ
か
、
会
長
、
副
会
長
及
び
執
行
部
の

選
任
に
関
す
る
規
定
は
、「
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
執
行
部

選
考
に
関
す
る
規
程
」
に
従
っ
て
選
任
す
る
。

第
三
十
八
条
（
執
行
部
の
任
期
）

執
行
部
の
任
期
は
二
年
と
し
、
選
任
さ
れ
た
年
の
定
期
総
会

開
催
日
を
も
っ
て
始
期
と
す
る
。

第
三
十
九
条
（
欠
員
の
執
行
部
の
選
任
）

一
、
執
行
部
の
う
ち
欠
員
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
後
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
後
任
者
の
執
行
部
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

す
る
。

三
、
任
期
の
満
了
に
よ
っ
て
退
任
す
る
執
行
部
は
、
新
た
に

選
任
さ
れ
た
執
行
部
が
就
任
す
る
ま
で
、
引
き
続
き
そ
の

職
務
を
行
う
。

第
八
章　

監
事

第
四
十
条
（
監
事
）

一
、
本
会
に
監
事
を
置
く
。

二
、
監
事
は
二
名
と
す
る
。

三
、
監
事
は
、
理
事
会
が
推
薦
し
、
総
会
で
選
任
す
る
。

四
、
監
事
は
、
本
会
の
会
務
及
び
財
務
を
監
査
し
、
会
の
運

営
の
健
全
化
を
図
る
。

五
、
監
事
は
、
本
会
の
全
て
の
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
九
章　

委
員
会

第
四
十
一
条
（
委
員
会
の
設
置
）

本
会
は
、
そ
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業
を
調
査
し
、
研
究

し
、
又
は
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
委
員
会
を
設
置
す
る
。

第
四
十
二
条
（
委
員
会
の
組
織
）

一
、
委
員
会
は
、
委
員
長
一
名
の
ほ
か
、
委
員
若
干
名
を
も
っ

て
構
成
す
る
。

二
、
委
員
長
は
、
理
事
会
が
指
名
し
、
評
議
員
会
の
議
を
経

て
選
任
す
る
。

三
、
委
員
は
、
正
会
員
の
中
か
ら
委
員
長
が
推
薦
し
、
理
事

会
の
承
認
を
得
て
、
会
長
が
任
命
す
る
。

四
、
各
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
副
委

員
長
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

副
委
員
長
は
、
委
員
が
互
選
す
る
。

第
四
十
三
条
（
委
員
会
の
職
務
）

一
、
委
員
長
は
、
委
員
会
を
主
宰
す
る
。

二
、
副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
が
欠
け
た

と
き
又
は
委
員
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
の
職
務

を
行
う
。

三
、
副
委
員
長
が
委
員
長
の
職
務
を
行
う
順
位
は
、
副
委
員

長
の
協
議
に
よ
る
。

第
四
十
四
条
（
規
則
へ
の
準
用
）

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
各
委
員
会
の
組
織
、
職

務
及
び
議
事
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
を
も
っ

て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
五
条
（
特
別
委
員
会
）

一
、
本
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
会
の

議
を
経
て
、
特
定
の
事
項
を
行
わ
せ
る
た
め
、
特
別
委
員

会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
特
別
委
員
会
の
組
織
、
職
務
及
び
議
事
手
続
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
は
規
則
を
も
っ
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
章　

事
務
局

第
四
十
六
条
（
事
務
局
の
組
織
）

一
、
本
会
に
、
事
務
局
を
置
く
。

二
、
事
務
局
は
、
事
務
局
長
一
名
、
事
務
局
次
長
一
名
、
庶

務
若
干
名
、
常
任
幹
事
一
名
、
幹
事
若
干
名
を
も
っ
て
構

成
す
る
。

三
、
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
及
び
庶
務
は
、
会
長
が
指
名

し
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
議
を
経
て
選
任
す
る
。
ま

た
、
常
任
幹
事
は
宗
務
庁
担
当
課
長
と
し
、
幹
事
若
干
名

は
宗
務
庁
担
当
課
書
記
が
あ
た
る
。

第
四
十
七
条
（
事
務
局
の
職
務
）

一
、
事
務
局
は
、
本
会
の
一
切
の
事
務
を
処
理
す
る
。

二
、
事
務
局
長
は
、
事
務
局
を
統
括
す
る
。

三
、
事
務
局
次
長
は
、
事
務
局
長
を
補
佐
し
、
事
務
局
長
が

欠
け
た
と
き
又
は
事
務
局
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
事
務

局
長
の
職
務
を
行
う
。

四
、
庶
務
は
、
事
務
局
長
を
補
佐
す
る
。

五
、
常
任
幹
事
は
局
務
を
掌
握
し
、
幹
事
は
会
務
に
従
事
す

る
。

第
十
一
章　

会
計
、
資
産
及
び
会
費

第
四
十
八
条
（
会
計
年
度
及
び
会
計
種
別
）

一
、
本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌

年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

二
、
本
会
の
会
計
は
一
般
会
計
、
特
別
会
計
、
基
金
会
計
と

す
る
。

三
、
本
会
は
、
特
別
の
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
理
事
会
の
議
を
経
て
特
別
会
計
を
設
置
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
九
条
（
経
費
）

全

国

曹

洞

宗

青

年

会　

会

則
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本
会
の
経
費
は
、
会
費
、
賛
助
費
、
宗
務
庁
助
成
金
及
び
寄

付
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
支
弁
す
る
。

第
五
十
条
（
会
計
）

一
、
本
会
の
資
産
は
、
会
計
が
管
理
す
る
。

二
、
会
計
は
、
会
長
が
指
名
し
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の

議
を
経
て
選
任
す
る
。

三
、
監
事
は
、
収
入
及
び
支
出
の
決
算
を
監
視
し
、
定
期
総

会
に
お
い
て
監
査
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
一
条
（
重
要
な
資
産
の
処
分
）

本
会
の
重
要
な
資
産
は
、
総
会
に
お
い
て
出
席
し
た
正
会
員

の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
が
な
け
れ
ば
処
分
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

第
五
十
二
条
（
会
費
）

一
、
会
員
は
、
会
費
な
い
し
賛
助
費
を
本
会
に
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　

た
だ
し
、
団
体
に
て
加
盟
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該

団
体
を
構
成
す
る
会
員
の
名
簿
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

二
、
会
費
は
当
該
年
度
分
を
同
年
度
の
九
月
末
日
ま
で
に
納

め
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

第
十
二
章　

改
正

第
五
十
三
条

こ
の
会
則
の
改
正
は
、
総
会
に
お
い
て
出
席
し
た
正
会
員
の

三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
も
っ
て
議
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
代
理
人
を
も
っ
て
議
決
権
を
行

使
す
る
正
会
員
も
総
会
に
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
則一

、 

こ
の
会
則
は
、平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
、 

こ
の
会
則
施
行
の
た
め
、全
国
曹
洞
宗
青
年
会
会
則（
昭

和
五
十
年
十
一
月
二
十
六
日
施
行
）
は
改
正
さ
れ
、
効
力

を
失
う
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
会
費
に
関
す
る
規
程

第
一
条
（
目
的
）

本
会
の
会
費
及
び
賛
助
費
に
つ
い
て
は
、
本
会
会
則
第

五
十
二
条
に
基
づ
き
、
こ
の
規
程
に
よ
っ
て
行
う
。

第
二
条
（
会
費
）

一
、
本
会
の
会
費
は
、
年
会
費
一
、〇
〇
〇
円
と
す
る
。
た

だ
し
、
団
体
に
て
加
盟
し
て
い
る
場
合
は
、
一
会
員
あ
た

り
年
会
費
五
〇
〇
円
と
し
、
当
該
加
盟
団
体
は
そ
の
当
該

年
度
の
会
員
数
分
の
年
会
費
を
納
入
す
る
。

二
、
前
項
の
会
費
に
は
「
そ
う
せ
い
」
購
読
料
四
回
分
を
含

む
も
の
と
す
る
。　

第
三
条
（
賛
助
費
）

一
、
賛
助
費
と
は
本
会
の
目
的
ま
た
は
活
動
に
賛
同
し
納
入

さ
れ
た
金
員
を
い
う
。

二
、
前
項
の
賛
助
費
の
額
は
、
納
入
者
の
任
意
額
と
す
る
。

第
四
条
（
規
則
）

一
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
必
要
な
そ
の
他
の
事
項
は
、
規
則

を
も
っ
て
定
め
る
。

二
、
規
則
は
、
理
事
会
の
議
を
経
て
こ
れ
を
定
め
る
。

附
則本

規
程
は
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
執
行
部
の
選
考
に
関
す
る
規
程

第
一
条
（
目
的
）

本
会
の
会
長
及
び
副
会
長
の
選
考
は
、
公
平
及
び
中
立
を
旨

と
し
て
、
本
会
会
則
第
三
十
七
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
こ
の

規
程
に
よ
っ
て
行
う
。

第
二
条
（
選
考
委
員
会
）

一
、
本
会
は
、
会
長
候
補
者
及
び
副
会
長
候
補
者
の
選
考
を

行
う
た
め
、
選
考
委
員
会
を
組
織
す
る
。

二
、
選
考
委
員
会
は
、
管
区
理
事
及
び
会
長
を
も
っ
て
構
成

す
る
。

三
、
選
考
委
員
の
任
期
は
各
期
初
年
度
定
期
総
会
終
了
時
よ

り
会
長
候
補
者
及
び
副
会
長
候
補
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で

と
す
る
。

四
、
選
考
委
員
が
欠
け
た
場
合
は
、
当
該
管
区
か
ら
補
欠
選

任
す
る
。
そ
の
任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

五
、
選
考
委
員
会
の
委
員
は
、
そ
の
委
員
会
に
お
い
て
知
り

得
た
秘
密
を
保
持
す
る
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。

第
三
条
（
選
考
委
員
会
委
員
長
及
び
副
委
員
長
）

一
、
選
考
委
員
会
に
委
員
長
一
名
及
び
副
委
員
長
若
干
名
を

置
く
。

二
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
委
員
の
互
選
に
よ
る
。

第
四
条
（
選
考
委
員
会
の
職
務
）

一
、
選
考
委
員
会
は
次
期
会
長
候
補
者
及
び
副
会
長
候
補
者

の
届
出
の
諸
手
続

を
定
め
る
。

二
、
前
項
の
諸
手
続
は
、
当
該
年
度
の
二
月
一
日
ま
で
公
報

す
る
。

第
五
条
（
選
考
委
員
会
の
招
集
）

一
、
選
考
委
員
会
は
委
員
長
が
招
集
す
る
。

二
、
選
考
委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
三
分
の
二
以
上
出
席
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
選
考
委
員
会
の
議
事
は
出
席
委
員
の
三
分
の
二
を
も
っ

て
決
す
る
。

第
六
条
（
委
員
の
立
候
補
及
び
推
薦
の
禁
止
）

選
考
委
員
会
の
委
員
は
、
会
長
ま
た
は
副
会
長
の
候
補
者
若

し
く
は
そ
の
推
薦
人
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
七
条
（
会
長
候
補
者
の
選
考
と
資
格
）

一
、
会
長
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
本
会
会
則
第
八

条
に
定
め
る
正
会
員
の
中
か
ら
就
任
年
度
四
月
一
日
に
満

三
十
九
歳
以
下
の
者
よ
り
選
考
す
る
。

二
、
前
項
の
者
は
、
各
管
区
曹
洞
宗
青
年
会
代
表
者
及
び
所

属
青
年
会
代
表
者
の
推
薦
状
を
添
付
し
た
申
出
書
を
、
選

考
委
員
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
選
考
委
員
会
は
、
前
項
の
候
補
者
の
中
か
ら
次
期
会
長

候
補
者
を
一
名
選
考
す
る
。
選
考
の
手
続
は
第
五
条
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
条
（
副
会
長
候
補
者
の
選
考
）

一
、
副
会
長
候
補
者
は
会
長
候
補
者
選
出
後
に
選
考
す
る
。

二
、
副
会
長
候
補
者
の
選
考
は
、
選
考
委
員
会
と
次
期
会
長

候
補
者
が
協
議
の
う
え
選
出
す
る
。

三
、
副
会
長
候
補
者
選
考
の
手
続
は
第
五
条
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
次
期
会
長
候
補
者
は
議
決
権
を
有

し
な
い
。

第
九
条
（
執
行
部
の
資
格
）

執
行
部
の
構
成
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
本
会
会
則
第
八

条
に
定
め
る
正
会
員
の
中
か
ら
就
任
年
度
四
月
一
日
に
満

三
十
九
歳
以
下
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
（
規
則
）

一
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
必
要
な
そ
の
他
の
事
項
は
、
規
則

を
も
っ
て
定
め
る
。

二
、
規
則
は
、
理
事
会
の
議
を
経
て
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
一
条
（
準
用
事
項
）

本
会
会
則
第
四
十
三
条
（
委
員
会
の
職
務
）
の
規
定
は
、
選

考
委
員
会
に
て
準
用
す
る
。

附
則本

規
程
は
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
基
金
運
用
規
程

第
一
条
（
目
的
）

一
、
本
会
は
、
本
会
の
恒
久
運
営
の
た
め
の
財
政
的
基
礎
の

確
立
を
目
的
と
し
て
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
基
金（
以
下「
基

金
」
と
い
う
。）
を
設
け
る
。

二
、
基
金
の
運
用
等
に
つ
い
て
は
、
本
規
程
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

第
二
条
（
基
金
の
種
類
）

基
金
と
は
、
寄
付
金
、
添
菜
、
賛
助
金
、
事
業
等
の
臨
時
収

入
の
積
立
金
を
言
い
、そ
の
種
類
は
次
の
と
お
り
に
定
め
る
。

①　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金

②　

周
年
事
業
基
金

③　

そ
の
他
の
基
金

第
三
条
（
基
金
の
運
用
）

一
、
基
金
の
運
用
は
理
事
会
の
審
議
を
経
て
決
定
す
る
も
の

と
し
、
運
用
計
画
及
び
運
用
結
果
は
、
当
該
会
計
年
度
ご

と
に
、
会
長
が
総
会
及
び
評
議
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

二
、 

基
金
の
運
用
は
、原
則
と
し
て
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
、

周
年
事
業
、
ま
た
は
本
会
の
資
産
と
な
る
も
の
の
た
め
に

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
基
金
か
ら
生
じ
た
果
実
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
経
常
費
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
四
条
（
基
金
の
取
り
崩
し
）

一
、
基
金
を
取
り
崩
し
て
一
般
会
計
な
い
し
他
の
特
別
会
計

に
充
当
す
る
に
は
、
評
議
員
会
の
審
議
を
経
て
決
定
し
、

総
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急

を
要
す
る
場
合
に
は
理
事
会
の
審
議
を
経
て
決
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

二
、
基
金
の
取
り
崩
し
及
び
充
当
に
つ
い
て
は
、
会
計
年
度

ご
と
に
会
長
が
総
会
及
び
評
議
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
五
条
（
規
則
）

一
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
必
要
な
そ
の
他
の
事
項
は
、
規
則

を
も
っ
て
定
め
る
。

二
、
規
則
は
、
理
事
会
の
議
を
経
て
こ
れ
を
定
め
る
。

附
則本

規
程
は
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
議
事
運
営
規
程

第
一
章　

総
則

第
一
条
（
目
的
）

こ
の
規
程
は
、
会
則
に
基
づ
き
、
総
会
、
評
議
員
会
及
び
理

事
会
に
お
け
る
議
事
の
進
行
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

第
二
章　

議
長

第
二
条
（
議
長
）

総
会
、評
議
員
会
及
び
理
事
会
（
以
下
「
各
会
議
」
と
い
う
。）

の
議
長
は
、
会
則
第
十
七
条
第
一
項
の
定
め
る
者
と
す
る
。

第
三
条
（
議
長
の
職
務
）

一
、
議
長
は
、
各
会
議
に
お
い
て
公
平
な
立
場
に
立
ち
、
そ

の
秩
序
を
保
持
し
、
議
事
を
整
理
す
る
。

二
、
議
長
は
、
本
規
程
に
定
め
る
ほ
か
、
議
事
の
進
行
に
関

し
て
以
下
の
行
為
を
行
う
。

①　

定
足
数
及
び
議
決
方
法
な
ど
議
事
の
進
行
な
い
し

審
議
に
関
す
る
説
明

②　

審
議
事
項
及
び
進
行
次
第
に
関
す
る
説
明

③　

議
事
録
作
成
人
の
指
名

④　

議
事
録
署
名
人
の
指
名

第
四
条
（
定
足
数
）

一
、
評
議
員
会
又
は
理
事
会
の
開
会
時
刻
を
経
過
し
て
も
、

な
お
会
則
に
定
め
る
定
足
数
に
達
し
な
い
と
き
は
、
議
長

は
開
会
時
刻
の
延
期
ま
た
は
流
会
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

二
、
評
議
員
会
又
は
理
事
会
の
審
議
中
に
会
則
に
定
め
る
定

足
数
を
欠
く
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
議
長
は
休
憩
若
し

く
は
流
会
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章　

議
案

第
五
条
（
議
案
）

各
会
議
に
お
け
る
議
案
、
修
正
案
又
は
動
議
の
提
出
者
は
、

当
該
会
議
の
構
成
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
（
修
正
案
）

一
、
議
案
に
つ
い
て
修
正
案
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

他
の
出
席
者
一
名
以
上
（
但
し
、
委
任
状
に
よ
る
出
席
を

除
く
。）
の
賛
成
を
得
て
修
正
案
を
議
長
に
提
出
し
、
そ

の
趣
旨
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
議
案
に
つ
い
て
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
議
長

は
、
修
正
案
を
ま
ず
採
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
同
一
議
案
に
つ
い
て
、
数
個
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た

場
合
は
、
議
長
が
、
採
決
の
順
序
を
決
め
る
。

四
、
修
正
案
が
全
て
否
決
さ
れ
た
と
き
は
、
原
案
に
つ
い
て

採
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
（
動
議
）

一
、
こ
の
規
程
に
お
い
て
「
動
議
」
と
は
、
会
議
中
に
出
席

者
か
ら
出
さ
れ
た
、
予
定
さ
れ
た
議
案
又
は
修
正
案
以
外

の
議
題
を
い
う
。

二
、
動
議
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
他
の
出
席
者
の
三

名
以
上
（
但
し
、
委
任
状
に
よ
る
出
席
を
除
く
。）
の
賛

成
を
得
て
動
議
を
議
長
に
提
出
し
、
そ
の
趣
旨
を
説
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
動
議
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
議
長
が
、
議
案
な
い
し

修
正
案
と
の
採
決
の
順
序
を
決
め
る
。

第
八
条
（
議
案
等
の
説
明
）

各
会
議
に
お
け
る
議
案
、
修
正
案
及
び
動
議
の
提
出
者
は
、

当
該
会
議
の
出
席
者
に
対
し
、
提
案
の
趣
旨
を
記
載
し
た
書

面
を
配
布
し
て
同
趣
旨
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章　

議
事
の
進
行

第
九
条
（
進
行
次
第
の
変
更
等
）

議
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
又
は
動
議
が
提
出
さ
れ
た
と
き

は
、
議
長
は
、
当
該
会
議
の
議
決
を
経
て
進
行
次
第
を
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
（
会
議
時
間
の
延
長
等
）

一
、
議
長
は
、
会
議
の
予
定
時
間
内
に
進
行
次
第
に
お
け
る

全
て
の
議
案
の
審
議
が
終
了
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
当
該

会
議
の
議
決
を
経
て
、
会
議
時
間
を
延
長
し
又
は
後
日
に

延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
会
議
を
後
日
に
延
期
し
た
と
き

は
、
審
議
が
終
了
し
な
か
っ
た
議
案
を
最
優
先
し
て
審
議

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章　

採
決

第
十
三
条
（
総
会
に
お
け
る
採
決
）

総
会
に
お
け
る
採
決
に
つ
い
て
は
、
会
則
第
十
八
条
二
項
に

定
め
る
議
決
権
の
行
使
を
以
下
の
と
お
り
定
め
る
。

一
、
正
会
員
は
、
代
理
人
を
も
っ
て
、
そ
の
議
決
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
前
項
の
場
合
、
代
理
人
は
、
そ
の
所
属
青
年
会
の
正
会

員
に
限
り
、
そ
の
代
理
権
を
証
す
る
書
面
を
本
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
前
項
の
代
理
人
は
、
所
属
青
年
会
の
正
会
員
に
限
り
、

ま
た
一
名
で
二
十
名
を
超
え
る
正
会
員
を
代
理
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

四
、
第
二
項
の
代
理
権
を
証
す
る
書
面
は
、
そ
の
所
属
青

年
会
の
会
長
の
認
証
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

五
、
第
二
項
の
代
理
権
を
証
す
る
書
面
の
記
載
内
容
に
つ
い

て
は
、
別
途
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
四
条
（
採
決
方
法
）

一
、
議
長
は
、
採
決
の
際
に
、
採
決
を
行
う
旨
及
び
採
決
方

法
を
告
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

二
、
前
項
の
採
決
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
採
決
方
法
の
選
択
は
議
長
の
裁
量
に
よ
る
。

①　

挙
手

②　

起
立

③　

記
名
投
票

④　

無
記
名
投
票

第
六
章　

議
事
録

第
十
五
条
（
議
事
録
の
作
成
）

一
、
各
会
議
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
議
長
か
ら
指
名
さ
れ
た

議
事
録
作
成
人
に
よ
っ
て
議
事
録
を
作
成
し
、
議
長
及
び

当
該
会
議
の
出
席
者
一
名
以
上
が
、
こ
れ
に
署
名
押
印
し

て
本
会
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
議
事
録
は
、
議
事
に
つ
い
て
忠
実
に
記
載
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

三
、
議
事
録
は
、
作
成
後
そ
の
記
載
内
容
を
変
更
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
但
し
、
誤
字
脱
字
の
加
除
訂
正
に
つ
い
て

は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

四
、
正
会
員
は
、
い
つ
で
も
各
会
議
の
議
事
録
を
閲
覧
し
、

謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則本

規
程
は
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
委
員
会
通
則
に
関
す
る
規
程

第
一
条
（
目
的
）

こ
の
規
程
は
、
本
会
会
則
第
四
十
二
条
に
基
づ
き
、
本
会
に

お
け
る
各
種
委
員
会
の
運
営
の
通
則
を
定
め
る
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
各
種
委
員
会
の
規
則
に
お
い
て
、
別
段
の
定

め
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
二
条
（
名
称
、
目
的
等
の
定
め
）

委
員
会
の
名
称
、
目
的
、
組
織
、
職
務
及
び
定
数
は
、
理
事

会
の
議
を
経
て
評
議
員
会
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
三
条
（
組
織
）

一
、
委
員
会
は
、
委
員
長
一
名
の
ほ
か
、
委
員
若
干
名
を
も
っ

て
構
成
す
る
。

二
、
委
員
長
は
、
理
事
会
が
指
名
し
、
評
議
員
会
の
議
を
経

て
選
任
す
る
。

三
、
委
員
は
、
正
会
員
の
中
か
ら
委
員
長
が
推
薦
し
、
理
事

会
の
承
認
を
得
て
、
会
長
が
任
命
す
る
。

四
、
各
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
副
委

員
長
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

副
委
員
長
は
、
委
員
が
互
選
す
る
。

五
、
委
員
の
任
期
は
一
期
二
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任

を
妨
げ
な
い
。

第
四
条
（
招
集
）

委
員
会
は
委
員
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
が
選
任

さ
れ
る
ま
で
は
会
長
が
招
集
す
る
。

第
五
条
（
職
務
）

一
、
委
員
長
は
、
委
員
会
を
主
宰
す
る
。

二
、
副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
が
欠
け
た

と
き
又
は
委
員
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
の
職
務

を
行
う
。

三
、
副
委
員
長
が
委
員
長
の
職
務
を
行
う
順
位
は
、
副
委
員

長
の
協
議
に
よ
る
。

第
六
条
（
議
決
）

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可

否
同
数
の
と
き
は
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
（
議
事
録
）

委
員
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
議
事
録
を
作
り
、
出
席
し
た
委

員
長
及
び
委
員
一
名
が
署
名
押
印
し
て
、
本
会
に
保
存
す
る

も
の
と
す
る
。

第
八
条
（
資
料
の
保
管
）

一
、
本
会
に
お
け
る
各
種
委
員
会
活
動
を
通
じ
て
作
成
し
、

そ
の
所
有
権
が
本
会
に
帰
属
す
る
布
教
資
料
に
つ
い
て

は
、
そ
の
保
存
及
び
管
理
は
本
会
が
行
い
、
こ
れ
を
各
種

委
員
会
及
び
事
務
局
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
前
項
の
布
教
資
料
に
お
け
る
個
人
情
報
に
関
し
て
は
、

各
種
委
員
会
及
び
事
務
局
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
適
切
に

管
理
す
る
。

附
則本

規
程
は
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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48 譲 伝 寺 様
49 大 龍 院 様
58 正 寿 寺 様
124 願 成 寺 様
133 妙 元 寺 様
143 瑞 応 寺 様
153 法 蔵 寺 様
159 大 祥 寺 様
162 梅 翁 寺 様
163 雲 光 寺 様
182 東 光 寺 様
197 永 福 寺 様
島根県第一
209 円 通 寺 様
253 西 光 寺 様
330 正 法 寺 様
332 興 源 寺 様
島根県第二
2 永 昌 寺 様
18 萬 松 院 様
49 豊 龍 寺 様
63 龍 覚 寺 様
64 安 栖 院 様
78 全 隆 寺 様
96 瑞 龍 院 様
99 禅 慶 院 様
121 法 海 寺 様
137 日 光 寺 様
172 総 覚 寺 様
徳 島 県
26 城 満 寺 様
高 知 県
2 善 賢 寺 様
愛 媛 県
5 徳 林 寺 様
18 陽 春 院 様
35 宝 蔵 寺 様
79 成 福 寺 様
95 西 岸 寺 様
120 極 楽 寺 様
155 禅 興 寺 様
福 岡 県
5 妙 徳 寺 様
28 桂 木 寺 様
103 天 聖 寺 様
107 天 徳 寺 様
158 報 恩 寺 様
大 分 県
8 豊 音 寺 様
35 長 流 寺 様
58 泉 福 寺 様
長崎県第一
3 永 昌 寺 様
8 円 福 寺 様
43 東 光 寺 様
46 洞 禅 寺 様
78 宝 泉 寺 様
84 廬 山 寺 様
144 護 国 寺 様
長崎県第三
101 南 明 寺 様
佐 賀 県
18 久 善 院 様
27 長 泉 寺 様
98 秀 岩 寺 様
103 浄 円 寺 様
143 東 楽 寺 様
161 長 得 寺 様
164 太 洋 寺 様
175 心 月 寺 様

熊本県第一
60 含 蔵 寺 様
熊本県第二
73 遍 照 院 様
79 向 陽 寺 様
88 明 徳 寺 様
90 明 栄 寺 様
108 潮 音 寺 様
宮 崎 県
6 祐 国 寺 様
54 善 栖 寺 様
長野県第一
5 寛 松 寺 様
49 信 叟 寺 様
57 長 秀 院 様
71 苔 翁 寺 様
103 長 年 寺 様
108 源 真 寺 様
110 常 光 寺 様
121 浄 光 庵 様
123 真 蔵 寺 様
128 普 携 寺 様
132 長 國 寺 様
158 満 泉 寺 様
243 広 徳 寺 様
300 威 徳 寺 様
306 城 光 院 様
322 守 芳 院 様
358 安 楽 寺 様
370 日 輪 寺 様
長野県第二
400 長 久 寺 様
441 雲 龍 寺 様
461 養 泰 寺 様
474 長 桂 寺 様
537 正 法 寺 様
544 一 心 寺 様
565 阿弥陀寺様
605 寂 照 庵 様
福 井 県
27 龍 澤 寺 様
68 金 剛 院 様
69 龍 門 寺 様
85 臥 牛 院 様
100 永 厳 寺 様
218 常 福 寺 様
291 福 聚 寺 様
305 向 福 寺 様
306 宝 積 寺 様
石 川 県
17 長 久 寺 様
36 崇 禅 寺 様
87 海 月 寺 様
105 昌 樹 寺 様
112 本 光 寺 様
富 山 県
26 徳 城 寺 様
54 大 淵 寺 様
83 永 久 寺 様
146 明 禅 寺 様
新潟県第一
311 大 慈 寺 様
343 慈 眼 寺 様
357 永 明 寺 様
362 長 禅 寺 様
368 正 通 寺 様
373 常 福 寺 様
382 光 照 寺 様
383 瑞 泉 寺 様
389 雲 居 寺 様
412 甑 洞 庵 様

414 長 福 寺 様
416 龍 源 寺 様
419 朝 日 寺 様
441 正 応 寺 様
462 正 眼 寺 様
485 長 安 寺 様
496 長 楽 寺 様
500 観 泉 院 様
728 妙 喜 寺 様
835 不 動 院 様
1007 長 興 寺 様
新潟県第三
514 長 命 寺 様
536 東 福 院 様
541 善 福 寺 様
546 清 月 寺 様
553 安 住 寺 様
557 普 広 寺 様
新潟県第四
1 龍 雲 寺 様
9 東 陽 寺 様
19 林 照 寺 様
21 広 大 寺 様
22 久 昌 寺 様
33 洞 泉 寺 様
117 釈 尊 寺 様
178 清 流 寺 様
196 香 伝 寺 様
222 正 続 寺 様
228 雲 泉 寺 様
239 千 眼 寺 様
255 龍 皐 院 様
283 耕 太 寺 様
288 宝 蔵 寺 様
296 関 泉 寺 様
297 瑞 雲 寺 様
733 光 明 寺 様
814 地 蔵 院 様
817 日 照 寺 様
福 島 県
10 佛 母 寺 様
14 円 通 寺 様
17 慈 徳 寺 様
19 常 円 寺 様
25 安 洞 寺 様
29 長 勝 寺 様
56 真 福 寺 様
75 細 谷 寺 様
79 西 松 寺 様
85 松 原 寺 様
97 三 乗 院 様
99 茂 林 寺 様
101 成 林 寺 様
106 興 隆 寺 様
111 普 光 寺 様
119 長 泉 寺 様
139 徳 成 寺 様
162 昌 建 寺 様
167 澄 江 寺 様
214 満 円 寺 様
226 常 隆 寺 様
230 大 安 寺 様
246 長 徳 寺 様
263 慶 徳 寺 様
298 長 谷 寺 様
403 大 徳 寺 様
449 松 庵 寺 様
462 松 前 寺 様
481 大 有 寺 様
宮 城 県
1 昌 伝 庵 様

7 保 寿 寺 様
10 滝 沢 寺 様
14 松 音 寺 様
34 江 巖 寺 様
43 玉 川 寺 様
113 繁 昌 院 様
114 東 禅 寺 様
286 統 禅 寺 様
293 梅 渓 寺 様
295 松 巖 寺 様
339 天 雄 寺 様
352 安 永 寺 様
384 大 雄 寺 様
387 福 田 寺 様
407 海 蔵 寺 様
425 通 大 寺 様
432 耕 田 寺 様
岩 手 県
3 東 顕 寺 様
7 永 祥 院 様
12 沼 福 寺 様
13 長 善 寺 様
31 喜 雲 寺 様
44 江 岸 寺 様
52 福 蔵 寺 様
96 常 泉 寺 様
104 廣 徳 寺 様
120 菅 生 院 様
133 大 林 寺 様
158 願 成 寺 様
166 宝 泉 寺 様
177 要 津 院 様
188 宗 松 寺 様
252 柳 玄 寺 様
255 喜 清 院 様
270 海 蔵 寺 様
278 宝 鏡 院 様
青 森 県
6 正 光 寺 様
17 普 門 院 様
27 蘭 庭 院 様
43 夢 宅 寺 様
66 大 慈 寺 様
69 常 現 寺 様
74 浮 木 寺 様
79 法 光 寺 様
98 東 光 寺 様
99 正 法 寺 様
101 聖 福 寺 様
105 東 昌 寺 様
110 長 昌 寺 様
112 法 蓮 寺 様
113 正 洞 院 様

183 大 乗 寺 様
185 観 音 寺 様
188 興 雲 寺 様
山形県第一
32 安 養 寺 様
88 智 鏡 寺 様
91 昌 林 寺 様
96 陽 雲 寺 様
194 龍 護 寺 様
216 瑞 雲 院 様
238 西 来 院 様
山形県第二
267 慈 眼 院 様
268 慶 昌 寺 様
346 長 福 寺 様
山形県第三
433 祐 性 院 様
449 宝 積 寺 様
466 禅 龍 寺 様
468 宗 伝 寺 様
471 禅 源 寺 様
481 洞 泉 院 様
502 楞 厳 院 様
503 梅 林 寺 様
563 洞 春 院 様
626 見 政 寺 様
630 宝 泉 寺 様
639 慶 全 寺 様
641 宝 泉 寺 様
659 持 地 院 様
671 海 禅 寺 様
718 長 渕 寺 様
728 泉 宝 寺 様
735 冷 泉 寺 様
742 龍 澤 寺 様
秋 田 県
17 補 陀 寺 様
18 乗 福 寺 様
22 源 正 寺 様
26 洞 泉 寺 様
30 嶺 徳 寺 様
31 本 明 寺 様
33 龍 門 寺 様
36 自 性 院 様
68 長 泉 寺 様
84 萬 福 寺 様
85 宝 円 寺 様
96 円 通 寺 様
104 普 門 院 様
135 永 巌 寺 様
136 長 谷 寺 様
157 香 積 寺 様
162 祥 雲 寺 様

165 能 持 院 様
166 久 昌 寺 様
181 黄 龍 寺 様
184 護 昌 寺 様
207 大 川 寺 様
216 向 川 寺 様
237 龍 泉 寺 様
260 松 庵 寺 様
261 見 性 寺 様
265 倫 勝 寺 様
279 宝 昌 寺 様
295 太 平 寺 様
299 宝 勝 寺 様
302 天 昌 寺 様
321 鏡 得 寺 様
322 大 円 寺 様
北海道第一
5 大 泉 寺 様
14 広 福 寺 様
45 延 命 寺 様
85 中 央 寺 様
90 含 笑 寺 様
96 観 音 寺 様
254 北 大 寺 様
257 高 台 寺 様
353 龍 宝 寺 様
468 養 福 寺 様
488 清 泉 寺 様
489 龍 徳 寺 様
北海道第二
102 興 禅 寺 様
107 明 王 寺 様
109 北 漸 寺 様
116 道 弘 寺 様
129 妙 心 寺 様
279 西 乗 寺 様
280 東 光 寺 様
299 永 福 寺 様
304 永 昌 寺 様
338 大 仙 寺 様
359 東 明 寺 様
395 石 雲 寺 様
421 向 岳 寺 様
北海道第三
151 大 澤 寺 様
203 西 来 寺 様
204 開 法 寺 様
224 禅 龍 寺 様
330 天 総 寺 様
460 道 貫 寺 様
463 祈 願 寺 様
宗務所不明
安 永 寺 様
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東 京 都
3 俊 朝 寺 様
18 大 泉 寺 様
42 慈 眼 寺 様
50 黄 梅 院 様
79 保 善 寺 様
81 長 光 寺 様
102 福 寿 院 様
105 鳳 林 寺 様
106 観 泉 寺 様
110 松 林 寺 様
111 宝 昌 寺 様
119 泉 龍 寺 様
160 喜 運 寺 様
201 天 龍 寺 様
235 金 光 寺 様
240 東 雲 寺 様
294 観 栖 寺 様
386 龍 昌 寺 様
389 立 川 寺 様
406 全 昌 院 様
神奈川県第一
264 慶 林 寺 様
268 米 倉 寺 様
310 種 徳 寺 様
329 寿 昌 寺 様
331 大 長 院 様
334 潮 音 寺 様
350 宗 久 寺 様
神奈川県第二
2 西 有 寺 様
75 徳 善 寺 様
75 徳 善 寺 様
81 貞 昌 院 様
83 正 翁 寺 様
93 曹 源 寺 様
96 本 瑞 寺 様
120 善 谷 寺 様
131 乗 福 寺 様
158 龍 泉 寺 様
383 観 音 寺 様
394 長 尾 寺 様

中野東禅様
埼玉県第一
15 光 音 寺 様
16 慈 眼 寺 様
37 妙 厳 寺 様
75 長 松 寺 様
97 福 厳 寺 様
106 光 厳 寺 様
116 梅 田 寺 様
133 清 鏡 寺 様
394 香 林 寺 様
420 東 雲 寺 様
426 昌 楽 寺 様
436 陽 雲 寺 様

平成20年３月～平成20年５月

埼玉県第二
207 蓮 光 寺 様
209 法 城 寺 様
212 大 仙 寺 様
219 長 田 寺 様
238 松 林 寺 様
254 見 光 寺 様
271 龍 泉 寺 様
302 長 栄 寺 様
331 曹 源 寺 様
355 金 泉 寺 様
368 東 昌 寺 様
460 天 正 寺 様
496 長 福 寺 様
556 鳳 林 寺 様
群 馬 県
77 竜 門 寺 様
83 常 仙 寺 様
85 東 善 寺 様
163 鳳 仙 寺 様
171 久 昌 寺 様
194 善 宗 寺 様
231 泉 福 寺 様
279 生 寿 寺 様
308 仁 叟 寺 様
309 永 福 寺 様
338 龍 松 寺 様
栃 木 県
26 宝 光 寺 様
43 東 光 寺 様
46 龍 昌 寺 様
51 豊 栖 院 様
66 芳 全 寺 様
92 泉 渓 寺 様
119 宗 源 寺 様
茨 城 県
1 祇 園 寺 様
39 常 安 寺 様
47 玖 台 寺 様
49 東 漸 寺 様
50 鏡 徳 寺 様
76 雲 集 寺 様
158 妙 西 寺 様
160 定 林 寺 様
166 東 光 寺 様
197 長 龍 寺 様
千 葉 県
7 満 蔵 寺 様
8 重 俊 院 様
21 観 音 寺 様
22 廣 壽 寺 様
27 新 井 寺 様
45 大 洞 院 様
59 宗 徳 寺 様
60 東 伝 院 様
90 等 覚 寺 様

95 寶 應 寺 様
119 森 巖 寺 様
155 東 漸 寺 様
164 長 久 寺 様
165 広 巌 院 様
191 金 剛 寺 様
194 中 滝 寺 様
210 延 命 寺 様
243 最勝福寺様

渡部鋭幸様
山 梨 県
51 保 泉 寺 様
73 法 林 寺 様
281 長 生 寺 様
288 法 雲 寺 様
361 慈 眼 寺 様
507 満 福 寺 様
557 萬 休 院 様
558 安 福 寺 様
静岡県第一
9 然 正 院 様
11 長 栄 寺 様
61 長 光 寺 様
75 東 雲 寺 様
77 龍 泉 寺 様
83 洞 福 寺 様
180 秀 源 寺 様
196 福 寿 院 様
208 延 命 寺 様
391 十 輪 寺 様
394 萬 松 院 様
398 常 昌 院 様
459 洞 雲 寺 様
495 普 門 院 様
静岡県第二
228 耕 月 寺 様
240 医 王 寺 様
282 竜 泉 寺 様
319 源 光 院 様
328 林 泉 寺 様
331 大 江 院 様
339 龍 豊 院 様
355 楞 澤 寺 様
360 大 安 寺 様
362 福 泉 寺 様
363 観 音 寺 様
368 曹 洞 院 様
370 保 春 寺 様
静岡県第三
584 長 興 寺 様
608 養 勝 寺 様
678 宗 心 寺 様
791 春 林 院 様
831 正 林 寺 様
833 安 興 寺 様
988 福 王 寺 様
1225 光 明 寺 様
1249 明 光 寺 様
1261 高 林 寺 様
静岡県第四

1017 龍 泉 寺 様
1061 保 福 寺 様
1065 高 林 寺 様
1177 礼 雲 寺 様
静 岡 県
東 泉 寺 様

愛知県第一
15 大 光 院 様
17 光 明 院 様
18 大 運 寺 様
25 禅 芳 寺 様

34 傳 昌 寺 様
75 松 音 寺 様
82 成 福 寺 様
91 法 持 寺 様
96 全 隆 寺 様
97 洗 月 院 様
101 成 福 寺 様
111 龍 興 寺 様
112 太 平 寺 様
125 清 閑 寺 様
131 天 年 寺 様
133 瑞 泉 寺 様
142 龍 泉 寺 様
144 白 毫 寺 様
148 法 泉 寺 様
149 正 覚 寺 様
156 地 蔵 寺 様
170 宝 生 寺 様
173 神 蔵 寺 様
215 長 林 寺 様
229 宝 泉 寺 様
262 円 昌 寺 様
274 久 保 寺 様
275 泉 徳 寺 様
293 康 勝 寺 様
313 長 松 寺 様
336 弥 勒 寺 様
340 興 禅 寺 様
342 常 楽 寺 様
354 廣 済 寺 様
605 天 徳 寺 様
606 向 陽 寺 様
615 洞 牧 寺 様
622 竜 田 院 様
628 霊 岩 寺 様
629 神 龍 寺 様
635 永 澤 寺 様
644 増 福 寺 様
657 昌 全 寺 様
677 祐 源 寺 様
824 東 昌 寺 様
1039 梅 雲 寺 様
1071 観 音 寺 様
1092 地 蔵 寺 様
1100 観 音 寺 様
1119 松 月 寺 様
1144 透 玄 寺 様
1169 観 音 寺 様
愛知県第二
684 花 井 寺 様
722 妙 劉 寺 様
812 龍 拈 寺 様
819 江 福 院 様
827 西 福 寺 様
841 育 清 院 様
853 長 伝 寺 様
854 全 福 寺 様
893 法 蔵 寺 様
920 見 海 寺 様
927 春 興 院 様
972 桂 昌 院 様
愛知県第三
396 龍 雲 院 様
431 報 恩 寺 様
438 吉 祥 寺 様
498 神 後 院 様
557 楞 厳 寺 様
562 慈 光 院 様
577 洞 隣 寺 様
岐 阜 県
15 東 林 寺 様

28 観 音 寺 様
99 霊 泉 寺 様
115 開 元 院 様
127 増 福 寺 様
133 福 寿 寺 様
148 円 頂 寺 様
153 宗 久 寺 様
162 清 楽 寺 様
167 正 宗 寺 様
188 洞 泉 寺 様
189 久 昌 寺 様
194 慈 眼 寺 様
217 本 覚 寺 様
218 本 覚 寺 様
三重県第一
24 一 心 院 様
31 永 源 寺 様
37 四天王寺様
38 傳 法 寺 様
40 宝 泉 寺 様
42 見 性 寺 様
48 種 徳 軒 様
59 長 楽 寺 様
70 普 門 寺 様
114 海 禅 寺 様
128 妙 泉 寺 様
183 光 徳 寺 様
225 玉 泉 院 様
246 宝 泉 院 様
269 大 蓮 寺 様
276 地 蔵 院 様
350 安 楽 寺 様
364 観 音 寺 様
三重県第二
392 大 義 院 様
402 阿弥陀寺様
滋 賀 県
38 仲 明 寺 様
60 大 雲 寺 様
72 青 岸 寺 様
171 報 恩 寺 様
京 都 府
4 無 学 寺 様
44 東 禅 院 様
73 春 現 寺 様
230 東 林 寺 様
236 善 光 寺 様
355 龍 献 寺 様
367 福 昌 寺 様
371 太 慶 寺 様
382 龍 雲 寺 様
386 徳 運 寺 様
389 万 福 寺 様
大 阪 府
10 梅 旧 院 様
14 慈 光 寺 様
26 天 徳 寺 様
33 龍 海 寺 様
39 霊 松 寺 様
40 伊 勢 寺 様
56 南 昌 寺 様
69 永 興 寺 様
78 桂 林 寺 様
86 慈 眼 寺 様
88 正 俊 寺 様
100 南 詢 寺 様
103 月 泉 寺 様
121 禅 徳 寺 様
131 雪 草 庵 様
奈 良 県
5 興 大 寺 様

25 宝 泉 寺 様
26 蔵 心 寺 様
和 歌 山 県
1 羅 漢 寺 様
兵庫県第一
2 満 福 寺 様
26 荒 村 寺 様
30 岡 本 寺 様
287 向 栄 寺 様
302 月 照 寺 様
322 昌 福 寺 様
328 善 福 寺 様
338 勝 竜 寺 様
340 永 春 寺 様
375 金 剛 寺 様
393 安 養 寺 様
399 医 王 寺 様
408 妙 泉 寺 様
兵庫県第二
134 谷 松 寺 様
145 長 源 寺 様
146 大 膳 寺 様
167 善 福 寺 様
204 霊 山 寺 様
224 善 勝 寺 様
228 豊 楽 寺 様
289 長 松 寺 様
岡 山 県
5 景 福 寺 様
86 源 樹 寺 様
130 蓮 性 寺 様
131 済 渡 寺 様
177 幻 住 寺 様
広 島 県
1 国 泰 寺 様
3 養 徳 院 様
8 聖 光 寺 様
16 洞 門 寺 様
17 存 光 寺 様
22 光 禅 寺 様
34 吉 祥 寺 様
40 東 方 寺 様
46 雙 照 院 様
63 長 福 寺 様
64 見 性 寺 様
67 西 福 寺 様
86 西 金 寺 様
93 賢 忠 寺 様
96 長 松 寺 様
175 雲 龍 寺 様
178 慶 雲 寺 様
山 口 県
22 皇 徳 寺 様
25 弘 済 寺 様
86 興 元 寺 様
89 福 田 寺 様
102 保 福 寺 様
109 大 楽 寺 様
111 渓 月 院 様
138 善 福 寺 様
145 久 屋 寺 様
158 泉 福 寺 様
190 亨 徳 寺 様
213 高 林 寺 様
214 笑 山 寺 様
223 東 光 寺 様
鳥 取 県
1 興 雲 寺 様
9 龍 徳 寺 様
30 長 通 寺 様
42 金 龍 寺 様
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三

重

県

曹
洞
宗
青
年
会

発　
　

足
：
昭
和
四
十
年

会　
　

長
：
武
内
秀
道

副 

会 

長
：
宮
澤
匡
俊
・
松
田
徹
英

　
　
　
　
　

蓜
島
宏
明
・
武
内
亮
道

　
　
　
　
　

西
脇
章
弘

事
務
局
長
：
藤
原
伸
彦

会　
　

計
：
廣　

晃
志

会　
　

員
：
五
十
六
名

活動紹介

曹　洞
ユース

一
、
概
要

　

三
重
県
曹
洞
宗
青
年
会
は
四
十
三
年

前
に
、
当
時
若
き
青
年
僧
達
の
正
法
を

宣
揚
し
、
禅
を
挙
揚
す
る
熱
き
想
い
に

よ
っ
て
発
足
。
以
来
二
十
歳
代
か
ら

四
十
五
歳
ま
で
の
宗
侶
を
正
会
員
と
し

て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

年
間
の
行
事
は
緑
陰
禅
の
つ
ど
い
、

伝
道
車
布
教
、
三
仏
忌
を
中
心
と
し
た

月
例
研
修
会
、
ま
た
色
々
多
彩
な
教
化

を
目
的
に
活
動
し
会
員
ま
た
は
地
域
の

方
が
た
と
の
親
睦
な
ど
「
会
員
相
互
の

情
誼
を
厚
く
し
自
己
の
研
鑽
に
励
む
こ

と
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
あ
り
が
た
く

も
諸
先
輩
方
が
培
っ
た
功
績
と
燃
え
上

が
る
熱
き
心
の
輪
を
携
え
活
動
し
て
い

ま
す
。

二
、
活
動

○
緑
陰
禅
の
つ
ど
い（
毎
年
七
月
開
催
）

　

緑
陰
禅
の
つ
ど
い
は
当
会
発
足
と
同

時
に
始
ま
り
今
年
で
四
十
三
回
目
を
迎

え
ま
す
。
昨
年
度
の
参
加
者
は
大
人

二
十
五
名
・
子
ど
も
十
一
名
、
若
干
少

な
め
な
人
数
で
す
が
、
そ
の
分
落
ち
着

い
た
雰
囲
気
の
中
で
充
実
し
た
二
日
間

と
な
り
ま
し
た
。
開
催
期
間
中
、
各
法

要
・
坐
禅
・
講
話
に
今
回
梅
花
流
詠
讃

歌
を
採
り
入
れ
た
所
、
初
め
て
の
事
で

興
味
を
も
た
れ
た
方
も
多
く
、
概
ね
好

評
で
あ
り
ま
し
た
。
多
少
坐
禅
と
の
兼

ね
合
い
で
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す

が
、い
ろ
い
ろ
と
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、

宗
門
の
教
え
の
一
つ
と
し
て
、
本
年
度

も
梅
花
を
取
り
入
れ
て
の
開
催
を
考
え

て
い
ま
す
。

○
伝
道
車
布
教

　

当
青
年
会
は
伝
道
車
と
呼
ば
れ
る
専

用
の
車
を
所
有
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の

車
は
青
年
会
の
足
と
し
て
参
禅
会
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
等
、
色
々
な
活
動
に
使
用

し
て
お
り
ま
す
。
特
に
三
重
県
第
一
宗

務
所
・
三
重
県
布
教
師
会
と
三
者
合
同

で
開
催
さ
れ
ま
す
、
伝
道
車
布
教
月
間

（
五
月
～
七
月
）に
は
県
内
各
地
へ
伝
道

車
に
て
巡
回
し
、
法
話
と
映
画
の
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の
活
動
は
三
十

年
以
上
続
く
当
会
の
主
要
行
事
で
す
。

○
月
例
研
修
会

　

三
仏
忌
法
要
を
基
本
に
法
式
・
声
明

等
の
研
修
会
、
お
茶
や
習
字
の
習
い
事

や
、
親
睦
を
兼
ね
た
お
花
見
や
ス
ポ
ー

ツ
大
会
等
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
本
年

度
は
、
声
明
に
力
を
入
れ
た
研
修
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
県
内
各
地

の
寺
院
を
お
借
り
し
て
開
催
す
る
こ
と

で
、
新
規
会
員
の
参
加
の
場
に
も
な
っ

て
い
ま
す
。

三
、
そ
の
他
の
活
動

○
Ｉ
Ｔ
事
業
部

　

当
会
四
十
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と

し
て
平
成
十
六
年
よ
り
Ｈ
Ｐ
を
開
設
。

内
容
は
青
年
会
の
活
動
報
告
・
会
員

個
々
の
活
動
紹
介
・
掲
示
板
で
の
会

員
に
よ
る
一
言
法
話
や
寺
院
紹
介
等
で

す
。
ま
た
、
本
年
度
よ
り
新
規
事
業
と

し
て
三
重
県
曹
洞
宗
青
年
会
に
よ
る
寺

院
検
索
サ
イ
ト
「
曹
洞
の
輪
」
が
始
動

し
ま
し
た
。
一
度
ご
覧
下
さ
い
。

Ｈ
Ｐ
ア
ド
レ
ス

�
h
ttp
://zen

.kiraw
eb
.co
m
/

○
和
太
鼓
「
鼓
司
」

　

昨
年
の
第
三
十
一
回
東
海
管
区
大
会

（
三
重
開
催
）
を
期
に
新
し
い
青
年
会

の
活
動
と
し
て
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
鼓

司
は
、
大
会
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、

何
か
自
分
達
で
出
来
な
い
か
、
と
い
う

思
い
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
津
市

在
住
の
和
太
鼓
奏
者　

服
部
博
之
先
生

に
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
い
た
だ
き
、

ひ
た
す
ら
練
習
し
て
、
何
と
か
大
会
ま

で
に
形
を
作
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

演
奏
自
体
は
未
熟
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
の
懸
命
な
姿
に
会
場
の
皆
さ
ま

も
ご
共
感
い
た
だ
き
、
会
員
一
同
感
激

し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、
青
年
会
の
大

衆
教
化
活
動
の
一
環
と
し
て
県
内
各
地

で
演
奏
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

現
メ
ン
バ
ー
は
十
一
名
、
毎
週
一
回
津

市
の
四
天
王
寺
様
を
お
借
り
し
て
若
い

二
十
代
の
会
員
か
ら
四
十
五
歳
ま
で
汗

を
流
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
さ
ら
に
活

動
の
場
を
広
げ
、
和
太
鼓
の
演
奏
を
通

じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
達
と
出
会
い
、

色
々
な
思
い
を
共
有
し
、
多
く
の
方
が

た
と
交
流
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
現
役
僧
侶
が
打
ち
鳴
ら
す
和
太

鼓
の
音
や
、
そ
の
情
熱
に
興
味
を
も

持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
今
後
も
精

進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

以
上
、
三
重
県
曹
洞
宗
青
年
会
の
活

動
を
簡
単
に
ご
報
告
い
た
し
ま
し
た
。

四
十
四
年
間
の
歴
史
の
中
で
昔
か
ら
変

わ
ら
ず
開
催
さ
れ
る
事
業
、
新
し
く
始

ま
っ
た
事
業
、
共
に
三
重
県
曹
洞
宗
青

年
会
会
員
の
熱
い
想
い
に
よ
っ
て
起
こ

さ
れ
た
活
動
で
す
。
し
っ
か
り
と
取
り

組
み
、
青
年
僧
侶
の
限
り
な
い
可
能
性

を
追
求
し
て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

第31回東海管区曹洞宗青年会大会にて

「第42回緑陰禅のつどい」にて

涅槃会と声明研修

14



　

最
後
に
、
次
期
開
催
宗
務
所
青
年
会

一
同
が
ス
テ
ー
ジ
に
上
が
り
、
次
期
開

催
地
の
紹
介
を
し
て
万
歳
三
唱
に
て
二

年
後
の
再
会
を
誓
い
ま
し
た
。

　

今
大
会
は
、
講
演
会
に
一
般
の
お
客

さ
ん
も
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
青
年
会

会
員
と
共
に
大
会
も
盛
り
上
げ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
記
念
大
会
と
い
う
の
は
、

種
々
様
々
の
形
態
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

今
回
は
、
基
調
講
演
を
メ
イ
ン
に
掲
げ
、

懇
親
会
に
て
親
睦
を
図
る
と
い
う
企
画

の
元
に
開
催
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

曹
北
青
会
員
の
一
人
一
人
の
熱
き
絆

に
よ
り
無
事
圓
成
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

曹
洞
宗
北
海
道
青
年
会
事
務
局

�

松
樹　

恒
史　

九
拝

　

六
月
十
二
日
～
十
三
日
に
か
け
て
、

第
二
十
四
回
曹
洞
宗
北
海
道
青
年
会
帯

広
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

北
海
道
青
年
会
は
三
つ
の
宗
務
所
青

年
会
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。大
会

は
隔
年
で
開
催
し
、
三
宗
務
所
青
年
会

の
持
ち
回
り
で
、
全
道
各
地
で
開
催
さ

れ
ま
す
。大
会
は
、地
域
の
特
色
を
生
か

し
な
が
ら
の
盛
大
な
大
会
と
な
り
ま
す
。

南
北
に
約
六
〇
〇
キ
ロ
に
わ
た
る
広
大

な
北
海
道
で
の
開
催
は
参
加
す
る
に
も

時
間
の
制
約
も
あ
り
ま
す
。そ
の
た
め
、

飛
行
機
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
帯
広
ま
で

来
ら
れ
た
青
年
会
も
あ
る
ほ
ど
で
す
。

今
回
の
開
催
地
は
、
日
本
の
穀
物
・
酪

農
の
大
生
産
地
、
十
勝
平
野
の
ど
真
ん

中
・
帯
広
市
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　

大
会
に
は
、
来
賓
と
し
て
横
山
信
雄

管
区
長
老
師
は
じ
め
、
地
元
教
区
長
、

宗
務
所
役
職
員
、
全
曹
青
か
ら
芳
村
元

悟
会
長
、
久
間
泰
弘
副
会
長
、
長
井
峰

宗
副
会
長
も
ご
出
席
さ
れ
大
会
を
盛
り

上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
大
会
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
ご

指
導
、
ご
後
援
い
た
だ
き
ま
し
た
諸
老

師
、
関
係
者
各
位
の
皆
さ
ま
に
は
厚
く

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

大
会
は
、
曹
北
青
会
長
橋
本
真
英

師
の
導
師
に
よ
り
開
会
式
典
が
挙
行

さ
れ
、
来
賓
祝
辞
を
い
た
だ
き
帯
広
大

会
は
始
ま
っ
て
行
き
ま
し
た
。
総
合
司

会
に
よ
る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
終
了

後
、
参
加
者
一
同
で
記
念
撮
影
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
平
成
二
十
年
度
定
期
総
会
が

開
催
さ
れ
、
報
告
事
項
・
議
案
が
審
議

さ
れ
て
、
万
事
承
認
し
て
い
た
だ
き
、

総
会
は
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
大
会
日
程
は
順
調
に
進

み
、記
念
講
演
で
は
、「
い
の
ち
楽
し
む
」

と
題
し
て
、
特
別
講
師
向
井
亜
紀
さ
ん

に
よ
る
講
演
が
一
時
間
半
に
わ
た
り
行

わ
れ
ま
し
た
。

特別講師 向井亜紀さん

　

内
容
は
、
病
気
を
克
服
し
た
自
ら
の

体
験
談
の
中
で
、
発
病
か
ら
退
院
ま
で

の
出
来
事
を
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

☆
病
気
の
克
服
の
ポ
イ
ン
ト
☆
は
、
①

早
期
発
見
②
気
持
ち
の
持
ち
方
が
大
事

な
ど
、
特
に
気
持
ち
の
持
ち
方
は
大
事

で
、「
人
間
に
は
大
き
な
頭
が
与
え
ら

れ
た
の
で
、
頭
を
使
っ
て
ど
う
生
き
る

か
を
導
き
出
す
の
が
重
要
で
、
そ
れ
は

人
間
だ
け
に
で
き
る
能
力
で
あ
る
」
と

講
演
会
参
加
者
と
会
話
を
し
な
が
ら

ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
た
講
演
を
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

講
演
会
後
、
懇
親
会
が
盛
会
に
開
催

さ
れ
、
地
元
の
青
年
会
の
趣
向
を
こ
ら

し
た
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
に
よ
り
、

印
象
深
い
宴
と
な
り
ま
し
た
。

１日目　13：00　受付開始
　　　　14：00　開会式典
　　　　15：00　定期総会
　　　　16：00　記念講演「いのち楽しむ」
 特別講師　向井　亜紀 氏
　　　　18：00　懇親会

２日目　 7 ：00　小食　小食罷解散

大会スケジュール　於 帯広市北海道ホテル

第24回 曹洞宗北海道青年会 帯広大会開催報告

全曹青インフォメーション
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各　　委　　員
コ　メ　ン　ト

委員会紹介 Ｉ Ｔ 委 員 会

委 員 長・吉　澤　光　雲
  （曹洞宗長野県第一青年会）

今のうちにできること
今だからできること
今しかできないこと
keep it real

副委員長・福　岡　一　哉
  （曹洞宗山梨県曹青会）
 「成功する為の秘訣は明確なビジョンと行
動である」皆さまのビジョン形成の一助と
なる情報を発信できる様、精進していく所
存です。

副委員長・高　木　一　晃
  （四国地区曹洞宗青年会）

ＩＴを通じて全国の会員の情報を共有し、
その『絆』を深めたい。

庶　　務・平　岡　憲　道
  （曹洞宗広島県青年会）
今期、ＩＴ委員を拝命いたしました。ＩＴ
委員だけでなく、全曹青内のコミュニケー
ションを円滑に図れるようシステムを検討
中です。

会　　計・倉　島　隆　行
  （三重県曹洞宗青年会）

近年の犯罪は根本的な人間の理性や感情が
失われているように感じる。ＩＴを活用し、
我々に出来る事は無いのか？…模索中

委　　員・一　山　智　道
  （宮崎県曹洞宗青年会）

今期、ＩＴ委員会に参加させていただき、色々と学
ばせていただいています。枠のない広い繋がりの
中で、いかにして伝えたいことを、正確に、迅速に、
わかりやすく、することの難しさを考えています。

委　　員・岡　本　真　宰
  （曹洞宗長野県第一青年会）

このご縁を大切に、諸先輩宗師のご指導を
あおぎ、各委員会と協力しながら、精進し
てまいりたいです。

　IT委員会では、全曹青ホームページ「般若」のMENU

内に、SNSを開設しました。

　SNSとは「ソーシャル・ネットワーク・サービス」の略で、

人と人をつなぐことを目的にしています。そのために、さ

まざまな仕組みが用意されており、SNSを使って新しい

友人を作ることもできます。必ずしもネットの世界だけの

つながりを求めるのでなく、現実社会での友人との交流を

補完するツールとしてうまく活用している人も少なくあり

ません。

　一人では実現不可能な事柄を、ネットワークツールを

使って行うことは、できないか？　そんな思いから生まれ

たのが、全曹青SNSです。

全曹青SNSのTOP画面

①日記やメッセージといった、基本操作のパネル
です。

②ToDo機能。予定管理等を書き込む欄です。表
示範囲を指定することができ、マイフレンドが、
あなたの代わりに仕事をしてくれるかもしれま
せん。

③スケジュール管理。プライベートな予定は、他人
から見えないように指定することもできます。

④マイフレンドリストと、新着日記一覧。登録さ
れているご友人とその方の日記の一覧です。

⑤レビュー、アルバム機能。レビュー（書籍や、
DVDなどの感想）を紹介したり、オリジナル
の画像集を作ったりできます。
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全曹青のホームページ「般若」を拝見していま
すが、SNSの機能が加わりましたが、SNSと
はどのようなことができるのですか。

SNSというのは、社会的ネットワークをイン
ターネット上で構築するサービスの事です。有
名なサイトでは、mixi（ミクシー）がありますね。

　現在、全曹青SNSには、日記・画像アルバム機能を
はじめ、メッセージ送信、マイレビュー、スケジュール
管理、コミュニティー機能、ToDo機能といった多彩な
機能が実装されています。

mixiは聞いたことがあります。日記のイメージ
がありますが、全曹青SNSはいろいろな機能
があり、面白そうですね。ぜひ、使ってみたい

のですが、どのようにすればよいのですか。

全曹青SNSは、紹介登録制のSNSです。招待なし
での新規登録は行えない仕組みになっています。
　既に招待メールをもらっている場合は、メー

ルの文中にある登録用のURLをクリックするか、その
URLをアドレス欄に貼り付けて「Enter（Return）キー」
を押して登録作業をおこないます。
　まだ招待メールをもらっていない方は、既に全曹青
SNSに参加しているお知り合いの方から招待メールを
送ってもらうまでお待ちいただくことになります。
　今回は私からそうせいさんに紹介メールを送りますの
で、手順に従って登録してください。無料ですし。

紹介メールが来ましたので、「■全国曹洞宗青
年会SNSに参加する」のＵＲＬをクイックし、
全曹青SNSの登録画面になりました。

　利用規約を読み、「同意して登録手続きへ」をクリッ
クしてプロフィールを入力し、「登録」をクリックする
と簡単に登録完了できました。

はい。登録できましたね。では、実際にログイ
ンしてみましょう。
　「般若」本サイトの左側にあるMENUに

「SNS」というタブをクリックしてください。緑色のロ
グイン画面が表示されましたか？
　上段のE-mailに自分の登録したメールアドレスを、
下段のPASSWORDに自分で登録したパスワードを入
力します。ログインボタンを押せば　完了です。

ログインできました。
それでは、このSNSをどのように活用すれば
いいのですか。

正常にログインすると、前頁のような画面が見
えるはずです。
　まずは、お友達の日記を読んでみては、どう

でしょう？

一週間後

早速、はんにゃさんの日記を拝見して、コメン
トを書いてみました。そうしたら、はんにゃさ
んのマイフレンドの○○さんから、コミュニ

ティに参加しないか？というメールがきたんですよ。
　コミュニティってなんですか？

コミュニティというのは、共通の趣味や、お住
まいの地域など、共通点をお持ちの方がたの集
まりのことです。

　コミュニティ内での、情報の共有や、掲示板の利用が
できるようになります。
　そういえば、災害情報の共有とか防災・滅災の情報交
換についてコメントされてましたね？

そうなんですよぉ。
いつ災害が起こるか解りませんからねぇ。イン
ターネット上でどんなことが出来るのか、色々

話し合っているんです。

だいぶSNSの使い方にも慣れてきましたねぇ。

自分の書いた日記に誰かがコメントをつけてく
れる、これだけでも、とても面白いですものね。

もう、一人前ですね。（笑）
そろそろ、どなたか、お友達を紹介してみては
どうですか？

いいですねぇ‼
早速、紹介メールを送ってみます。

いきなり送られてくると、迷惑メールと間違わ
れることもありますから、事前にお話しておき
ましょうね。

※紙幅の都合上、全ての機能の紹介をすることはできま
せんでした、ぜひ一回使ってみていただいて、まずは
SNSを楽しんでみてください。
※全曹青SNSコミュニティー「初心者講座」を参考に
させていただききました。

ＳＮＳ
初心者
そうせい君

ＳＮＳ
ユーザー

はんにゃ君

使ってみよう！
全曹青ＳＮＳ



「

足
尾
銅山

鉱毒事件」
秘

録

そ
う
と う 衆 列

伝

魚
が
激
減
し
、
流
域
の
田
畑
作
物
が
枯
死
し

は
じ
め
て
い
た
こ
と
を
告
発
す
る
た
め
だ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
質
問
に
対
す
る
農
商
務

大
臣
陸む

奥つ

宗む
ね

光み
つ

（
一
八
四
四―

九
七
）
の

答
弁
書
は
「
…
…
被
害
あ
る
は
事
実
な
れ
ど

も
、
被
害
の
原
因
確
実
な
ら
ず
」
と
い
う
趣

旨
の
も
の
だ
っ
た
（『
谷
中
村
滅
亡
史
』）。

　

国
会
演
説
か
ら
五
年
後
の
一
八
九
六
年
、

田
中
正
造
は
雲
龍
寺
に
「
足
尾
銅
山

鉱
業
停
止
請
願
事
務
所
」
を

設
立
し
た
。
住
職
の

を
行
う
と
い
う
形
式
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は

「
押お

し

出だ

し
」
と
い
わ
れ
、
参
加
者
は
鐘
の
音

を
合
図
に
雲
龍
寺
へ
集
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
特
筆
す
べ
き
は
、
一
九
〇
〇
年

三
月
の
二
千
五
百
人
（
の
ち
に
一
万
二
千

人
）
規
模
に
よ
る
第
四
回
「
押
出
し
」
で
あ

る
。
雲
龍
寺
を
出
発
し
た
民
衆
が
、
利
根
川

北
岸
の
川か

わ

俣ま
た

（
群
馬
県
邑
楽
郡
明
和

町
川
俣
）
で
待
ち
構
え
て
い

た
三
百
人
を
超
え
る

を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

　
「
人
間
の
死
は
そ
の
死
に
よ
っ
て
万
人
を

生
か
す
と
こ
ろ
に
真
の
意
義
が
あ
り
ま
す
。

諸
君
も
こ
れ
が
最
後
の
運
動
で
あ
る
か
ら
、

三
十
万
人
を
生
か
す
為
に
決
死
の
覚
悟
で
お

や
り
な
さ
い
。
半は

ん

途と

で
挫く

じ

け
る
こ
と
な
く
、

い
っ
た
ん
出
発
し
た
か
ら
に
は
汽
車
が
軌
道

の
う
え
を
突
進
す
る
よ
う
な
勢
い
で
、
途
中

に
ど
ん
な
障

し
ょ
う

碍が
い

が
あ
っ
て
も
こ
れ
を
乗
り

越
え
て
驀ば

く

地ち

に
す
す
み
な
さ
い
」

　

こ
の
川
俣
事
件
で
は
、
主
だ
っ
た
数
十

人
が
兇

き
ょ
う

徒と

聚
し
ゅ
う

衆し
ゅ
う（
嘯

し
ゅ
う

集し
ゅ
う）
罪ざ

い―

現
行

刑
法
で
い
う
騒そ

う

擾
じ
ょ
う

罪ざ
い

で
検
挙
・
起
訴
さ
れ

た
。
黒
崎
禅
翁
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
こ
と
が
、

「
…
…
被
害
民
地
四
県
下
に
は
沢
山
の
お
坊

さ
ま
達
も
あ
る
が
、
事
件
を
憂う

れ

ふ
る
は
黒
崎

氏
一
人
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
兇
徒
嘯
集
事

件
と
い
う
も
の
が
出
来
し
て
氏
も
そ
の
嫌
疑

の
一
人
と
成な

り
、
前
橋
檻
察
に
永
ら
く
呻し

ん

吟ぎ
ん

し
て
居
た
が
無
罪
と
な
ら
ず
し
て
控
訴
院
に

移
っ
て
か
ら
鍛
冶
橋
に
一
ヶ
月
も
居
て
、
よ

う
や
く
保
釈
を
許
さ
れ
た
が
丁
度
一
ヶ
年
牢

屋
住
居
を
し
て
居
た
の
だ
」（
伊い

東と
う

方ほ
う

己き

「
雲

龍
寺
の
由
来
」
中
の
引
用
文
）
と
い
う
記
録

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
四
回
「
押
出
し
」
が
事
実
上
失
敗
に
終

わ
る
も
の
の
、
そ
の
翌
年
に
衆
議
院
議
員
を

辞
職
し
た
田
中
正
造
が
明
治
天
皇
に
直じ

き

訴そ

す

る
に
お
よ
び
、
足
尾
鉱
毒
問
題
が
国
民
に
広

く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
政

府
の
思
惑
も
あ
っ
て
、
し
だ
い
に
足
尾
銅
山

に
よ
る
鉱
毒
問
題
は
渡
良
瀬
川
の
治
水
問
題

へ
と
変
質
し
て
い
く
と
と
も
に
、
正
造
の
活

動
拠
点
も
雲
龍
寺
か
ら
谷
中
村
へ
と
移
っ
て

い
っ
た
。

　
「
足
尾
銅
山
鉱
業
停
止
請
願
事
務
所
」
の

設
立
か
ら
十
一
年
目
の
一
九
〇
七
年
、
黒
崎

禅
翁
は
雲
龍
寺
の
住
職
を
辞
任
す
べ
く
、
退

院
届
を
檀
信
徒
総
代
に
提
出
し
た
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
、
雲
龍
寺
三
十
一
世
伊
東
方
己

住
職
は
「
明
ら
か
で
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、

禅
翁
が
毎
晩
の
集
会
の
た
め
に
お
金
を
使
っ

た
り
、
寺
の
も
の
や
土
地
を
売
っ
た
り
し
た

と
い
う
古
老
の
話
を
聞
い
て
い
る
（
前
同
）。

　

雲
龍
寺
住
職
を
辞
任
し
て
還
俗
し
た
禅
翁

は
、
新
潟
県
へ
の
転
居
を
経
て
、
一
九
四
三

年
四
月
十
五
日
に
現
在
の
東
京
都
世
田
谷
区

三
軒
茶
屋
に
て
示
寂
す
る
。

　

生
ま
れ
育
っ
た
土
地
の
人
び
と
が
「
社
会

的
不
正
義
」
に
よ
っ
て
辛
酸
を
嘗
め
て
い
る

状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
黒
崎
禅
翁
は
、

僧
侶
と
し
て
の
人
生
を
賭
し
て
、
正
面
か
ら

〈
世
間
〉〈
社
会
〉
と
向
き
合
っ
て
い
っ
た
の

だ
っ
た
。
享
年
七
十
三
、
遺
骨
は
雲
龍
寺
に

懇
ろ
に
祀
ら
れ
て
い
る
。（
敬
称
略
）

文
・
大
室 

英
暁
（
お
お
む
ろ 

え
い
ぎ
ょ
う
）

一
九
七
三（
昭
和
四
八
）年
、福
島
県
生
ま
れ
。

本
誌
委
託
編
集
委
員
。福
島
県
普
光
寺
徒
弟
。

画
・
山
田 

剛
弥
（
や
ま
だ 

た
か
ひ
ろ
）

　
「
見
よ
被
害
民
は
遂
に
憤ふ

ん

怒ど

せ
り
、最
後
の

大
破
裂
は
遂
に
来
れ
り
。聴
け
、明
治
三
十
三

年
二
月
十
二
日
の
夕
べ
、
群
馬
県
邑お

う

楽ら

郡ぐ
ん

渡わ
た

良ら

瀬せ

村む
ら

早さ

川が
わ

田だ

な
る
、
鉱
毒
事
務
所
雲
龍
寺

の
梵
鐘
は
、
殷い

ん

々い
ん

と
し
て
晩
冬
の
荒
原
に
咽

び
ぬ
」（
荒あ

ら

畑は
た

寒か
ん

村そ
ん

『
谷
中
村
滅
亡
史
』）

　

明
治
時
代
、
足
尾
銅
山
（
栃
木
県
上
都
賀

郡
足
尾
町
）
か
ら
排
出
さ
れ
る
鉱
毒
に
よ
っ

て
、
渡
良
瀬
川
流
域
の
漁
民
・
農
民
を
中
心

と
す
る
沿
岸
住
民
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
た

足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
実
態
を
多
く
の
国
民
に
知
ら
し
め
た

の
は
同
県
選
出
の
衆
議
院
議
員
田
中
正
造

（
一
八
四
一―

一
九
一
三
）
で
あ
る
。
冒
頭

の
引
用
は
、
彼
の
依
頼
を
請
け
た
荒
畑
寒
村

（
一
八
八
七―

一
九
八
一
）
が
一
九
〇
七
年
、

二
十
歳
の
と
き
に
書
き
上
げ
た
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
鉱
毒
事
務

所
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
雲
龍
寺
（
群
馬

県
館
林
市
下
早
川
田
町
）
の
当
時
の
住
職
が
、

黒く
ろ

崎さ
き

禅ぜ
ん

翁お
う

（
大
信
禅
翁
大
和
尚
／
一
八
七
〇

―

一
九
四
三
）
で
あ
る
。

　

黒
崎
禅
翁
は
上
野
国
邑
楽
郡
当
郷
村
（
現

在
の
群
馬
県
館
林
市
当
郷
町
）
に
石
島
家

の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
十
八
歳
の
と

き
、
雲
龍
寺
二
十
五
世
黒
崎
道ど

う

衷ち
ゅ
う（
？―

一
八
九
九
）
に
就
い
て
得
度
、
の
ち
に
道
衷

の
養
子
と
な
る
。
六
年
後
の
一
八
九
四
年
、

道
衷
が
病
気
を
理
由
に
雲
龍
寺
住
職
を
退
任

す
る
と
と
も
に
、
禅
翁
が
二
十
六
世
住
職
に

就
任
す
る
。

　

そ
の
四
年
前
、
一
八
九
〇
年
七
月
の
第
一

回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
衆
議
院
議
員
に
当

選
し
て
い
た
田
中
正
造
は
、
翌
一
八
九
一
年

十
二
月
の
第
二
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
「
足

尾
銅
山
鉱
毒
の
儀
に
つ
き
質
問
書
」
を
提
出

し
、
演
説
を
行
っ
た
。
一
八
八
八
年
か
ら
銅

の
大
増
産
を
開
始
し
て
い
た
足
尾
銅
山
か
ら

流
れ
出
た
ヒ
素
や
カ
ド
ミ
ウ
ム
が
原
因
で
川

黒
く ろ

 崎
さ き

 禅
ぜ ん

 翁
お う

黒
崎
禅
翁
が
同
意
し

た
理
由
に
つ
い
て
は
、
檀
信

徒
で
も
あ
る
地
元
の
有
力
者
小
林
偵

七
郎
（
一
八
三
〇―

一
九
〇
一
）
に
懇
願

さ
れ
た
か
ら
と
語
っ
て
い
る
記
録
が
あ
る

（
布ふ

川か
わ

了さ
と
る「
雲
龍
寺
と
鉱
毒
事
件
」）。

　

こ
れ
以
降
、
雲
龍
寺
を
拠
点
と
し
て
、
渡

良
瀬
川
流
域
の
鉱
毒
被
害
民
た
ち
は
足
尾
銅

山
の
鉱
業
停
止
を
政
府
に
請
願
す
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
請
願
は
、
被
害
民
が
大
挙
し
て

東
京
へ
出
向
き
、
政
府
当
局
者
と
直
接
交
渉

警
官
・
憲
兵
に
よ
っ

て
阻
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、

大
弾
圧
が
加
え
ら
れ
た
の
だ
っ
た

（
川
俣
事
件
）。
冒
頭
に
掲
げ
た
『
谷
中
村
滅

亡
史
』
の
一
節
は
、
こ
の
と
き
の
出
発
場
面

で
あ
る
。
ま
た
、
作
家
大お

お

鹿し
か

卓た
く

（
一
八
九
八

―

一
九
五
九
）
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
小

説
『
渡
良
瀬
川
』（
一
九
四
二
年
）
の
な
か
で
、

黒
崎
禅
翁
に
よ
る
「
押
出
し
」
直
前
の
説
法

※
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、雲
龍
寺
ご
住
職

伊
東
方
己
様
に
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。こ
こ
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

【
参
考
文
献
】

●『
谷
中
村
滅
亡
史
』（
荒
畑
寒
村
著
、岩
波
文
庫
、

一
九
九
九
年
）

●『
民
権
と
憲
法
』（
牧
原
憲
夫
著
、岩
波
新
書
、

二
〇
〇
六
年
）

●
布
川
了「
雲
龍
寺
と
鉱
毒
事
件
」／
伊
東
方
己

「
雲
龍
寺
の
由
来
」（『
田
中
正
造
と
足
尾
鉱
毒

事
件
研
究〈
九
〉』渡
良
瀬
川
研
究
会
編
集
、論

創
社
、一
九
九
〇
年
）

●『
渡
良
瀬
川
』（
大
鹿
卓
著
、
中
央
公
論
社
、

一
九
四
一
年
）

●『
田
中
正
造
と
足
尾
鉱
毒
事
件
を
歩
く
』（
布
川

了
文
・
神
山
勝
三
写
真
、随
想
舎
、一
九
九
四
年
）

●『
田
中
正
造
文
集（
一
）・（
二
）』（
由
井
正
臣
・
小

松
裕
編
、岩
波
文
庫
、二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
五
年
）

●『
近
代
社
会
と
格
闘
し
た
思
想
家
た
ち
』（
鹿
野

政
直
著
、岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
、二
〇
〇
五
年
）
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コーラスの団員を率いて昨年の夏、ドイツのデュッセルドルフ
の恵光寺とヤコブ教会で仏教讃歌を歌ってきたとのこと。ドイ
ツに26年間暮らしていたというその指導者の方は「宗教や民
族や国境を越えて交流することが本当の平和なのです」と教え
てくれました。実は私は12年前から、「三重バッハ合唱団」に
入ってカンタータや受難曲を歌っています。バッハの音楽に惹
かれて入ったのですが、そこで図らずもキリスト教と向き合うこ
とになりました。寺族という立場で知るキリスト教は興味の尽き
ない対象となりました。その教会で仏教讃歌を歌えるとは、何
と素晴らしい夢でしょうか‼
　また、その老婦人はスリランカに幼稚園を創られたとのこと。
来年そのスリランカの方がみえて交流会をする計画なので「そ
の時は『マーヤの会』さんにもお声をおかけしますよ」とおっ
しゃいました。私は、とっさにつまらないことを訊いてしまいま
した「宗派が違ってもいいのですか？」と。するとその老婦人
はニコニコとして「太田さん、宗派なんて関係ないですよ」と
答えられました。私は、この老婦人の優しく控えめでありながら
威厳と自信に満ちたお顔が忘れられません。私が、今まで出会っ
た曹洞宗の寺族さんに、こんな雰囲気の人は一人もいません。
何がこう違うのでしょうか。
　私は、この出会いで二つのことを学び、感じました。一つは
音楽には仏教とキリスト教という正反対とも言える宗教の橋渡
しをする力があるということ。もう一つは、今の曹洞宗寺族の
置かれている立場は心細く情けないものだけど、真っ当な立場
を得れば、この老婦人のように輝く人がきっとでてくるだろうこ
と。寺族が輝けば寺もが輝き、ひいては宗門も輝くに違いない
と思います。
　若いお坊さん方にお願いがあります。寺族さん達を寺に縛り
つけないで、外に出してあげて下さい。（私の夫は、私の活動
をいつも応援してくれます。時には、貴重なアドバイスをくれま
す。「マーヤの会」の会員の夫の住職さん達も、それぞれにい
つも協力してもらっています。）寺族さんが、いろいろな活動を
通じて輝けるように協力してあげてほしいのです。� 合掌

　私は、大学時代に教育学部音楽科で声楽を専攻し、縁あっ
て寺の住職と結婚してからは、寺の仕事を手伝いながら三人の
子どもを育て、地域の子どもにピアノを教えるという生活をして
いました。やがて、三人の子どももそれぞれに独立し、夫も長
年勤めた高校教師を退職し住職専業になると、私も、もう一歩
踏み出したいという気持ちが沸々とわいてきました。
　私の夫とその父（先代住職）は、かつて駒澤大学の児童教
育部に所属し、そのため寺には仏教讃歌の楽譜やテープがあ
りました。譜読みをしていると、その美しいメロディーや心にし
みる歌詞に、涙で楽譜が読めなくなることも度々ありました。「こ
んな素晴らしい歌をもっと世の中に出さねば」と使命感すら感
じていました。「そうだ、寺族さんの合唱団を作ろう」と一念
発起し、2005年の夏に「マーヤの会」を立ち上げました。宗
歌をはじめ、開教偈・三帰依文・散華荘厳の歌・修証儀の歌・
四弘誓願などの曲を練習しました。それぞれに忙しい会員のス
ケジュールをあわせて練習日を確保するのは、たいへんでし
たが皆がんばりました。その甲斐あってか、宗務所の方がたに
も喜んでいただき、県の梅花大会や檀信徒研修会などに出演
させてもらい、私もこれで軌道に乗ったと満足しておりました。
　そんなある日、私が自宅でピアノの前で仏教讃歌の中の一曲
「みほとけは」を歌っていると、後ろで聴いていた友人がしくし
く泣き出しました。その人は生まれて間もないお孫さんを病気で
亡くしたばかりでした。そして「先生、その歌をテープに入れ
て下さい。毎日聴いていたいのです」と言われたのです。こ
の言葉を聞いて私にあるアイディアが浮かびました。「CDを作っ
てもっと広く一般の人に仏教の歌を聴いてもらおう」と。2007
年8月にCDが完成し、発売を始めました。これは、「マーヤの
会」にとって大きなステップとなりました。お寺の関係者の間で、
一ヶ月間で900枚以上売れ、新聞やラジオにも取り上げてもら
いました。今年の2月には、仏教企画社の『曹洞禅グラフ』春
号に大きく載せていただき、全国から注文や励ましのお言葉の
ファックスが入り、売り上げは1400枚を超えました。特に若い
お坊さんからのメッセージには「これからのお寺は、もっとこう
いうものを取り入れていかなくてはと思っていた」という内容の
ものが多く、私達を応援してくれるお坊さんが全国にこんなにい
らっしゃるのだと思うと本当にうれしいことでした。『曹洞禅グ
ラフ』の御縁で山形県のお寺様から10月の法要への演奏依頼
のお話までいただきました。
　そして、この5月には、CDが結んでくれた仏縁は更なる広が
りを見せました。新聞の記事を見てCDを購入して下さった浄
土真宗高田派の本山（三重県津市）仏教讃歌コーラスの方が、
「仏教讃歌のつどい」というイベントに私を招待してくれたの
です。そのイベントで紹介してもらったコーラス指導者のソプ
ラノ歌手の方と80歳くらいの老婦人の方（浄土真宗の僧侶、
浄土真宗では寺の奥さんも僧侶の資格が取れる）との出会い
は、私に新たな世界を開かせてくれました。そのお二人は、

仏教讃歌女声コーラス
「マーヤの会」

三重県 大蓮寺寺族　太田　紀子

『仏教讃歌集 みほとけは』 女声コーラス「マーヤの会」
全 8 曲収録　1枚 ￥1000

（送料別途、振込用紙を同封して郵送いたします）

《お問い合わせ》
〒519‐2802 三重県度会郡大紀町崎262 大蓮寺内
  「マーヤの会」事務局宛

Tel/Fax  0598－74－1044
大蓮寺ＨＰ http://www.ma.mctv.ne.jp/~dairenji/

※CDご希望の方は下記問い合わせ先まで、お葉書・TEL/
FAX・HP内お問い合わせメールにてご連絡下さい。

満開のしだれ桜の下で、仏教賛歌を歌う「マーヤの会」
2008年 3 月29日
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念

と

正

知
ギ
ャ
ナ
・
ラ
タ
ナ
長
老

「
禅
」知
識

ま
ん
だ
ら
２

　

瞑
想
の
実
践
に
は
、「
念（
サ
テ
ィ
）」

と
「
正
知
（
サ
ン
パ
ジ
ャ
ン
ニ
ャ
）」

と
い
う
二
つ
の
重
要
な
要
素
が
あ
り
ま

す
。

　

そ
の
う
ち
、
念
は
、
純
粋
な
注
意
と

い
う
特
徴
を
持
っ
て
お
り
、「
念
の
確

立
（
サ
テ
ィ
・
パ
ッ
タ
ー
ナ
）」
と
い

う
方
法
の
鍵
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

念
は
、
入
門
の
段
階
か
ら
最
高
の
ゴ
ー

ル
に
至
る
ま
で
、
体
系
的
な
修
行
法
に

伴
う
も
の
で
す
。

　

正
知
は
、
正
し
い
気
づ
き
の
第
二
の

側
面
で
す
が
、
私
た
ち
の
生
活
の
大
部

分
、
す
な
わ
ち
、
行
為
に
関
係
す
る
も

の
で
す
。
身
体
・
言
葉
・
心
で
な
す
あ

ら
ゆ
る
行
い
に
対
し
て
、
正
知
が
徐
々

に
規
制
力
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
る
こ

と
が
、「
念
の
確
立
」
の
修
行
目
的
の

一
つ
と
な
り
ま
す
。

一
、
念

　

念
は
、
た
と
え
ば
、
五
力
、
七
覚
支
、

八
正
道
と
い
っ
た
、
仏
教
の
修
行
に
必

要
な
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

（
１
）　

念
の
特
徴

①	
念
は
、
鏡
の
よ
う
な
思
考
で
す
。

そ
れ
は
、
現
在
起
き
て
い
る
こ
と
の
み

を
、起
き
て
い
る
通
り
に
反
映
し
ま
す
。

そ
こ
に
認
識
の
歪
み
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②	

念
は
、
判
断
を
伴
わ
な
い
観
察
で

す
。
そ
れ
は
、
批
評
な
し
に
観
察
す
る

心
の
能
力
で
す
。
何
も
決
断
す
る
こ
と

も
な
く
、
判
断
も
し
ま
せ
ん
。
私
た
ち

の
内
部
に
生
じ
て
い
る
こ
と
を
、
瞬
時

に
把
握
し
、
た
だ
客
観
的
に
観
察
す
る

の
み
で
す
。

③	

念
は
、
公
平
な
注
意
深
さ
で
す
。

快
い
も
の
に
固
執
せ
ず
、
不
快
な
も
の

か
ら
逃
げ
ま
せ
ん
。
念
は
、
全
て
の
経

験
・
思
考
・
感
情
を
等
し
い
も
の
と
見

な
し
ま
す
。

④	

念
は
、
概
念
化
さ
れ
な
い
認
識
で

す
。
念
は
思
考
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
思

考
を
媒
介
と
し
な
い
直
接
的
な
経
験
で

す
。

⑤	

念
は
、
現
時
点
に
お
け
る
認
識
で

す
。
今
現
在
、
こ
の
瞬
間
に
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
を
観
察
す
る
の
で
す
。も
し
、

あ
な
た
が
、
二
年
生
の
と
き
の
教
師
を

思
い
出
し
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
記
憶

で
す
。
そ
し
て
、
次
に
、
も
し
、
二
年

生
の
と
き
の
教
師
を
思
い
出
し
て
い
る

と
気
づ
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
念
で
す
。

そ
し
て
、
も
し
、
そ
の
認
識
過
程
を
概

念
化
し
、「
私
は
思
い
出
し
て
い
る
」

と
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
思
考
で
す
。

⑥	

念
は
、「
私
」
と
い
う
意
識
と
関

係
し
ま
せ
ん
。「
私
」
と
い
う
意
識
と

関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
生
じ
ま

す
。「
私
」「
私
の
」「
私
の
も
の
」と
い
っ

た
概
念
と
結
び
付
け
ず
に
全
て
の
現

象
を
見
ま
す
。
た
と
え
ば
、
あ
な
た
の

左
足
に
痛
み
が
あ
る
と
し
ま
し
ょ
う
。

通
常
は
、「
私
は
痛
い
」
と
意
識
す
る

で
し
ょ
う
。
念
を
使
う
な
ら
、
た
だ
単

に
、
そ
の
感
覚
を
感
覚
と
し
て
気
づ
き

ま
す
。「
私
」
と
い
う
概
念
と
結
び
付

け
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

⑦	

念
は
、
目
的
を
意
識
す
る
こ
と
の

な
い
認
識
で
す
。念
の
状
態
に
お
い
て
、

結
果
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
何
も
成
し
遂
げ
よ
う
と
は
し

ま
せ
ん
。

⑧	

念
は
、
変
化
を
認
識
し
ま
す
。
物

事
を
、
変
化
し
て
い
る
通
り
、
す
な
わ

ち
、
瞬
間
ご
と
に
継
続
し
て
見
る
の
で

す
。
ま
た
、
物
事
が
私
た
ち
に
ど
の
よ

う
な
感
情
を
引
き
起
こ
す
か
、
私
た
ち

が
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
の
か
を
見
ま

す
。

⑨	

念
は
、
参
加
型
の
観
察
で
す
。
瞑

想
者
は
、
同
時
に
参
加
者
で
も
あ
り
観

察
者
で
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
人
が
、
自

身
の
感
情
や
肉
体
的
な
感
覚
を
観
察
す

る
と
き
、
ま
っ
た
く
同
時
に
、
そ
の
人

は
そ
れ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
念

は
、
客
観
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
冷
た

い
も
の
で
も
無
感
覚
な
も
の
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
人
生
を
刮
目
し
て
経
験
す
る

こ
と
で
あ
り
、
生
き
る
プ
ロ
セ
ス
に
注

意
深
く
参
加
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

（
２
）　

念
の
基
本
的
な
働
き

　

念
に
は
、
三
つ
の
基
本
的
な
働
き
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
三
つ
の
働
き
を
、
詳

細
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

①	

念
に
よ
り
、
現
在
す
べ
き
こ
と
に

気
づ
き
ま
す
。
瞑
想
中
、
あ
な
た
は
た

だ
一
つ
の
こ
と
に
注
意
を
払
い
ま
す
。

心
が
一
点
に
定
ま
ら
な
い
と
き
、
あ
な

た
の
心
が
彷
徨
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
、
あ
な
た
は
現
在
何
を
す
べ
き
か
に

気
づ
か
せ
て
く
れ
る
の
が
念
で
す
。
念

は
、
あ
な
た
の
心
を
瞑
想
対
象
に
引
き

戻
し
て
く
れ
ま
す
。
瞑
想
を
繰
り
返
し

実
習
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
働
き
が

心
の
習
慣
と
し
て
確
立
さ
れ
、
以
後
の

生
活
の
中
に
引
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

　

姿
勢
を
正
し
て
坐
っ
て
い
る
瞑
想
時

で
あ
っ
て
も
そ
う
で
な
く
て
も
、
一
日

中
、
常
に
出
来
事
に
対
し
て
純
粋
な
注

意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、非
常
に
高
い
理
想
で
す
。

そ
の
理
想
に
向
か
っ
て
、
瞑
想
者
は
、

数
年
乃
至
数
十
年
に
も
及
ぶ
期
間
、

骨
を
折
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
思
考
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
い
う
私

た
ち
の
習
慣
は
、
長
年
に
渡
っ
て
馴
染

ん
で
き
た
も
の
で
あ
り
、こ
の
性
癖
は
、

極
め
て
執
拗
に
私
た
ち
に
し
が
み
続
け

ま
す
。そ
こ
か
ら
の
唯
一
の
脱
出
法
は
、

念
の
継
続
力
を
養
お
う
と
努
力
し
続
け

る
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
念
は
、
気
づ
き
を
払
う
こ
と

を
止
め
て
い
る
と
き
に
、
再
び
そ
う
す

べ
き
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
働
き

で
も
あ
り
ま
す
。
単
に
、
気
づ
き
が
な

い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
こ
と

に
よ
り
、
念
は
自
身
を
再
び
確
立
し
ま

す
。
そ
れ
は
、
野
球
の
し
か
た
を
覚
え

る
よ
う
に
、
勘
で
で
き
る
よ
う
に
な
る

こ
と
で
あ
り
、
複
雑
な
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

念
は
、
そ
の
独
特
な
感
覚
を
意
識
の

中
に
作
り
出
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
光
で

あ
り
、
明
瞭
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た

味
わ
い
を
持
ち
ま
す
。そ
れ
に
比
べ
て
、

意
識
的
な
思
考
は
、
苦
し
い
も
の
で
あ

り
、重
々
し
く
、騒
々
し
い
も
の
で
す
。

②	

念
に
よ
り
、
物
事
を
あ
り
の
ま

ま
に
見
ま
す
。
そ
れ
は
、
知
覚
に
何
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ギ
ャ
ナ
・
ラ
タ
ナ（G

yan
a R
atn
a

）長
老

一
九
六
八
年
生
ま
れ
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、

チ
ッ
タ
ゴ
ン
出
身
。
十
二
才
で
出
家
。
チ
ッ

タ
ゴ
ン
大
学
英
文
学
科
、
マ
ハ
チ
ュ
ラ
ロ

ン
コ
ン
仏
教
大
学
（
タ
イ
）
に
学
ぶ
。

一
九
九
四
年
来
日
。
現
在
、
愛
知
学
院
大
学

非
常
勤
講
師
。
博
士
（
文
学
）。
世
界
仏
教

青
年
連
盟
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
マ
ハ
マ
ン
ダ
ル

福
祉
協
会
（
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
）
副
会

長
。
主
著
に
「
上
座
仏
教
の
瞑
想
実
践
法
」

（
英
文
）
が
あ
る
。

も
の
も
加
え
る
こ
と

な
く
、
何
も
の
も
差

し
引
く
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
。
何
も
歪
め

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。
一
方
、
意
識
的

な
思
考
は
、
私
た
ち

の
経
験
に
色
々
な
こ

と
を
上
塗
り
し
て
、

概
念
や
思
考
で
私
た

ち
を
苦
し
め
た
が
る

も
の
で
す
。そ
し
て
、

未
来
の
計
画
、悩
み
、

恐
れ
、
夢
想
の
激
し

い
渦
に
、
私
た
ち
を

巻
き
込
む
の
で
す
。

念
が
あ
る
と
き
、
あ

な
た
は
そ
の
よ
う
な
心
の
ゲ
ー
ム
を
演

じ
ま
せ
ん
。

③	

念
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
本

質
が
見
ら
れ
ま
す
。念
に
よ
っ
て
の
み
、

存
在
の
真
相
と
し
て
説
か
れ
る
三
つ
の

主
要
な
性
質
（
無
常
・
苦
・
無
我
）
を

知
覚
で
き
ま
す
。

　

念
は
、
電
子
顕
微
鏡
の
よ
う
に
働
き

ま
す
。事
実
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
は
、

通
常
の
思
考
に
よ
る
な
ら
ば
、
せ
い
ぜ

い
概
念
と
し
て
知
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
念
の
働
き
の
最

も
精
細
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
事
実

を
、
実
際
に
、
直
接
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
あ
る
知
覚
の

束
を
恣
意
的
に
選
び
、
そ
れ
ら
を
、
波

の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
他
の
経
験
か
ら

分
断
し
、
分
離
さ
れ
持
続
す
る
実
在
と

し
て
概
念
化
し
て
き
ま
し
た
。
念
に

よ
っ
て
、
そ
の
仕
方
を
見
ま
す
。
そ
れ

ら
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
直
接
見
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
経
験
を
生
活
に
統
合

す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
、
念
の
状
態

を
長
く
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
こ
と
が

課
題
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
喜
び
に
充
ち

た
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
十
分
努
力
す
る

に
値
し
ま
す
。

二
、
正
知

　
「
意
識
の
明
瞭
さ
」
す
な
わ
ち
、
明

確
な
理
解
を
意
味
し
ま
す
。こ
の
語
は
、

し
ば
し
ば
、
念
と
一
組
に
な
っ
て
経
典

中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
１
）　

正
知
の
種
類

　

正
知
は
、
以
下
の
四
種
類
に
分
け
ら

れ
ま
す
。

①	

有
益
で
あ
る
か
そ
う
で
な
い
か
を

知
る
こ
と
。

②	

有
益
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
時
機

と
状
況
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ

と
。

③	

ど
ん
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
て
も
、

何
を
し
て
い
て
も
、
い
つ
も
通
常
の
瞑

想
の
主
題
に
意
識
を
向
け
て
い
る
こ

と
。

④	

身
体
に
お
け
る
物
質
的
な
現
象
と

心
的
な
現
象
に
つ
い
て
明
瞭
で
不
動
な

知
識
を
持
ち
、
自
分
と
こ
の
世
に
つ
い

て
明
確
に
知
る
こ
と（
無
癡
の
正
知
）。

　

右
記
四
種
の
う
ち
の
第
一
は
、
世
間

の
こ
と
と
出
世
間
の
こ
と
の
両
者
に

と
っ
て
有
益
で
す
。
そ
れ
は
、
止
で
も

観
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
瞑
想
の
助
け

と
な
り
ま
す
。
一
方
、『
清
浄
道
論
』

に
お
い
て
は
、最
初
の
二
種
の
正
知
は
、

「
常
に
心
に
生
じ
る
べ
き
智
慧
」
と
呼

ば
れ
ま
す
。

　

瞑
想
者
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
も
の

は
、
上
記
第
三
の
日
常
動
作
に
お
け
る

正
知
で
す
。
こ
れ
は
、
眠
っ
て
い
る
と

き
を
除
き
、
瞑
想
対
象
に
対
し
て
、
不

断
に
意
識
が
向
け
ら
れ
て
い
る
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
も
し
、
第

三
の
正
知
を
休
む
こ
と
な
く
生
じ
さ
せ

よ
う
と
努
力
す
る
な
ら
、
第
四
の
無
癡

の
正
知
は
自
動
的
に
現
れ
ま
す
。

（
２
）　

無
癡
の
正
知
の
生
起

　

正
知
は
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
、
あ
ら
ゆ

る
瞬
間
に
生
じ
る
べ
き
で
す
。
ま
た
、

次
の
質
問
が
答
え
ら
れ
る
な
ら
、
無
癡

の
正
知
は
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。

①	

誰
が
行
く
の
か
？　

行
く
者
は
誰

か
？　

行
為
者
は
い
る
の
か
？

②	

そ
れ
は
誰
の（
行
く
と
い
う
）動
作

な
の
か
？　

行
く
こ
と
を
作
り
出
す
行

為
者
は
い
る
の
か
？

③	

な
ぜ
行
く
の
か
？　

な
ぜ（
行
く

と
い
う
）動
作
が
起
こ
る
の
か
？　

行

く
と
い
う
動
作
の
根
本
原
因
は
何
か
？

　

右
記
の
質
問
例
は
、「
行
く
」
と
い

う
場
合
に
つ
い
て
で
す
。
あ
る
ゆ
る
場

合
に
、
同
様
に
質
問
が
で
き
ま
す
。
基

礎
的
な
実
践
な
の
で
、
一
週
間
で
そ
れ

に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
こ
の
実
践
は
、
た
い
へ
ん
楽
し

い
も
の
で
す
。

（
３
）　

瞑
想
者
は
明
白
に
知
り
ま
す

　

最
初
の
段
階
で
、
心
的
な
も
の
と
物

質
的
な
も
の
の
違
い
を
十
分
に
気
づ
く

べ
き
で
あ
る
と
釈
尊
は
明
確
に
教
え
て

い
ま
す
。
原
因
と
結
果
に
関
し
て
、
瞑

想
者
の
知
識
は
と
て
も
明
ら
か
で
す
。

た
と
え
ば
、「
行
こ
う
と
思
う
こ
と
」（
原

因
）
が
「
行
く
と
い
う
行
為
」（
結
果
）

を
生
み
出
す
こ
と
は
明
白
で
す
。
こ
れ

が
、
因
縁
の
理
解
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

正
し
い
見
方
を
持
つ
た
め
に
は
、
常

に
、
日
常
動
作
に
お
け
る
正
知
を
確
立

し
、発
達
さ
せ
る
べ
き
で
す
。
食
事
中
、

何
か
を
し
て
い
る
時
、
ト
イ
レ
に
行
く

時
等
、
い
か
な
る
瞬
間
で
あ
っ
て
も
正

知
が
保
た
れ
る
べ
き
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、中
で
も
、入
息
出
息
念
の
実

践
に
お
い
て
、念
と
正
知
は
、他
の
瞑
想

方
法
の
場
合
よ
り
も
必
要
と
さ
れ
、
よ

り
大
き
な
努
力
を
要
し
ま
す
。
そ
う
で

あ
る
が
故
に
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
効
果

は
、よ
り
大
き
な
も
の
と
な
り
え
ま
す
。

三
、
お
わ
り
に

　

念
は
、
直
観
力
を
養
い
、
保
護
し
、

ま
た
洗
練
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
行
為
と
理
性
的
な
思

考
を
生
み
出
す
た
め
に
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
源
泉
で
す
。

　

一
方
、正
知
は
、活
動
性
を
高
め
る
力

と
し
て
機
能
し
、
心
を
調
和
の
と
れ
た

発
達
と
最
終
的
な
解
脱
と
い
う
困
難
な

課
題
を
こ
な
す
た
め
の
完
璧
な
道
具
と

し
ま
す
。
同
時
に
、正
知
は
、苦
し
み
に

満
ち
た
人
達
を
手
助
け
す
る
こ
と
に
お

い
て
、
無
私
の
活
動
が
で
き
る
よ
う
訓

練
し
ま
す
。
注
意
深
さ
を
必
要
と
す
る

無
私
の
行
為
に
対
し
て
、
正
知
は
優
れ

た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
な
る
の
で
す
。
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第２回　
環
境
倫
理
の
現
在

　
「
環
境
」
の
問
題
は
、
い
ま
や
、
世

界
中
を
駆
け
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い

る
。
地
球
温
暖
化
の
問
題
は
、
京
都
議

定
書
の
次
の
段
階
の
規
制
に
関
す
る
国

際
的
合
意
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
緊

急
の
課
題
が
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
の
大
き

な
課
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
の
メ

デ
ィ
ア
も
温
暖
化
一
色
で
あ
る
。
し
か

し
、
温
暖
化
対
策
は
確
か
に
重
要
で
あ

る
が
、
環
境
の
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
し
、
も
っ
と
根
本
的
な
大
き
な
問

題
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
環
境
」
の
問
題
で
、
一
般
的
に
一

番
問
題
に
な
る
の
は
、
物
質
的
な
レ
ベ

ル
で
の
持
続
性
で
あ
る
。
地
球
温
暖
化

の
問
題
は
、
炭
酸
ガ
ス
の
排
出
の
問
題

で
あ
り
、
私
た
ち
が
野
放
図
な
形
で
石

油
や
石
炭
な
ど
の
化
石
燃
料
を
利
用
し

た
結
果
、
最
終
廃
棄
物
と
し
て
出
て
く

る
大
量
の
炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
温
室
効
果

の
結
果
に
由
来
し
て
い
る
。
資
源
と
し

て
の
再
生
不
可
能
な
石
油
や
石
炭
も
有

限
で
あ
る
が
、
排
出
さ
れ
る
炭
酸
ガ
ス

を
野
放
図
に
放
出
し
て
い
い
わ
け
で
は

な
い
。
環
境
問
題
の
本
質
の
一
つ
は
、

私
た
ち
の
世
界
が
無
限
で
は
な
い
こ
と

を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
ど
こ
か

ら
来
る
の
か
」（
資
源
問
題
）「
ど
こ
へ

行
く
の
か
」（
炭
酸
ガ
ス
・
廃
棄
物
問
題
）

と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
自
覚
す
る
こ

と
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
の
中
で
、

再
生
不
可
能
な
資
源
の
浪
費
を
抑
え
、

再
生
可
能
な
循
環
型
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ

の
転
換
が
望
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
問
題
が
起

こ
る
の
は
、
産
業
革
命
以
後
、
石
油
な

ど
の
化
石
燃
料
の
よ
う
な
、
太
古
の
時

代
の
生
物
に
よ
っ
て
炭
酸
ガ
ス
を
固
定

し
て
地
球
深
く
に
残
し
て
く
れ
た
遺
産

を
一
方
的
に
使
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
も
と
も
と
地
球
の
大
気
圏
で

は
、
太
陽
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
け
て
、

植
物
が
炭
酸
ガ
ス
を
固
定
し
、
固
定
さ

れ
た
生
産
物
は
動
物
な
ど
に
よ
り
消
費

さ
れ
、
そ
こ
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る

バ
イ
オ
マ
ス
、
太
陽
光
、
風
力
な
ど
の

再
生
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
選
択
が
迫

ら
れ
て
い
る
が
、そ
れ
は
、私
た
ち
が
、

太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
起
源
を
持
つ
植
物

の
生
産
と
水
の
循
環
の
自
然
の
シ
ス
テ

ム
の
中
で
う
ま
く
生
き
続
け
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
炭
酸
ガ
ス
の
み
の

問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
炭
酸
ガ
ス
を

地
球
深
く
埋
設
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
は

な
い
。
ま
た
、
食
料
と
な
る
べ
き
穀
物

を
バ
イ
オ
燃
料
と
し
て
使
え
ば
い
い
と

い
う
問
題
で
も
な
い
。さ
ら
に
言
え
ば
、

単
純
に
植
林
す
れ
ば
す
む
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
私
た
ち
が
豊
か
な
自
然
の

恵
み
の
中
で
生
き
続
け
る
た
め
に
ど
う

す
る
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
意
味
で
、
こ
の
問
題
は
突
き
詰

め
る
と
、
生
物
多
様
性
の
保
全
の
問
題

と
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。
生
物
多
様
性

の
保
全
は
、
一
部
の
自
然
好
き
の
人
た

ち
の
た
め
の
自
然
保
護
と
誤
解
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
生
物
多
様
性
の
保

全
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
生
き
る
こ
と

と
は
何
か
を
問
う
重
要
な
問
題
だ
と
い

う
理
解
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。

昨
年
十
一
月
に
第
三
次
生
物
多
様
性
国

家
戦
略
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
洞
爺
湖
サ

ミ
ッ
ト
に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
と
な

り
、
二
〇
一
〇
年
に
は
生
物
多
様
性
条

約
の
十
年
目
の
節
目
を
迎
え
、
そ
の
節

目
の
締
結
国
会
議
（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
10
）
が
名

古
屋
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ

な
ど
と
し
て
、炭
素
は
循
環
し
て
い
る
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
、
そ
の
循
環
を
断

ち
切
っ
て
、
地
球
深
く
固
定
さ
れ
た
炭

素
を
野
放
図
に
利
用
し
炭
酸
ガ
ス
と
し

て
放
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
根
本

的
な
解
決
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
、
い

ま
再
び
、
自
然
界
の
循
環
の
シ
ス
テ
ム

の
中
で
、
自
然
と
う
ま
く
か
か
わ
り
あ

い
な
が
ら
生
き
て
い
く
べ
き
道
を
選
択

す
る
べ
く
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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鬼
頭　

秀
一
（
き
と
う 

し
ゅ
う
い
ち
）

　

東
京
大
学
大
学
院
新
領
域
創
成
科
学
研
究

科
（
社
会
文
化
環
境
学
専
攻
）
教
授
。
専

門
は
、
環
境
倫
理
学
、
科
学
技
術
社
会
論
。

一
九
五
一
年
生
れ
。
名
古
屋
市
出
身
。
東
京

大
学
大
学
院
理
学
系
研
究
科
博
士
課
程
単
位

取
得
退
学
。
青
森
公
立
大
学
教
授
、
東
京
農

工
大
学
教
授
、
恵
泉
女
学
園
大
学
教
授
な
ど

を
経
て
現
職
。
白
神
山
地
や
諫
早
湾
な
ど
、

現
場
を
歩
き
な
が
ら
、
環
境
の
理
念
に
か
か

わ
る
問
題
を
「
環
境
倫
理
学
」
と
し
て
形
に

し
て
い
く
学
問
的
試
行
を
重
ね
、
社
会
的
リ

ン
ク
論
を
提
唱
し
て
い
る
。

　

最
近
で
は
、
生
物
多
様
性
保
全
や
自
然
再

生
の
現
場
で
、
生
態
学
者
と
積
極
的
に
対
話

を
行
い
つ
つ
、
人
文
社
会
科
学
的
寄
与
の
あ

り
方
を
模
索
し
て
い
る
。『
生
物
多
様
性
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
』
東
京
大
学
出
版
会
（
共
編
）、

『
環
境
の
豊
か
さ
を
も
と
め
て
』
昭
和
堂

（
編
）、『
自
然
保
護
を
問
い
な
お
す
』
ち
く

ま
新
書
、な
ど
。

た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
メ
デ
ィ
ア
で
ほ

と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
。

　

二
〇
〇
二
年
か
ら
取
り
組
ま
れ
た
国

連
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
生
態
系
評
価
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
生

物
多
様
性
の
恵
み
と
い
う
も
の
を
「
生

態
系
サ
ー
ビ
ス
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と

を
提
案
し
て
い
る
。
生
態
系
に
は
、
食

物
な
ど
人
間
の
暮
ら
し
の
基
礎
と
な
る

も
の
を
支
え
て
い
る「
供
給
サ
ー
ビ
ス
」

に
加
え
、
人
間
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の

生
命
の
存
立
す
る
基
盤
を
提
供
す
る

「
基
盤
サ
ー
ビ
ス
」、
温
度
の
調
節
、
災

害
の
防
止
な
ど
将
来
に
わ
た
る
暮
ら
し

の
安
全
性
を
保
証
す
る
「
調
整
サ
ー
ビ

ス
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
化
を
育

み
、
私
た
ち
の
心
を
豊
か
に
し
て
く
れ

る
「
文
化
サ
ー
ビ
ス
」
の
四
つ
の
サ
ー

ビ
ス
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
生
物
多
様
性
の
保
全
は
、

有
用
な
生
物
的
な
資
源
を
利
用
し
続
け

る
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
生
き
る
基
盤

を
提
供
し
、
広
い
意
味
で
の
安
全
性
を

確
保
し
、
精
神
的
文
化
を
享
受
し
豊
か

に
生
き
る
こ
と
と
深
く
関
係
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

環
境
問
題
は
、
往
々
に
し
て
、
廃
棄

物
や
温
暖
化
、
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
稀

少
生
物
や
生
態
系
の
保
護
な
ど
の
物
質

レ
ベ
ル
の
問
題
、
持
続
性
が
本
質
で
あ

る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に

限
定
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
私
た
ち
が
「
生
き
る
」
と
い
う

　本年、 5 月19日～30日にかけ、ドイツのボンで生物多
様性条約（CBD）第 9 回締約国会合（COP9）が開催
された。COP9では、①農業と生物多様性、②都市と
生物多様性、③海洋保護区等に関する議論が行われた。
加えて、気候変動枠組み条約のIPCCに相当する“生物
多様性に関する国際科学専門家機構（IMoSEB）”での
議論も活発に行われた。COP9では、企業の参加が増え、
各国地方自治体による市長会議が平行して開催されるな
ど、多様な主体が関わったことも特徴として挙げられる。
　COP9の成果として、日本にとって特に重要なのは、
2010年の締約国会議（COP10）のホスト国に自ら立候
補し、名古屋での開催が正式に決定されたことである。
2010年は、“国際生物多様性年”でもあり、また2010年
までに生物多様性の減少スピードを減速させるという、
いわゆる生物多様性の「2010年目標」の達成目標年でも
ある。更には、2010年以降の目標設定もCOP10の重要
な課題の一つとなる。また、我が国の自治体や企業にとっ
ても、持続可能な天然資源利用に関する“里山モデル”や、
いわゆる“バイオミミクリー（自然や生物のシステムを

模倣する技術）” などの先進技術を世界にアピールする
絶好の機会となることが予想される。こうした重要な節
目となるのが、2010年の名古屋で開催されるCOP10な
のである。
　洞爺湖サミットでは、温暖化問題が主要議題の一つと
言われている。しかし、現在、議論が活発化している
REDD（森林減少・劣化による排出削減)やバイオ燃料
の問題、温暖化による生態系の撹乱など、緩和と適応の
両面において温暖化問題と生物多様性の問題は密接に結
びついている。また、生態系や生物多様性から生み出さ
れる“生態系サービス”は、主として貧困層に多くの恩
恵をもたらすとされている（GDP for the poor）。し
かし、逆に温暖化による生態系サービスの劣化が起こっ
た場合、その影響はまず貧困層に及ぶ。つまり、生物多
様性の問題は貧困の問題とも深く結びついている。 
　洞爺湖サミットが生物多様性と気候変動、そして貧困
問題の“つながり”の重要性を再確認する場となり、
2010年の生物多様性条約COP10に向けた我が国の決意
とリーダーシップが、世界に向かって示される場となる
ことに期待したい。

千葉科学大学 危機管理学部准教授　安藤　生大

こ
と
を
問
い
直
し
、
私
た
ち
が
豊
か
に

生
き
る
と
い
う
こ
と
と
深
く
関
係
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
「
環
境
倫
理
」
と
は
、
私
た
ち
が
環

境
と
ど
う
か
か
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と

を
問
い
な
お
す
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

「
環
境
」
と
は
、
自
然
的
環
境
だ
け
で

な
く
、
社
会
的
環
境
や
精
神
的
環
境
も

含
ま
れ
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
統
合
的
な

形
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る

必
要
性
が
あ
る
。

　

自
然
的
環
境
だ
け
を
考
え
、
そ
の
持

続
性
を
考
え
た
と
き
、
私
た
ち
は
自
然

資
源
の
利
用
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
制
限

す
る
こ
と
が
い
い
と
さ
れ
る
。し
か
し
、

往
々
に
し
て
、
自
然
を
排
除
し
、
自
然

か
ら
遠
い
と
こ
ろ
で
生
活
で
き
る
先
進

国
の
都
市
部
の
人
た
ち
は
影
響
を
受
け

ず
、
自
然
に
も
っ
と
も
近
い
と
こ
ろ
で

生
活
し
て
い
る
途
上
国
の
先
住
民
族
の

人
た
ち
が
生
産
手
段
を
奪
わ
れ
、
自
然

を
利
用
す
る
文
化
を
維
持
で
き
な
く
な

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
自
然
的

環
境
の
持
続
性
だ
け
を
考
え
た
場
合
、

社
会
的
に
は
不
公
正
な
事
態
が
し
ば
し

ば
起
こ
る
の
で
あ
る
。
自
然
的
環
境
の

持
続
性
と
、
社
会
的
環
境
の
公
正
さ
を

同
時
に
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
こ
と

は
、
精
神
的
環
境
の
面
で
も
、
自
然
と

の
関
係
の
中
で
、
ま
た
、
地
球
上
の
遠

く
で
暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち
や
未
来
世

代
を
含
め
た
他
の
人
た
ち
と
の
関
係
の

C O P 10 に つ い て

中
で
、
精
神
的
な
豊
か
な
関
係
を
築
く

こ
と
で
も
あ
る
。

　
「
環
境
倫
理
」
に
お
い
て
は
、
こ
の

三
つ
の
環
境
の
側
面
を
全
体
と
し
て
捉

え
、
私
た
ち
が
「
生
き
て
い
る
」
こ
と

を
問
い
直
し
、
真
の
意
味
で
豊
か
に
生

き
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か

を
問
題
に
し
て
い
る
。
次
回
は
、
こ
の

こ
と
を
よ
り
具
体
的
な
問
題
を
通
し
て

考
え
て
み
た
い
。
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弁
護
士　

見　

野　

彰　

信

「
裁
判
員
制
度
」の
シ
ス
テ
ム
を

�

や
さ
し
く
紹
介（
後
篇
）

　

前
回
は
、
裁
判
員
制
度
の
目
的
が
「
国
民
と
裁
判
員
が
協
議
に
よ
っ
て
罪
の

有
無
と
刑
罰
を
決
定
す
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
る

理
由
が
「
裁
判
を
国
民
に
分
か
り
や
す
い
も
の
に
す
る
」「
司
法
に
対
す
る
国

民
の
信
頼
を
向
上
さ
せ
る
」「
市
民
の
自
由
や
権
利
が
不
当
に
奪
わ
れ
る
こ
と

を
防
止
す
る
」
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　

後
篇
と
な
る
今
回
は
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
た
と
き
の
仕
事
の
内
容
と
、
裁
判

員
に
求
め
ら
れ
る
資
質
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

あ
な
た
も
選
ば
れ
る

!?

!?

３　

裁
判
員
に
選
ば
れ
た
ら

　

裁
判
員
の
選
ば
れ
方
は
次
の
と
お
り

で
す
。
ま
ず
、
選
挙
権
の
あ
る
人
の
中

か
ら
、
翌
年
の
裁
判
員
候
補
者
と
な
る

人
を
毎
年
抽
選
で
選
び
、
裁
判
所
ご
と

に
裁
判
員
候
補
者
名
簿
を
作
り
ま
す
。

次
に
、
事
件
ご
と
に
先
ほ
ど
の
名
簿
の

中
か
ら
さ
ら
に
抽
選
で
そ
の
事
件
の
裁

判
員
候
補
者
を
選
び
ま
す
。
選
ば
れ
た

方
に
は
、
裁
判
所
に
行
く
日
時
等
が
知

ら
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
裁
判
所
で
候

補
者
か
ら
裁
判
員
を
選
ぶ
た
め
の
手
続

が
行
わ
れ
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
裁
判

長
か
ら
、
被
告
人
や
被
害
者
と
関
係
が

な
い
か
ど
う
か
、
不
公
平
な
裁
判
を
す

る
お
そ
れ
が
な
い
か
ど
う
か
、
辞
退
希

望
が
あ
る
場
合
は
そ
の
理
由
な
ど
に
つ

い
て
質
問
さ
れ
ま
す
。
そ
の
手
続
の
結

果
、
裁
判
員
が
選
ば
れ
ま
す
。
１
年
間

で
裁
判
員
に
な
る
確
率
は
約
４
０
０
０

人
に
１
人
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

裁
判
員
に
選
ば
れ
た
ら
、
次
の
よ
う

な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
公
判
に
立
ち
会
う

　

裁
判
員
に
選
ば
れ
た
ら
、
裁
判
官
と

一
緒
に
、
刑
事
事
件
の
法
廷
（
公
判
）

に
立
ち
会
い
、
判
決
ま
で
関
与
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
公
判
は
連
続
し
て
開

か
れ
ま
す
（
約
７
割
の
事
件
が
３
日
以

内
で
終
わ
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
）。

公
判
で
は
、
証
拠
書
類
を
取
り
調
べ
る

ほ
か
、
証
人
や
被
告
人
に
対
す
る
質
問

が
行
わ
れ
ま
す
。
裁
判
員
も
質
問
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
評
議
と
評
決

　

証
拠
を
全
て
調
べ
た
ら
、
次
は
事
実

を
認
定
し
、被
告
人
が
有
罪
か
無
罪
か
、

有
罪
だ
と
し
た
ら
ど
ん
な
刑
に
す
る
べ

き
か
を
、裁
判
官
と
一
緒
に
議
論
し（
評

議
）、
決
定
す
る
（
評
決
）
こ
と
に
な

り
ま
す
。
評
議
を
尽
く
し
て
も
意
見
の

全
員
一
致
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
、

評
決
は
、
多
数
決
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す

（
た
だ
し
、
裁
判
官
、
裁
判
員
の
そ
れ

ぞ
れ
１
名
以
上
の
賛
成
が
必
要
）。
有

罪
か
無
罪
か
、
有
罪
の
場
合
の
刑
に
関

す
る
裁
判
員
の
意
見
は
、
裁
判
官
と
同

じ
重
み
を
持
ち
ま
す
。

③
判
決
宣
告

　

評
決
内
容
が
決
ま
る
と
、
法
廷
で
裁

判
長
が
判
決
を
宣
告
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
裁
判
員
と
し
て
の
役
割
は
、
判

決
宣
告
に
よ
り
終
了
し
ま
す
。

４　

裁
判
員
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

　

刑
事
裁
判
で
は
、「
無
罪
の
推
定
」

が
重
要
な
原
則
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
無

罪
の
推
定
」
と
は
、
犯
罪
を
行
っ
た
と

疑
わ
れ
て
捜
査
や
刑
事
裁
判
を
受
け
る

人
に
つ
い
て
、
刑
事
裁
判
で
有
罪
が
確

定
す
る
ま
で
は
「
罪
を
犯
し
て
い
な
い

人
」
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
原
則
で
す
。

　

そ
し
て
、
刑
事
裁
判
で
は
、
被
告
人

が
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
検
察

官
が
「
合
理
的
な
疑
問
を
残
さ
な
い
程

度
の
証
明
」
を
し
な
い
限
り
、
有
罪
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
疑
い
を
向

け
ら
れ
た
人
が
自
ら
の
無
実
を
証
明
す

る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
で
す
。
刑
事

裁
判
で
は
、
検
察
や
警
察
が
そ
の
組
織

と
強
制
力
を
用
い
て
証
拠
を
集
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
疑
い
を
向

け
ら
れ
た
被
告
人
は
有
利
な
証
拠
を
集

め
る
た
め
の
組
織
も
強
制
力
も
有
し
て

い
な
い
と
い
う
、
大
き
な
力
の
差
が
あ

り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人

が
自
ら
の
無
実
を
証
明
で
き
な
い
か
ら

と
い
っ
て
、有
罪
と
し
て
し
ま
っ
た
ら
、

多
く
の
無
実
の
市
民
が
有
罪
と
さ
れ
て

し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。 

　

そ
し
て
、
無
実
の
市
民
に
対
す
る
有

罪
判
決
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
悲
劇
を
も
た

ら
し
ま
す
。
こ
う
し
た
悲
劇
を
防
止
す

る
た
め
に
、
被
告
人
は
無
罪
と
推
定
さ

れ
、
検
察
官
が
「
合
理
的
な
疑
問
を
残

さ
な
い
証
明
」
を
し
な
い
限
り
、
有
罪

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。「
合
理
的
な
疑
問
」

と
は
、
み
な
さ
ん
の
良
識
に
基
づ
く
疑

問
で
す
。
法
廷
で
証
拠
を
見
聞
き
し

　

裁
判
員
と
し
て
不
可
欠
な「
良
識
」

を
脅
か
す
も
の
、
そ
れ
は
「
感
情
」

「
情
緒
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

二
〇
〇
八
年
四
月
二
十
二
日
、

山
口
県
光
市
母
子
殺
害
事
件

（
一
九
九
九
年
）
の
差
し
戻
し
控
訴

審
判
決
に
お
い
て
死
刑
が
言
い
渡
さ

れ
、
妥
当
な
判
決
と
受
け
止
め
ら
れ

ま
し
た
。
来
た
る
裁
判
員
制
度
は
、

た
と
え
世
論
が
ど
う
で
あ
れ
、
自
ら

の
「
良
識
」
に
基
づ
き
、〈
無
罪
の

推
定
〉
に
従
っ
て
評
議
・
評
決
を
行

う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
犯
し
た
罪
に
対
し

て
は
法
の
定
め
る
相
応
の
罰
を
科
さ

れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
社
会

の
通
念
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
す
。

た
だ
、
そ
の
近
代
社
会
に
僧
侶
と
し

て
生
き
る
私
た
ち
の
使
命
に
は
、
人

見
野　

彰
信
（
け
ん
の
・
あ
き
の
ぶ
）

一
九
七
三
年
、札
幌
市
生
ま
れ
。
弁
護
士
。

早
稲
田
大
学
法
学
部
卒
業
。一
九
九
七
年
、

司
法
試
験
合
格
。
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
弁

護
士
登
録
。
民
事
・
刑
事
・
家
事
な
ど
法

律
問
題
一
般
を
扱
う
。
現
在
は
札
幌
弁
護

士
会
に
所
属
す
る
。

て
、
み
な
さ
ん
の
良
識
に
照
ら
し
、
少

し
で
も
疑
問
が
残
る
と
き
は
、
有
罪
と

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
人
に
刑
罰

を
科
す
前
に
、
国
民
が
良
識
に
照
ら
し

て
疑
問
の
余
地
が
な
い
か
ど
う
か
確
認

す
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
が
、
無
実

の
市
民
が
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
悲
劇
を

防
止
す
る
の
で
す
。 

（
完
）

間
の
本
性
へ
の
ま
な
ざ
し
を
持
ち
続

け
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
生
ま
れ
た
ば
か
り

の
赤
ち
ゃ
ん
は
純
粋
無
垢
そ
の
も
の

で
す
が
、
す
べ
て
の
凶
悪
犯
罪
者

も
み
な
こ
の
よ
う
な
赤
ち
ゃ
ん
と
し

て
、
両
親
の
祝
福
の
も
と
に
生
ま
れ

た
は
ず
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
罪
を

犯
す
か
否
か
は
「
心
の
善
し
悪
し
」

で
は
な
く
「
縁
に
よ
る
」
も
の
だ
と

し
て
、「
わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
く
て
こ

ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
」（『
歎
異
抄
』

第
十
三
段
）
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
い
ま
、
国
民
と
し
て
の

「
良
識
」
と
仏
教
徒
と
し
て
の
「
智

慧
」
を
、い
か
に
「
感
情
」「
情
緒
」

に
優
先
さ
せ
ら
れ
る
か
が
問
わ
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

�

〈
編
集
部
〉
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こ
れ
と
決
め
付
け
ず
に
、
身
体
に
良

く
て
、
な
お
か
つ
身
体
に
や
さ
し
い
菜

食
料
理
を
あ
え
て
取
り
組
ん
で
み
た

い
。

　

実
際
に
菜
食
生
活
を
続
け
て
い
る

と
、
①
高
血
圧
・
心
臓
病
な
ど
に
な
る

疾
患
の
確
率
が
下
が
り
、
②
体
臭
や
口

臭
が
少
な
く
な
り
、
③
血
液
が
サ
ラ
サ

ラ
の
状
態
を
保
て
る
そ
う
だ
。

　

心
当
た
り
の
方
は
是
非
試
し
て
も
ら

い
た
い
し
、
私
自
身
も
含
め
て
の
願
い

で
も
あ
る
。

　

お
隣
、
台
湾
の
「
台
湾
素
食
」
は
、

も
と
も
と
は
仏
教
に
お
け
る
宗
教
上
の

理
由
で
、
肉
類
を
口
に
し
な
い
精
進
料

理
が
由
来
。
そ
れ
が
、
後
に
健
康
志
向

の
高
ま
り
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
ベ

ジ
タ
リ
ア
ン
」
や
「
ビ
ー
ガ
ン
」
と
呼

材　

料
（
４
人
分
）

　

切
干
大
根 

…
…
…
…
…
…
… 

50
ｇ

　

納　

豆 

…
…
…
…
…
… 

2
パ
ッ
ク

　

み
ょ
う
が 

…
…
…
…
…
…
… 

3
本

　

醤　

油 

…
…
…
…
…
…
…
… 

少
々

　

み
り
ん 

…
…
…
…
…
…
…
… 

少
々

作
り
方

①
切
干
大
根
を
ぬ
る
ま
湯
で
も
ど
し
て

水
気
を
切
る
（
戻
し
汁
を
取
っ
て
お

く
）

②
鍋
に
切
干
大
根
と
戻
し
汁
約
1
カ
ッ

プ
と
醤
油
、
み
り
ん
で
汁
気
が
無
く

な
る
ま
で
煮
詰
め
る

　

ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
の
食
事
や
精
進
料
理

と
い
う
と
、
一
般
的
に
は
「
我
慢
し
て

野
菜
ば
か
り
食
べ
て
い
る
人
達
」
と
し

て
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
世
界
中
の

「
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
・
ビ
ー
ガ
ン
」
た
ち

に
は
、
忍
耐
や
我
慢
と
は
全
く
感
じ
な

い
、
毎
日
が
楽
し
い
最
高
の
喜
び
に
あ

ふ
れ
た
、
幸
せ
な
食
事
の
時
間
が
あ
る

の
で
あ
る
。

～
夏
を
迎
え
食
欲
増
進

�

こ
の
一
品
～

③
煮
詰
め
て
い
る
間
に
、
み
ょ
う
が
を

千
切
り
に
す
る

④
冷
ま
し
て
か
ら
納
豆
と
み
ょ
う
が
を

混
ぜ
て
、
盛
り
付
け
る

菜
食
生
活
を
続
け
て

得
ら
れ
る
こ
ん
な
事

ば
れ
る
菜
食
主
義
の
人
達
に
浸
透
し
て

い
っ
た
経
緯
が
あ
る
よ
う
だ
。

―
�

元
気
に
健
康
で
い
る
た
め
に
は
、

�

皆
そ
れ
ぞ
れ
食
生
活
で
の�

“
工
夫
”�

が
あ
る�―

文　

白
澤　

雪
俊 

（
し
ら
さ
わ 

せ
っ
し
ゅ
ん
）

昭
和
四
十
五
年
、
青
森
県
弘
前
市
生
ま
れ
。

十
八
歳
で
永
平
寺
別
院
に
安あ

ん

居ご

修
行
し
な
が

ら
、
駒
澤
短
期
大
学
（
仏
教
科
）
に
学
ぶ
。

卒
業
後
一
年
間
東
京
都
港
区
の
青
松
寺
に
随

身
（
住
職
に
お
仕
え
し
学
ぶ
修
行
僧
）
と
し

て
過
ご
し
た
後
、
福
井
県
曹
洞
宗
大
本
山
永

平
寺
に
て
、
七
年
間
安
居
修
行
を
す
る
。
こ

の
七
年
間
の
中
、
約
三
年
間
を
典
座
寮
に
配

役
さ
れ
る
。
永
平
寺
送
行
後
、
大
本
山
永
平

寺
東
京
別
院 

長
谷
寺
副
典
と
し
て
再
安
居
。

現
在
、
青
森
県
弘
前
市
普
門
院
副
住
職
と
し

て
師
匠
を
補
佐
す
る
傍
ら
、
精
進
料
理
に
関

す
る
講
演
な
ど
の
布
教
活
動
に
務
め
る
。
第

十
七
期
全
国
曹
洞
宗
青
年
会
青
少
年
教
化
委

員
会
副
委
員
長
。

著
書 

『
身
体
に
や
さ
し
い
料
理
を
つ
く
ろ

う
』（
ニ
ュ
ー
ト
ン
プ
レ
ス
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
ttp
://w

w
w
6.o
c
n
.n
e
.jp
/̃ya

m
a
ka
n
/
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＊そうせいサロン

哆 々 和 々

編 集 後 記

　

近
頃
、
国
内
外
で
は
、
自
然
環
境
に
限
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な

モ
ノ
が
落
ち
着
き
を
失
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

自
然
災
害
の
規
模
も
肥
大
化
の
一
途
を
辿
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
私
達
の
身
の
回
り
の
世

界
か
ら
繊
細
さ
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま

す
。
一
部
の
人
た
ち
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
よ
う
に
、
社
会

の
規
範
を
設
け
る
動
き
が
生
ま
れ
て
み
た
り
、
弱
い
者
を
守

れ
な
い
、
見
よ
う
と
も
し
な
い
世
の
中
で
あ
っ
た
り
、
そ
ん

な
情
け
な
さ
を
「
勝
ち
組
」
と
い
う
ご
都
合
な
言
葉
で
飾
っ

て
み
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

本
当
の
優
し
さ
、
強
さ
と
は
何
で
し
ょ
う
。

　

震
災
に
遭
わ
れ
な
が
ら
も
明
日
の
た
め
に
、
仲
間
の
た
め

に
働
き
続
け
る
方
た
ち
の
姿
に
、
強
い
意
志
と
力
を
感
じ
て

や
み
ま
せ
ん
。
国
を
超
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
も
、
や
は

り
大
勢
の
方
た
ち
が
我
が
身
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
誰
か

の
た
め
に
意
志
を
持
ち
続
け
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
決
し
て

自
暴
自
棄
な
行
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
、
こ
の
国
に
は
耐
え
る
力
が
足
り
な
い
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。不
遇
な
状
態
を
闇
雲
に
耐
え
続
け
る
こ
と
で
は
な
く
、

自
分
た
ち
が
目
指
し
、望
む
世
界
の
た
め
に
自
ら
が
耐
え
、そ

し
て
行
う
、
そ
ん
な
力
が
必
要
じ
ゃ
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま

す
。だ
か
ら
こ
そ
、地
域
や
社
会
が
そ
こ
か
ら
築
か
れ
て
い
く

の
だ
と
思
い
ま
す
。福
祉
は
、そ
の
誰
か
の
た
め
に
さ
し
の
べ

る
手
で
あ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
や
は
り
そ
う
で
あ
り

ま
す
。地
域
や
社
会
全
体
が
誰
か
の
こ
と
を
思
っ
て
い
け
る
、

そ
こ
に
笑
顔
が
あ
り
ま
す
。一
人
の
笑
顔
が
誰
か
の
笑
顔
を

呼
ん
で
い
き
ま
す
。そ
の
笑
顔
こ
そ
が
一
番
の
ご
褒
美
で

す
。鏡
に
映
る
自
分
の
顔
で
あ
れ
ば
文
句
な
し
で
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
状
況
下
に
お
い
て
、
痛
み
と
闘
う
大
勢
の

方
た
ち
に
支
援
と
協
力
を
惜
し
ま
ず
に
歩
ん
で
い
き
た
い

と
、
強
く
誓
う
毎
日
で
す
。

�

全
国
曹
洞
宗
青
年
会�

会
長　

芳　

村　

元　

悟

　
「
そ
う
せ
い
」
に
対
す
る
ご
意
見
・
ご
感
想
、
ま
た
、
発
送
部
数

に
関
す
る
ご
要
望
は
左
記
の
連
絡
先
ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
あ
て
先

　

〒
二
七
三
‐
〇
八
六
五

　

千
葉
県
船
橋
市
夏
見
六
‐
二
十
三
‐
三�

長
福
寺
内

�

そ
う
せ
い
サ
ロ
ン
係

　

Ｆ
Ａ
Ｘ�

（
〇
四
七
）四
三
六
‐
六
八
〇
八�
河
村
ま
で

　

取
材
に
行
か
せ
て
い
た
だ
く
た
び
に
、
今
ど
き
の
僧

侶
の
活
動
は
、
実
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
な

と
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。も
は
や
、「
葬
式
仏
教
」の
レ
ッ

テ
ル
は
時
代
遅
れ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
（
葬
儀
法
要

が
中
心
的
な
活
動
で
は
あ
り
ま
す
が
）。

　

今
回
の
『「
禅
」知
識
ま
ん
だ
ら
２
』
で
は
、
四
六
時

中
「
念
」
と
「
正
知
」
を
保
つ
こ
と
が
修
行
の
要
点
だ
と

書
い
て
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
行
住
坐
臥
の
坐
禅
と
い
う
こ

と
と
相
通
ず
る
一
面
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

何
を
す
る
に
せ
よ
（
何
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
で
し
ょ
う
が
）、
念
と
正
知
を
保
つ
こ
と
に
よ
り
、「
仏

作
仏
行
」
も
可
能
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
自
ら
心
が
け
た

い
と
思
い
ま
す
。

�

副
委
員
長　

青
野　

貴
芳

　

本
誌
一
三
六
号「
そ
う
せ
い
美
術
館
」に
掲
載
さ
れ
た「
千
の
祈
り
」

（
鈴
木
由
香
氏
作
）
が
、
現
在
、
広
島
平
和
記
念
資
料
館
に
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
同
所
に
お
立
ち
寄
り
の
際
は
、併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

―

「
賛
助
会
員
御
芳
名
」
の
記
載
に
つ
い
て ―

　

こ
の
度
も
、
多
く
の
ご
寺
院
様
に
ご
賛
助
賜
り
ま
し
て
、
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
十
二
頁
右
下
に
記
載
い
た
し
ま
し
た
安
永
寺
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
振
込
用
紙
に

県
名
、宗
務
所
名
、寺
籍
番
号
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
「
宗
務
所
不
明
」

と
し
て
記
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
う
か
ご
海
容
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
今
後
と
も
ご
賛
助
賜
り
ま
す
よ
う
、伏
し
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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室
で
突
然
の
雨
に
駆
け
込
ん
だ
茶
屋
で

詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
大
き
な
松
の
木
が
冷
た
い
時
雨

に
濡
れ
る
様
は
、
静せ

い

謐ひ
つ

さ
の
中
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
併
せ
持
つ
水
墨
画
的
一
フ

レ
ー
ム
を
な
し
、
こ
れ
も
ま
た
素
晴
ら

し
い
歌
で
あ
り
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、

「
や
ま
た
づ
の
」と
並
べ
て
み
る
と
き
、

松
の
力
強
い
存
在
感
よ
り
も
鹿
の
繊
細

に
し
て
孤
独
な
様
子
の
ほ
う
が
（
良
寛

自
身
の
人
生
と
相あ

い

俟ま

っ
て
）
大
き
な
効

果
を
生
む
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
「
や
ま
た
づ
の
」
の
か
わ
り
に
「
朝

づ
く
日
」
を
い
れ
た
も
の
も
存
在
し
ま

す
。
ま
た
、
よ
く
似
た
も
の
に
「
今
日

も
か
も　

向
ひ
の
岡
に　

さ
を
鹿
の　

し
ぐ
れ
の
雨
に　

濡
れ
つ
つ
立
た
む
」

と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
が
、「
や
ま
た

づ
」
の
ほ
う
が
よ
り
詩
情
が
豊
か
で
あ

る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
類

歌
が
多
く
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
良
寛

が
万
葉
集
を
よ
く
知
っ
て
い
た
た
め
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
よ
い
作

品
と
い
う
の
は
よ
い
ソ
ー
ス
（
原
典
）

を
し
ば
し
ば
も
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

梅
雨
の
静
か
な
日
、
こ
の
良
寛
和
尚

の
書
を
眺
め
つ
つ
、
万
葉
集
な
ど
を
め

く
っ
て
愉
し
む
の
も
た
ま
に
は
好
い
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

ネ
ッ
ト
で
愉
し
む

禅
籍
サ
ー
フ
ィ
ン

収
蔵
品
紹
介

�

『
や
ま
た
づ
の
～
』

『
駒
澤
大
学
電
子
図
書
館
』

URL http://www.kom
azawa-u.ac.jp/

 
~toshokan/el/index.htm
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前
回
に
引
き
続
き
、
大
愚
良
寛
和
尚

（
一
七
五
八―

一
八
三
一
）
に
よ
る
旋

頭
歌
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
「
や
ま
た
づ
の
」
か
ら
始
ま
る
こ
の

歌
は
季
節
は
冬
で
す
が
、
前
回
の
歌
同

様
、
良
寛
の
内
面
を
映
し
出
し
て
い
る

歌
で
、
非
常
に
美
し
い
情
景
が
歌
い
こ

ま
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
選

出
し
た
次
第
で
す
。

　

大
き
さ
は
全
体
が
縦
１
０
１
・
９
㎝

×
横
44
・
９
㎝
、
本
紙
部
分
は
縦
17
・

１
㎝
×
横
32
・
３
㎝
。
か
な
り
細
い
字

で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
遠
目
で
は

少
々
見
づ
ら
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
パ

ソ
コ
ン
の
画
面
下
部
に
あ
る
ズ
ー
ム
機

能
を
使
っ
て
、
是
非
細
部
ま
で
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

さ
て
、本
文
に
入
り
ま
し
ょ
う
。形
式

は
五･

七･
七
、五･

七･

七
と
片
歌
を
反

復
し
た
六
句
形
式
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

や
ま
た
づ
の

　

む
か
ひ
の
を
か

　

に
さ
を
し
か

　

た
て
り
か
み

　

な
つ
き
し
く
れ

　

の
あ
め
に
ぬ
れ
つ
つ
た

　

て
り

　
　
　
　
　

沙
門
良
寛
書

　
（
や
ま
た
づ
の　

向
ひ
の
岡
に

�

小
牡
鹿
立
て
り　

　

�

神
無
月　

時
雨
の
雨
に

�

濡
れ
つ
つ
立
て
り　

�

沙
門
良
寛
書
）

と
読
め
ま
す
。

　
「
や
ま
た
づ
」
と
は
「
接
骨
木
（
に

わ
と
こ
）」
の
こ
と
で
、
次
の
「
向
ひ

（
迎
え
）」
に
か
か
る
言
葉
で
す
。
接
骨

木
の
葉
が
向
き
合
っ
て
繁は

ん

茂も

す
る
と
こ

ろ
か
ら
、
こ
の
係
り
こ
と
ば
が
生
ま
れ

た
様
で
す
。
遠
く
の
岡
で
小
鹿
が
神
無

月
（
十
月
）
の
時
雨
に
う
た
れ
て
た
た

ず
ん
で
い
る
様
子
は
、
寂
し
さ
、
悲
し

さ
、
ま
た
接
骨
木
の
葉
を
静
か
に
流
れ

落
ち
る
雨
に
連
想
さ
れ
る
涙
の
イ
メ
ー

ジ
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
う
ま
く
表
し

て
い
る
で
し
ょ
う
。
ま
た「
向
ひ
の
岡
」

は
良
寛
の
い
る
「
こ
ち
ら
側
」
と
鏡
に

映
し
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
シ
ン
メ
ト

リ
ッ
ク
（
左
右
対
称
）
な
イ
メ
ー
ジ
を

与
え
、
あ
た
か
も
良
寛
と
雄
鹿
の
存
在

が
ひ
と
つ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
者
に

印
象
づ
け
ま
す
。

　

後
半
部
分
が
同
一
の
歌
は
い
く
つ
か

見
つ
か
り
ま
す
。「
い
は
む
ろ
の　

田

中
の
松
を　

今
日
み
れ
ば　

時
雨
の
雨

に　

ぬ
れ
つ
つ
立
て
り
」
は
、
彼
が
岩

駒澤大学図書館蔵
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長野県松本生まれ。尼寺育ち。看護師として
の経験を生かし、医療と宗教の領域を横断す
る“あまんず（amans＝ama〈尼〉＋ ns〈ナー
ス、看護師〉）"として活動中。

埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授

大
おお
　西

にし
　秀

ひで
　樹

き
　×　飯

いい
　島

じま
　惠

けい
　道

どう
1960年、兵庫県生まれ。横浜市立大学医学部
卒。神奈川県立がんセンター精神科などを経
て、平成18年より埼玉医科大学精神腫瘍科教
授となり、翌年より現職。専門は精神腫瘍学、老
年精神学、緩和医療学、リエゾン精神医学、死生
学。日本サイコオンコロジー学会常任世話人。

あまんずの
ダイアローグ ④ 「遺族外来」のある病院 後編

ケ
ア
の
対
象
に
寄
り
添
う
と
は

飯
島	

尼
寺
に
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
た

く
な
い
ご
葬
儀
の
依
頼
が
く
る
こ
と
が

よ
く
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
時
に
ど
ん
な

一
言
が
ど
う
響
く
か
っ
て
全
然
判
断
で

き
ず
に
、
早
速
お
経
を
挙
げ
始
め
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。

大
西	

あ
あ
、
言
葉
の
問
題
で
す
ね
。

言
葉
は
私
も
い
つ
も
気
に
し
て
い
ま

す
。
死
亡
確
認
を
そ
の
ま
ま
告
げ
る

時
も
あ
り
ま
す
。
思
い
つ
か
な
い
時
は

し
ゃ
べ
ら
な
い
方
が
良
い
で
す
ね
。
そ

れ
を
我
慢
出
来
ず
に
「
が
ん
ば
っ
て
。

あ
な
た
が
し
っ
か
り
し
な
き
ゃ
ダ
メ

よ
。」
っ
て
逆
に
遺
族
に
と
っ
て
つ
ら

い
言
葉
を
吐
い
ち
ゃ
う
と
ダ
メ
で
す

ね
。
エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
（
※
１
）
や

ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル（
※
２
）

の
足
跡
を
読
む
と
、
別
に
言
葉
は
か
け

ら
れ
な
い
け
ど
、
黙
っ
て
抱
き
し
め
る

な
ど
「
寄
り
添
う
何
か
」
の
記
述
が
よ

く
出
て
き
ま
す
。
言
葉
で
は
な
く
て
行

動
が
大
切
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

飯
島	

基
本
的
に
守
り
た
い
と
い
う
強

い
気
持
ち
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
知
恵

が
そ
の
場
そ
の
場
で
出
る
ん
で
す
ね
。

ハ
ウ
ト
ゥ
ー
（h

o
w
	to

）
が
あ
る
わ

け
じ
ゃ
な
い
で
す
も
の
ね
。

大
西	

そ
う
い
っ
た
先
駆
者
た
ち
の
失

敗
集
や
成
功
集
を
読
ん
で
い
く
の
も
良

い
と
思
い
ま
す
。
教
科
書
に
は
「
傾
聴

し
て
受
容
し
ろ
」
ぐ
ら
い
し
か
書
い
て

な
い
（
笑
）。「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
部

分
を
何
と
か
し
ろ
」
と
か
言
わ
れ
て
も

分
か
ら
な
い
で
す
よ
ね
（
笑
）。

飯
島	

確
か
に
そ
う
で
す
ね
（
笑
）。

曹
洞
宗
の
青
年
会
も
被
災
地
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
活
発
に
し
て
ま
す
け

ど
、
そ
う
い
う
中
で
学
ん
だ
こ
と
や
体

験
談
、
成
功
と
か
失
敗
を
伝
え
て
い
く

の
が
良
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。

大
西	

家
族
や
遺
族
の
ケ
ア
は
、
一
番

困
っ
て
い
る
時
に
す
ぐ
動
く
っ
て
い
う

の
が
最
大
原
則
で
す
。
そ
の
前
提
と
し

て
、
病
院
も
開
放
さ
れ
て
な
く
て
は
行

け
ま
せ
ん
。「
い
つ
で
も
ど
う
ぞ
」
っ

て
。
例
え
ば
遺
族
外
来
に
予
約
の
希
望

が
あ
っ
た
時
は
、
な
る
べ
く
そ
の
週
の

う
ち
に
や
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ

の
方
が
効
果
的
で
す
。「
早
く
診
察
が

受
け
ら
れ
て
よ
か
っ
た
。
三
ヶ
月
待

ち
っ
て
言
わ
れ
た
ら
、
申
し
込
ん
だ
当

時
の
辛
い
こ
と
も
忘
れ
ま
す
よ
ね
。」

と
ご
遺
族
が
言
っ
て
ま
し
た
。
そ
の
意

味
で
は
、
予
約
の
時
点
で
半
分
診
察
は

終
わ
っ
た
よ
う
な
も
の
な
ん
で
す
よ
。

飯
島	

葬
儀
の
場
で
葬
祭
業
者
が
す
ご

く
流
行
っ
て
き
た
の
も
、
お
坊
さ
ん
が

咄
嗟
の
対
応
が
出
来
な
く
な
っ
た
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。

年
回
忌
供
養
と
記
念
日
反
応

飯
島	

お
寺
が
ご
遺
族
と
関
わ
っ
て

い
く
の
に
、
ま
ず
亡
く
な
っ
て
か
ら

四
十
九
日
の
間
、
七
日
毎
の
ご
供
養
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
七
日
毎
に
四
十
九
日

の
旅
を
守
っ
て
下
さ
る
よ
う
な
仏
さ
ま

が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
百
ヶ
日

は
卒
哭
忌
と
言
っ
て
「
嘆
き
悲
し
む
の

を
卒
業
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、
亡
く

な
ら
れ
て
か
ら
百
日
ほ
ど
た
っ
た
ら
、

遺
族
も
悲
し
む
の
を
止
め
て
社
会
に
出

て
行
き
な
さ
い
よ
、
と
い
う
こ
と
だ
と

私
は
解
釈
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
年

忌
ご
と
に
ご
供
養
し
て
い
き
ま
す
。

大
西	

そ
う
い
う
年
回
忌
法
要
の
す
す

め
方
は
、
良
く
出
来
て
い
ま
す
ね
。
今

の
日
本
人
は
こ
れ
を
忘
れ
た
か
ら
い
け

な
い
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
記
念
日
反

応
（
命
日
反
応
）
と
い
っ
て
、
亡
く
な

ら
れ
た
そ
の
一
週
間
後
、
例
え
ば
金
曜

日
に
亡
く
な
っ
た
ら
、
毎
週
金
曜
日
を

ご
遺
族
は
思
い
出
し
て
、
何
か
反
応
が

　

前
号
に
引
き
続
き
、〝
あ
ま
ん
ず
〞

飯
島
と
埼
玉
医
科
大
学
の
大
西
秀
樹

教
授
の
対
談
を
お
送
り
し
ま
す
。
遺

族
の
ケ
ア
を
通
し
て
医
療
と
僧
侶
と

が
連
携
す
る
、
そ
の
事
例
と
は
？
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起
き
る
ん
で
す
よ
。
私
は
一
周
忌
や
三

回
忌
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
ご
遺
族

に
「
こ
の
日
、
こ
の
月
は
ダ
メ
だ
か
ら

休
ん
で
く
だ
さ
い
。
予
定
を
入
れ
な
い

で
」
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。
ご
遺
族
を

心
理
学
的
に
判
定
す
る
時
に
、
十
二
ヶ

月
目
っ
て
や
ら
な
い
ん
で
す
。
十
三
ヶ

月
目
な
ん
で
す
。
十
二
ヶ
月
目
だ
と
記

念
日
反
応
で
具
合
が
悪
く
な
る
か
ら
。

だ
か
ら
命
日
の
月
は
仕
事
の
ペ
ー
ス
も

落
と
し
て
、
休
ん
だ
方
が
い
い
。
昔
の

日
本
人
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い

た
ん
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
精
神
医
学
的

に
す
ご
く
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

遺
族
ケ
ア
と
お
寺
の
今
後

飯
島	

お
坊
さ
ん
が
遺
族
と
の
関
わ
り

の
中
で
、
ど
う
い
う
時
に
ど
う
注
意
し

た
方
が
良
い
で
す
よ
、
っ
て
い
う
具
体

的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
た
い
の

で
す
が
。

大
西	

お
坊
さ
ん
も
、
年
回
忌
法
要
の

前
に
ご
遺
族
と
お
会
い
す
る
こ
と
が
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、「
こ
の
月
は
休
む

月
で
す
、し
っ
か
り
お
休
み
下
さ
い
」っ

て
予
め
言
う
の
が
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
。
我
々
と
同
じ
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
「
お
坊
さ
ん
の

言
っ
た
通
り
だ
、休
ん
で
良
か
っ
た
」っ

て
言
っ
て
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。
私

も
「
先
生
の
言
わ
れ
る
意
味
が
分
か
り

ま
し
た
」
っ
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
で
す
か
ら
。
私
の
よ
う
な
医
師
や

遺
族
外
来
は
全
国
的
に
も
少
な
い
で
す

が
、
絶
対
的
な
人
口
は
お
坊
さ
ん
の
方

が
多
い
わ
け
だ
か
ら
、
我
々
と
同
じ
よ

う
な
役
割
を
地
域
で
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
、
と
思
い
ま
す
。

飯
島	

確
か
に
、
お
寺
は
地
域
の
ど
こ

で
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

大
西	

初
め
に
も
言
い
ま
し
た
が
、
ご

遺
族
に
な
っ
て
、
ど
こ
に
行
っ
て
良
い

か
分
か
ら
な
い
っ
て
言
う
人
が
多
い
ん

で
す
よ
。こ
こ
で
は
「
遺
族
外
来
」
と

い
う
看
板
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
精
神

科
だ
と
少
し
行
き
づ
ら
い
。そ
こ
を
お

坊
さ
ん
や
宗
教
関
係
者
の
人
た
ち
が
医

療
と
連
携
を
つ
け
て
い
た
だ
い
て
、
も

し
何
か
相
談
が
あ
っ
た
時
に
、
我
々
が

や
っ
て
い
る
ん
だ
よ
と
打
ち
出
せ
る
と

良
い
で
す
ね
。お
坊
さ
ん
に
話
し
て
、そ

れ
で
も
ま
だ
気
分
が
滅
入
っ
た
り
病
的

な
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
私
ど
も
が
担
当

す
る
と
い
う
形
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

飯
島	

そ
う
で
す
ね
。
私
も
看
護
師
と

し
て
緩
和
ケ
ア
病
棟
で
働
い
て
い
た
時

に
、
お
坊
さ
ん
に
申
し
送
り
し
た
い
場

面
が
結
構
あ
り
ま
し
た
。
ご
家
族
は
こ

ん
な
に
疲
れ
ち
ゃ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

※
１　

エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル

	

（E
lie	W

iesel

）

一
九
二
八
年
生
ま
れ
。
ル
ー
マ
ニ
ア
出
身
の

ユ
ダ
ヤ
人
作
家
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
の
自

ら
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
体
験
を
自
伝
に
す
る
な

ど
の
活
動
で
、
一
九
八
六
年
に
ノ
ー
ベ
ル
平

和
賞
を
受
賞
し
た
。

※
２　

ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・

エ
ミ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル

	

（V
ikto
r	E
m
il	F
ran
kl

）

一
九
〇
五
年
生
ま
れ
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
精

神
科
医
、心
理
学
者
。
フ
ロ
イ
ト（S

igm
u
n
d
	

F
reu
d

　

一
八
五
六
～
一
九
三
九
）
や
ア

ド
ラ
ー
（A

lfred
	A
d
ler　

一
八
七
〇
～

一
九
三
七
）
に
師
事
し
心
理
療
法
に
お
け
る

「
第
三
の
ウ
ィ
ー
ン
学
派
」
の
中
心
と
し
て

活
躍
し
た
。
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
と
同
じ
く
ユ
ダ
ヤ

人
で
第
二
次
世
界
大
戦
時
に
は
強
制
収
容
所

に
送
ら
れ
た
。
そ
の
体
験
を
元
に『
夜
と
霧
』

を
著
し
た
。
一
九
九
七
年
没
。

年
回
忌
法
要
や
月
参
り
は
、
精
神
医
学
的
に
す
ご
く
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。（
大
西
）

僧
侶
に
よ
る
遺
族
ケ
ア
の
場
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。（
飯
島
）

お
坊
さ
ん
、
後
の
フ
ォ
ロ
ー
を
お
願
い

し
ま
す
、
っ
て
言
い
た
い
な
っ
て
感
じ

た
こ
と
は
多
々
あ
り
ま
し
た
。
う
ち
は

毎
月
命
日
の
日
は
お
参
り
に
行
き
ま

す
。
尼
僧
に
は
そ
れ
が
日
常
的
な
お
務

め
で
す
ね
。
お
陰
で
休
む
暇
も
な
く
て

結
構
た
い
へ
ん
で
す
け
ど
（
笑
）。

大
西	

そ
れ
は
す
ご
く
良
い
と
思
う
。

さ
っ
き
の
記
念
日
反
応
の
点
か
ら
言
っ

て
も
、
命
日
に
お
坊
さ
ん
が
来
て
く
れ

た
ら
絶
対
う
れ
し
い
と
思
う
。

飯
島	

た
だ
、
尼
僧
さ
ん
の
数
自
体
が

減
っ
て
い
て
、
だ
か
ら
そ
う
い
う
細
か

い
と
こ
ろ
で
寄
り
添
え
る
活
動
が
だ
ん

だ
ん
と
減
っ
て
き
て
は
い
る
ん
で
す
ね
。

大
西	

ど
の
く
ら
い
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん

で
す
か
？

飯
島	

曹
洞
宗
は
三
百
人
強
で
す
か

ね
。
し
か
も
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
の

で
。

大
西	

尼
僧
さ
ん
に
な
ら
れ
る
方
は
少

な
い
ん
で
す
か
？

飯
島	

ま
ず
髪
を
切
ら
な
き
ゃ
い
け
ま

せ
ん
か
ら
。
そ
れ
だ
け
で
す
ご
く
決
意

が
い
る
こ
と
な
ん
で
す
。
あ
と
は
（
慣

習
上
）
結
婚
も
し
て
は
い
け
ま
せ
ん

し
。
宗
派
に
も
よ
り
ま
す
け
ど
。
い
ず

れ
に
し
て
も
男
僧
で
も
尼
僧
で
も
、
毎

月
の
ご
供
養
を
し
て
く
れ
る
人
が
増
え

れ
ば
、
訪
問
系
の
遺
族
ケ
ア
が
出
来
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

大
西	

予
防
の
一
環
と
し
て
も
す
ご
く

良
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
我
々
に
は

出
来
な
い
。
我
々
の
と
こ
ろ
に
は
患
者

に
な
っ
て
か
ら
く
る
か
ら
（
笑
）。

飯
島	

日
常
の
命
日
参
り
に
対
し
て
見

方
が
変
わ
り
ま
し
た
（
笑
）。

	

〈
了
〉

埼玉医科大学国際医療センター
〒350‐1298 埼玉県日高市山根1397‐1
電話 042‐984‐4111（番号案内）
http://www.saitama-med.ac.jp/
kokusai/index.html
上はメインエントランス。左がナイチ
ンゲール、右がヒポクラテス。偉大な
る先人との邂逅に、あまんずは何を思
うか？
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高
台
寺
の
木
像
の
掛
絡（
一
）

愛
知
学
院
大
学
教
授　

川
口
高
風

高
台
寺
の
草
創
期

　

京
都
東
山
に
高
台
寺
が
あ
る
。
豊

臣
秀
吉
の
正
室
北き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ

政
所
（
ね
ね
、

一
五
四
八―
一
六
二
四
）
が
開
き
晩
年

を
過
ご
し
た
寺
で
、
伏
見
城
か
ら
移
築

さ
れ
た
開
山
堂
や
霊
お
た
ま

屋や

、
茶
室
な
ど
が

秀
吉
の
栄
華
と
絢
爛
た
る
桃
山
文
化
を

今
に
伝
え
て
い
る
。
春
秋
の
夜
間
に
は

境
内
が
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
幻
想
的

な
光
の
演
出
が
行
わ
れ
、
門
前
の
道
は

「
ね
ね
の
道
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
多
く

の
拝
観
者
で
賑
わ
っ
て
い
る
。

　

高
台
寺
は
現
在
、
臨
済
宗
建
仁
寺
派

で
あ
る
が
、
草
創
期
は
曹
洞
宗
で
あ
っ

た
。現
在
も
残
っ
て
い
る
梵
鐘
の
銘
は
、

慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
十
月
に
開

山
の
仏
性
真
空
禅
師
弓
き
ゅ
う

箴し
ん

善ぜ
ん

彊き
ょ
うが
記

し
て
お
り
、
北
政
所
の
兄
木
下
家
定
が

寄
附
し
た
も
の
で
、「
鷲
峰
山
高
台
寿

聖
禅
寺
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

お
そ
ら
く
そ
の
頃
ま
で
に
伽
藍
は

成
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
開
山
の
弓
箴

は
尾
張
の
僧
録
で
あ
っ
た
正
眼
寺
（
小

牧
市
三
ッ
渕
）
十
一
世
久
山
賢
悦
の
弟

子
長
巌
周
養
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
弓
箴

は
秀
吉
と
同
郷
の
朋
友
で
、
そ
の
親
交

か
ら
石
清
水
八
幡
宮
の
僧
綱
寺
で
あ
っ

た
神じ
ん

応の
う

寺
（
八
幡
市
八
幡
西
高
坊
）
住

職
に
命
ぜ
ら
れ
、
文
禄
の
役
の
時
、

す
な
わ
ち
天
正
二
十
年
（
文
禄
元
年
、

一
五
九
二
）
五
月
に
朱
印
状
を
も
っ
て

寺
領
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
朝
鮮
出
兵
に

際
し
て
名
護
屋
の
陣
所
ま
で
随
従
し
た

と『
男
山
考
古
録
』に
い
う
。
し
た
が
っ

て
、
尾
張
か
ら
神
応
寺
へ
来
た
と
み
ら

れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
『
京
都
坊
目
誌
』
に
よ
れ

ば
、
高
台
寺
は
北
政
所
が
生
母
朝あ
さ

日ひ

の

た
め
京
極
の
北
（
現
在
、
京
都
市
上
京

区
高
徳
寺
町
）
に
創
建
し
た
康
徳
寺
が

前
身
で
、
開
山
に
弓
箴
を
迎
え
た
と
あ

る
。
し
か
し
、
創
建
年
次
は
明
確
で
な

く
、
天
正
末
年
頃
と
か
慶
長
三
、四
年

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　

康
徳
寺
が
確
実
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
は
、
弓
箴
が
慶
長
八
年
十
一
月
、
北

政
所
へ
与
え
た
嗣
書
に
、
自
ら
が
そ
の

法
を
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
十
一
月

二
日
に
長
巌
よ
り
受
け
嗣
い
だ
こ
と
を

明
記
し
て
お
り
、
そ
の
場
所
が
「
城
州

康
徳
禅
寺
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

朝
日
が
没
す
る
慶
長
三
年（
一
五
九
八
）

八
月
よ
り
以
前
に
康
徳
寺
の
創
建
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
高
台
寺
に
所

蔵
す
る
朝
日
、
養
母
の
七な
な

曲ま
が
り、
秀
吉
、

小
早
川
秀
秋
の
肖
像
の
賛
を
弓
箴
が
記

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
北
政
所
は
弓

箴
に
深
く
帰
依
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
た
め
尾
張
か
ら
わ
ざ
わ
ざ

呼
び
寄
せ
て
開
い
た
寺
院
で
あ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。

　

弓
箴
が
康
徳
寺
に
住
持
し
て
い
た
時

期
を
知
る
資
料
と
し
て
、
迦
葉
院
（
埼

玉
県
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町
）
に
弓
箴
が
賛

を
記
し
た
瑩
山
禅
師
と
峨
山
禅
師
の
頂

相
が
あ
る
。
前
者
に
は
「
于
時
天
正

十
九
辛
卯
年
南
呂
吉
日　

康
徳
見
末
孫

小
比
丘
彊
弓
箴
焼
香
欽
賛
」、
後
者
に

は
「
于
時
天
正
十
九
辛
卯
年
南
呂
良
辰

見
康
徳
末
孫
小
比
丘
彊
弓
箴
焼
香
礼
拝

欽
賛
」
と
あ
り
、
と
も
に
天
正
十
九
年

（
一
五
九
一
）
八
月
の
賛
で
あ
る
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
「
康
徳
見
」「
見

康
徳
」
と
あ
り
、
康
徳
寺
の
現
住
持
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
弓
箴
は

天
正
十
九
年
八
月
に
は
康
徳
寺
の
住
持

で
あ
っ
た
が
、
北
政
所
の
嗣
書
に
よ
れ

ば
、
翌
文
禄
元
年
に
長
巌
の
法
を
嗣
い

で
い
る
。
そ
の
た
め
康
徳
寺
に
住
持
し

た
後
に
嗣
法
し
た
こ
と
に
な
り
、
僧
階

の
順
序
と
し
て
は
反
対
で
あ
る
。
未
嗣

法
の
弓
箴
が
住
持
と
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
何
か
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
研

究
課
題
と
し
た
い
。

　

北
政
所
は
慶
長
八
年
十
一
月
、
弓
箴

か
ら
菩
薩
戒
を
受
け
る
と
と
も
に
後
陽

成
天
皇
よ
り
高
台
院
の
院
号
を
与
え
ら

れ
た
。
そ
の
頃
、
康
徳
寺
の
移
転
話
が

持
ち
上
り
、
現
在
地
に
移
転
さ
れ
て
高

台
寺
と
な
っ
た
が
、
弓
箴
は
同
十
四
年

図 3  木下家定木像

曹
洞
宗
の
袈
裟
に
学
ぶ�

第
6
回

図 2  北政所木像 図 1  おあこ木像

高台寺の草創期の変遷と祀られている木像から戦国・

江戸初期の掛絡を明らかにする。
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に
塔
頭
の
桂
林
院
（
岡
林
院
）
を
建
て

て
退
隠
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
消
息
は

定
か
で
な
い
が
、
神
応
寺
の
「
住
山

記
」
で
は
神
応
寺
に
住
職
し
同
十
九
年

（
一
六
一
四
）
正
月
三
日
に
示
寂
し
た

と
あ
る
。

　

高
台
寺
は
弓
箴
の
後
、
六
、七
代
に

わ
た
り
住
持
が
短
期
間
で
交
替
し
た
た

め
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
八
月

に
は
北
政
所
の
希
望
で
、
建
仁
寺
で

修
行
中
の
甥
の
周
し
ゅ
う

南な
ん

紹
じ
ょ
う

叔し
ゅ
くを

住
持
に

し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
紹
叔
の
師

で
あ
っ
た
三さ
ん

江こ
う

紹
じ
ょ
う

益え
き

が
開
山
に
迎
え

ら
れ
、
紹
叔
も
西
堂
と
し
て
入
り
臨

済
宗
と
な
っ
た
。
紹
益
は
寛
永
元
年

（
一
六
二
四
）九
月
三
日
に
入
寺
し
た
が
、

そ
の
三
日
後
の
九
月
六
日
に
北
政
所
は

七
十
七
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
法
名
も

弓
箴
の
授
け
た
「
快
陽
杲
心
大
姉
」
か

ら
紹
益
の
授
け
た
「
湖
月
心
公
尼
」
と

改
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
高
台
寺
に
安

置
さ
れ
て
い
た
弓
箴
の
木
像
は
神
応
寺

へ
移
さ
れ
た
と
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

北
政
所
ら
の
木
像
の
掛
絡

　

高
台
寺
の
霊
屋
に
は
秀
吉
と
北
政
所

の
木
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
秀
吉
は
冠

を
被
り
、
袍
と
袴
を
ま
と
っ
て
右
手
に

笏し
ゃ
くを

持
つ
正
装
で
あ
る
。
北
政
所
は
衣

の
上
に
掛か

絡ら

を
搭
け
、
右
手
に
数
珠
を

持
ち
右
膝
を
立
て
て
坐
っ
て
お
り
（
胡こ

跪き

）、
頭
に
は
白
絹
の
護ご

襟き
ん

が
被
せ
ら

れ
て
い
る
。（
図
２
・
４
）
寺
宝
展
の
図

録
の
解
説
に
は
袈
裟
を
つ
け
て
い
る
と

あ
る
が
、
実
際
は
掛
絡
を
つ
け
た
姿
で

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
北
政

所
と
家
定
夫
妻
の
棹
は
位
置
が
異
な
っ

て
い
る
。
北
政
所
は
マ
ネ
キ
の
上
部
に

あ
る
棹
が
外
側
に
な
り
、
マ
ネ
キ
の
下

部
に
あ
る
棹
が
内
側
に
な
っ
て
環
が
つ

い
て
い
る
。（
図
５
・
６
）そ
れ
に
対
し
、

家
定
夫
妻
は
マ
ネ
キ
の
上
部
に
あ
る
棹

が
内
側
に
な
っ
て
環
が
つ
い
て
お
り
、

下
部
に
あ
る
棹
が
外
側
に
な
っ
て
い
る

た
め
一
休
の
大
掛
絡
の
棹
と
同
じ
で
あ

る
。
な
お
、
マ
ネ
キ
の
上
部
に
内
側
と

外
側
の
棹
が
並
列
に
な
っ
て
お
り
、
下

部
が
あ
い
て
い
る
。（
図
８
・
９
）

　

三
体
の
木
像
は
い
つ
頃
の
製
作
で
あ

ろ
う
か
。
霊
屋
は
高
台
寺
の
伽
藍
が
成

る
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
に
創

建
さ
れ
た
よ
う
で
、
伏
見
城
内
の
北
政

所
の
館
を
移
築
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
創
建
時
の
製
作
と
す
れ

ば
、
北
政
所
の
木
像
は
寿
像
と
な
り
曹

洞
宗
の
掛
絡
を
搭
け
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

　

家
定
は
慶
長
十
三
年
に
没
し
て
お

り
、
や
は
り
高
台
寺
の
曹
洞
宗
時
代
で

あ
る
。
し
か
し
、
お
あ
こ
の
没
年
は
寛

永
五
年
（
一
六
二
八
）
で
あ
る
た
め
、

臨
済
宗
に
転
宗
後
と
な
る
。

　

家
定
、
お
あ
こ
の
掛
絡
は
同
じ
ス
タ

イ
ル
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
時
期
に

製
作
さ
れ
た
寿
像
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
高
台
寺
の
曹
洞
宗
時
代
に
作

ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
三
人
の
掛
絡

は
当
時
の
曹
洞
宗
の
掛
絡
と
見
て
も
お

か
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

図 4  北政所木像の掛絡

あ
る
。

　

禅
僧
の
頂
相
や
武
将
の
肖
像
画
に
掛

絡
を
搭
け
た
姿
を
み
る
が
、
正
面
向
の

画
像
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
画
像
は
立

体
的
で
な
い
た
め
、
背
面
や
横
側
の
姿

を
み
る
こ
と
は
で
き
ず
、
実
際
に
掛
絡

が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
は
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
北

政
所
の
木
像
か
ら
掛
絡
の
形
態
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
と

思
い
高
台
寺
へ
調
査
を
依
頼
し
た
と
こ

ろ
、
快
く
承
諾
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

掛
絡
を
搭
け
た
木
像
は
、
北
政
所
以

外
に
も
兄
の
木
下
家
定
（
一
五
四
三―

一
六
〇
八
）
と
そ
の
妻
お
あ
こ
（
常
照

院
）
の
坐
像
が
開
山
堂
の
向
か
っ
て
右

側
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
お
あ
こ
は
北
政

所
と
同
じ
よ
う
に
右
膝
を
立
て
て
坐
っ

て
お
り
、
護
襟
で
頭
を
被
い
中
啓
を

持
っ
て
い
る
。（
図
１
・
７
）
家
定
も
同

じ
よ
う
に
中
啓
を
持
っ
て
お
り
法ほ
っ

体た
い

像

で
あ
る
。（
図
３
）

　

三
人
の
掛
絡
を
見
る
と
、
す
べ
て
金

襴
の
唐
草
模
様
が
あ
り
、
向
か
っ
て
右

側
の
内
側
の
棹
に
は
白
い
環
が
つ
い
て

い
る
。
田
相
は
三
条
に
見
え
る
が
、
左

右
の
横
に
は
タ
ッ
ク
が
施
さ
れ
て
い

る
た
め
五
条
衣
で
あ
る
。
一
休
宗
純

（
一
三
九
四―

一
四
八
一
）
の
着
用
し

た
大
掛
絡
の
よ
う
で
は
な
い
が
、
マ
ネ

キ
（
棹
を
動
か
な
い
よ
う
に
縫
い
合
わ

せ
る
も
の
）
の
幅
は
大
き
く
、
二
本
の

棹
も
長
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
掛
絡
が

縮
小
さ
れ
て
い
く
途
中
の
掛
絡
と
も
考

図 7  おあこ木像の掛絡

図 5  北政所木像の背面図 6  北政所木像の横側

図 8  木下家定木像の背面図 9  木下家定木像の横側

31	 	№142	 2008.	7



　

全
曹
青
で
は
、
青
少
年
へ
の
教
化
活
動
を

よ
り
内
容
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
か
ね
て
よ
り
再
販
の
問
合
せ
の
多

か
っ
た
「
ほ
と
け
さ
ま
の
知
恵
袋
」
を
製
作

し
ま
し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
左
記
の
内
容
に
て
実
費
頒

布
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
左
記

の
要
領
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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